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〔改正後全文〕 

       

       

       

  都道府県知事 
 指定都市市長 

  中核市市 長 
  公 募 団 体 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
 （公印省略） 

 
 

子ども・子育て支援推進調査研究事業の実施について 
 
「子ども・子育て支援推進調査研究事業」は、質の高い保育及び地域型保育並びに地域

子ども・子育て支援事業等の提供に当たり、子ども・子育て支援に関する諸般の課題につ

いて、現地調査等による実態の把握や試行的取組等を通じた提言を得ることを目的として、

今般、別添要綱により実施することとしたので通知する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雇児発０６２５第１号 
平成２７年６月２５日 

第一次改正 雇児発０６０６第２号 
平成２８年６月６日 

第二次改正 雇児発０４２８第３号 
平成２９年４月２８日 

第三次改正 子発０３２９第１号 
平成３０年３月２９日 

 

                  

各 殿 
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（別添） 
子ども・子育て支援推進調査研究事業実施要綱 

 
１ 事業目的 

子ども・子育て支援推進調査研究事業は、質の高い特定教育・保育及び地域型保育 
並びに地域子ども・子育て支援事業等の提供に当たり、子ども・子育て支援に関する 
諸般の課題について、現地調査等による実態の把握や試行的取組等を通じた提言を得 
ることを目的とする。本要綱は、「子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金交付

要綱」（平成３０年３月２９日厚生労働省発子０３２９第１号厚生労働事務次官通知の

別紙。以下「交付要綱」という。）に定める外、子ども・子育て支援推進調査研究事業

の実施に当たり必要な事項を定める。 
 
２ 事業の実施主体 
  事業を実施する主体（以下「実施主体」という。）は次の各号に掲げる要件を満たす

ものとする。 
 （１）次のいずれかであり、申請した事業が３に定める子ども・子育て支援推進調査

研究事業企画評価委員会における事前評価の結果、採択された団体又は４（１）

により指定した団体 
   ① 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財

団法人、一般財団法人、その他の法人 
   ② 都道府県、市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。） 
 （２）（１）の①に掲げる法人は、申請する前年度において当該法人としての事業実績

があるなど良好な運営がなされていることを証する法人 
 （３）（１）の①に掲げる法人で、過去において、法令等に違反する等の不正行為を行

った法人の場合は、不正を行った年度の翌年度以降５年間を経過している法人 
 
３ 子ども・子育て支援推進調査研究事業企画評価委員会 

   調査研究課題の内容の検討、応募のあった事業に対する補助の要否についての評価

等及び採択した各事業の実施状況についての総合的な評価等は、別に定めるところに

より設置する、外部有識者等による子ども・子育て支援推進調査研究事業企画評価委

員会（以下「企画評価委員会」という。）において行う。 
   なお、応募のあった事業に対する補助の要否についての評価等に当たっては、必要

に応じてヒアリングを行う。 
 
４ 対象事業 
  本事業が対象とする事業は、次の各号に該当する事業とする。 
（１）別に公募する調査研究課題に該当する事業であり、かつ、その事業により得ら

れる成果が今後の施策等に反映できるもの、又は、行政施策の推進に特に必要な

次の表の左欄に掲げる調査研究課題について優れた研究成果を得るために、実施

する団体を指定し行う事業。 
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調査研究課題 事業内容 国庫補助額 

児童買春、児童ポルノ被害

児童の保護施策の実施状況

に関する調査研究 

被害児童の支援や施策の

課題に関する調査研究 
 
１，５００万円以内 

 
（２）単年度で終了する事業であること。 
（３） 企画評価委員会における評価の結果、採択することが適当と認めたもの又は（１）

により指定したもののうち、子ども家庭局長が予算の範囲内で補助金の交付が必

要と決定したもの。 
 （４）次に該当する事業は、対象としない。 

① 事業内容が調査研究課題の内容と明らかに合致していない場合 
② 他制度による補助対象事業および国庫補助が廃止（一般財源化）された事業 
並びに地方公共団体の補助事業により実施していたもの 

③ 事業の主たる目的である事務・業務の５０％以上を外部委託するものや、第 
三者への資金交付を目的とした事業 

④ 事業の大部分が設備又は備品の購入等である事業 
⑤ 営利を目的とした事業 
⑥ 補助対象額が５００千円に満たない事業 
⑦ 事業に携わる者と経理に携わる者が兼務している場合 

 
５ 事業の実施主体の責務 
 （１）実施主体は、交付要綱８（申請手続）により申請する際に、本補助事業により 

実際に事業を行う事業担当者と本補助事業に係る金銭の管理（出納を含む）を行 
う経理担当者を明確にし、各担当者が法令等を遵守する旨を誓約した書面を提出 
しなければならない。 

 （２）経理担当者は、事業担当者を兼ねることはできない。 
 （３）実施主体は、交付要綱８（申請手続）により申請する際に、事業が終了した時

点で必ず成果物を提出する旨を誓約しなければならない。 
 （４）実施主体は、事業が採択された場合及び事業が完了した場合には、実施主体自

らが採択された事業の概要及び事業結果の概要を作成し、当該実施主体のホーム

ページへ掲載する等の方法で、速やかに公表しなければならない。 
    また、実施主体は、実績報告書の提出時において、事業の成果物（事業の成果

等をまとめた報告書冊子）を電子媒体（ＰＤＦ形式）により当該実施主体のホー

ムページに掲載し、掲載が終了した時点において子ども家庭局総務課少子化総合

対策室へ報告しなければならない。 
 （５）実施主体は、本補助事業に係る収入及び支出について、当該実施主体の監事に

よる監査を必ず受け、適正な収支となっていることを証する監査結果の報告書を

実績報告書とともに子ども家庭局総務課少子化総合対策室に提出しなければなら

ない。 
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 （６）実施主体は、企画評価委員会が行う書面、ヒアリング又は訪問による調査を積

極的に受諾しなければならない。 
 
６ 事業の名称 
  国庫補助事業の交付事務等の円滑化を図る観点から、事業の採択時に使用した事業

の名称については交付額の確定が終了するまでの間、国に提出する資料について名称

の変更を行ってはならないこととする。 
 
７ 交付要綱４（交付額の算定方法）の対象経費を算定するための額 
  交付要綱４（交付額の算定方法）の表の第３欄に定める対象経費にかかる補助単価

については、予算の範囲内において他の補助事業及び実勢等を勘案して、別に定める

こととする。                                                                                                                             
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【子育て支援課・健全育成推進室・施設調整等
業務室関係】





放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
実
施
要
綱
新
旧
対
照
表
（
案
）

新
旧

別
 
紙

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
実
施
要
綱

１
 
目
的
（
略
）

２
 
事
業
の
種
類

（
略
）

３
 
事
業
の
実
施
方
法

（
略
）

別
 
紙

１
 
目
的

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
実
施
要
綱

近
年
に
お
け
る
女
性
の
就
業
割
合
の
高
ま
り
や
核
家
族
化
の
進
行
な
ど
、
児
童
と

家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
放
課
後
や
週
末
等
に
児
童
が
安
心
し
て

生
活
で
き
る
居
場
所
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
次
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
 
事
業
の
種
類

（
１
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
 

【
別
添
１
】

（
２
）
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業
 

【
別
添
２
】

（
３
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）
 
【
別
添
３
】

（
４
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）

【
別
添
４
】

（
５
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
）

【
別
添
５
】

（
６
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
 

【
別
添
６
】

（
７
）
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業
 

【
別
添
７
】

（
８
）
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
 

【
別
添
８
】

（
９
）
放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
 

【
別
添
９
】

３
 
事
業
の
実
施
方
法

各
事
業
の
実
施
及
び
運
営
は
、
別
添
１
～
別
添
９
の
定
め
に
よ
る
こ
と
。
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新
旧

別
添
１
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
対
象
児
童

（
略
）

４
 
規
模
（
略
）

別
添
１
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条
の
 

３
第
２
項
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第
63
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
保
護

者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
に
対
し
、

授
業
の
終
了
後
等
に
小
学
校
の
余
裕
教
室
、
児
童
館
等
を
利
用
し
て
適
切
な
遊
び
及

び
生
活
の
場
を
与
え
て
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
主

体
的
な
遊
び
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
当
該
児
童
の
自
主
性
、
社
会
性
及
び
創

造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
等
を
図
り
、
そ
の
健
全
な
育
成
を
図
る

も
の
で
あ
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
な
お
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
た
め
に
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
 

が
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
合
は
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
2
7
年
厚
生
労
働
省
令
第
 1
7
号
）
（
以
下
「
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
改
正
省
令
で
定
め
る
事
項
を

市
町
村
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
る
。

３
 
対
象
児
童

対
象
児
童
は
、
法
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
基
準
に
基
づ
き
、
保
護
者
が
労
働
等
 

に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
と
し
、
そ
の
他
に
特
別

支
援
学
校
の
小
学
部
の
児
童
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
以
下
「
放
課
後
児

童
」
と
い
う
。
）

な
お
、
「
保
護
者
が
労
働
等
」
に
は
、
保
護
者
の
疾
病
や
介
護
・
看
護
、
障
害
な

ど
も
対
象
と
な
る
こ
と
。

４
 
規
模
基
準
第
 1
0
 条
第
２
項
に
規
定
す
る
支
援
の
単
位
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
 

業
に
お
け
る
支
援
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
利
用
者
に
対
し

て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数

は
、
お
お
む
ね
 4
0
人
以
下
と
す
る
。

な
お
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
係
る
市
町
村
が
条
例
で

定
め
る
基
準
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
 4
0
人
以
下
と
す
る
児
童
の
数
に
関
す
る
基
準

2
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５
 
職
員
体
制

基
準
第

 1
0
 条
第
１
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
一
の
支
援
の

単
位
ご
と
に
２
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
１
人
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後

児
童
支
援
員
が
行
う
支
援
に
つ
い
て
放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い

う
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
基
準
第
 1
0
 条
第
３
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、「
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成
2
7
年
５
月
2
1
日
付
け
雇
児
発
 0
5
2
1
第
1
9
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
５
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
「
Ⅰ
 
放
課

後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」

に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
市
長
が
行
う
研
修
（
以
下
「
認
定
資
格
研

修
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
も
の
（
平
成
3
2
年
３
月
3
1
日
ま
で
に
修
了
す
る
こ

と
を
予
定
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
補
助
員
に
つ
い
て
は
、
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成
2
7
年
５
月
2
1
日
付
け
雇
児
発
 0
5
2
1
第
1
8
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
別
表
１
に
定
め
る
「
子

育
て
支
援
員
基
本
研
修
」
及
び
別
表
２
－
３
に
定
め
る
「
子
育
て
支
援
員
専
門
研
修

（
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
）
」
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

６
 
開
所
日
数

（
略
）

７
 
開
所
時
間

（
略
）

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
経
過
措
置
等
に
よ
り
、
当
該
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
本
事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
 
職
員
体
制

基
準
第
 1
0
 条
第
１
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
一
の
支
援
の
 

単
位
ご
と
に
２
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
１
人
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後

児
童
支
援
員
が
行
う
支
援
に
つ
い
て
放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い

う
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
基
準
第
 1
0
 条
第
３
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
「
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成
2
7
年
５
月
2
1
日
付
け
雇
児
発
 0
5
2
1
第
1
9
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
５
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
「
Ⅰ
 
放
課

後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」

に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
以
下
「
認
定
資
格
研
修
」
と
い
う
。
）
を

修
了
し
た
も
の
（
平
成
3
2
年
３
月
3
1
日
ま
で
に
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

者
を
含
む
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
補
助
員
に
つ
い
て
は
、
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成
2
7
年
５
月
2
1
日
付
け
雇
児
発
 0
5
2
1
第
1
8
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
の
別
添
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
別
表
１
に
定
め
る
「
子

育
て
支
援
員
基
本
研
修
」
及
び
別
表
２
－
３
に
定
め
る
「
子
育
て
支
援
員
専
門
研
修

（
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
）
」
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

６
 
開
所
日
数

開
所
す
る
日
数
は
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児
童
の
保
護
者
の
就
労
日
数
、
小
学
校

の
授
業
の
休
業
日
そ
の
他
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
年
間
2
5
0
日
以
上
開
所
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
利
用
者
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
実
態
と
し
て
2
5
0
日
開

所
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
特
例
と
し
て
2
0
0
日
以
上
の
開
所
で
も
本
事
業
の

対
象
と
す
る
。

７
 
開
所
時
間

開
所
す
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
 

定
め
る
時
間
以
上
を
原
則
と
し
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児
童
の
保
護
者
の
労
働
時

間
、
小
学
校
の
授
業
の
終
了
の
時
刻
そ
の
他
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
。

（
１
）
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
（
長
期
休
暇
期
間
等
）
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業 １
日
に
つ
き
８
時
間

（
２
）
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
以
外
の
日
（
平
日
）
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
１
日
に
つ
き
３
時
間

3
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８
 
施
設
・
設
備

（
略
）

９
 
運
営
内
容

（
略
）

８
 
施
設
・
設
備

（
１
）
小
学
校
の
余
裕
教
室
や
小
学
校
敷
地
内
の
専
用
施
設
の
活
用
を
図
る
ほ
か
、
児

童
館
、
保
育
所
・
幼
稚
園
等
の
社
会
資
源
や
民
家
・
ア
パ
ー
ト
な
ど
も
活
用
し
て

実
施
す
る
こ
と
。

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
遊
び
及
び
生
活
の
場
と
し
て
の
機
能
並
び
に
静
養
す

る
た
め
の
機
能
を
備
え
た
区
画
（
以
下
「
専
用
区
画
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
ほ

か
、
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
（
活
動
に
必
要
な
遊
具
、
図
書
、

児
童
の
所
持
品
を
収
納
す
る
ロ
ッ
カ
ー
の
ほ
か
、
生
活
の
場
と
し
て
必
要
な
カ
ー

ペ
ッ
ト
、
畳
等
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
専
用
区
画
の
面
積
は
、
児
童
１
人
に
つ
き
お
お
む
ね
 1
.
6
5
 ㎡
以
上
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
係
る
市
町
村
が
条
例
 

で
定
め
る
基
準
に
お
い
て
、
児
童
１
人
に
つ
き
お
お
む
ね
 1
.
6
5
 ㎡
以
上
と
す
る

専
用
区
画
の
面
積
に
関
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
経
過

措
置
等
に
よ
り
、
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
場
合
に
つ

い
て
も
、
本
事
業
の
対
象
と
す
る
。

（
４
）
専
用
区
画
並
び
に
（
２
）
の
設
備
及
び
備
品
等
（
以
下
「
専
用
区
画
等
」
と
い

う
。
）
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
を
開
所
し
て
い
る
時
間
帯
を
通
じ
て

専
ら
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
５
）
専
用
区
画
等
は
、
衛
生
及
び
安
全
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
 
運
営
内
容

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成
 2
7
 年
３
月
 3
1
 日
付
け
雇
児
発
 0
3
3
1
 第

3
4
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
定
め
る
以
下
の
事
項
を
踏
ま
え
、
各
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
応
じ
て
創
意
工
夫
を

図
り
、
質
の
向
上
と
機
能
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

①
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割

②
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
育
成
支
援
の
基
本

③
事
業
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
発
達

④
育
成
支
援
の
内
容

⑤
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
対
応

⑥
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応

⑦
保
護
者
と
の
連
携

⑧
育
成
支
援
に
含
ま
れ
る
職
務
内
容
と
運
営
に
関
わ
る
業
務

⑨
利
用
の
開
始
等
に
関
わ
る
留
意
事
項

⑩
労
働
環
境
整
備

4
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1
0
 
留
意
事
項

（
１
）
法
第
６
条
の
３
第
２
項
に
基
づ
き
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
と
目

的
を
異
に
す
る
公
共
性
に
欠
け
る
事
業
を
実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
事
業

の
対
象
と
な
ら
な
い
。
な
お
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
付
加
す
る
事
業
と

し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
塾
な
ど
、
そ
の
他
特
別
な
活
動
内
容
を
実
施
す
る
こ

と
は
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
別
な
活
動
内
容
に
必
要
な
経
費
に
つ
い

て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
（
略
）

（
３
）
（
略
）

（
４
）
（
略
）

（
５
）
（
略
）

（
６
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
内
容
に
つ
い
て
の
自
己
評
価
、
第
三
者
評

価
に
必
要
な
経
費
は
、
本
事
業
の
対
象
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。

⑪
適
切
な
会
計
管
理
及
び
情
報
公
開

⑫
学
校
と
の
連
携

⑬
保
育
所
、
幼
稚
園
等
と
の
連
携

⑭
地
域
、
関
係
機
関
と
の
連
携

⑮
衛
生
管
理
及
び
安
全
対
策

⑯
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
社
会
的
責
任
と
職
場
倫
理

⑰
要
望
及
び
苦
情
へ
の
対
応

⑱
事
業
内
容
向
上
へ
の
取
り
組
み

1
0
 
留
意
事
項

（
１
）
法
第
６
条
の
３
第
２
項
に
基
づ
き
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
と
目

的
を
異
に
す
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
塾
な
ど
、
そ
の
他
公
共
性
に
欠
け
る
事
業
を

実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
別
添
２
～
別
添
９
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
業
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、

本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
実
施
要
綱
」
（
平
成
2
6
年
４
月
１
日
付
け
雇

児
発
0
4
0
1
第
1
4
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
３
に

規
定
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣
事
業
）
に
つ
い

て
は
、
平
成
 2
6
年
度
限
り
で
廃
止
と
す
る
が
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
で
の
遊
び
の
環
境
づ
く
り
へ
の
支
援
も
視
野
に
入
れ
、
必
要
に
応
じ
て
保
護

者
や
地
域
住
民
が
協
力
し
な
が
ら
活
動
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。

ま
た
、
屋
内
外
と
も
に
児
童
が
過
ご
す
空
間
や
時
間
に
配
慮
し
、
発
達
段
階
に

ふ
さ
わ
し
い
遊
び
と
生
活
の
環
境
を
つ
く
る
こ
と
。
そ
の
際
、
製
作
活
動
や
伝
承

遊
び
、
地
域
の
文
化
に
ふ
れ
る
体
験
、
児
童
の
創
造
性
や
情
操
を
高
め
る
劇
等
の

多
様
な
活
動
や
遊
び
を
工
夫
す
る
こ
と
も
考
慮
す
る
こ
と
。

（
４
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
し
て
い
る
者
が
、
認
定
資
格
研
修
や
資
質

の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
を
受
講
す
る
際
に
必
要
と
な
る
代
替
職
員
の
雇
上

げ
等
経
費
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
主
体
は
、
損
害
賠
償
保
険
に
加
入
し
、
賠

償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す

る
。
ま
た
、
傷
害
保
険
等
に
加
入
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

5
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1
1
 
費
用
（
略
）

1
1
 
費
用

（
１
）
国
は
、
２
～
1
0
 の
要
件
を
満
た
し
た
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す

る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が
1
0
人
未
満
の
支
援
の
単

位
に
つ
い
て
は
、

①
山
間
地
、
漁
業
集
落
、
へ
き
地
、
離
島
で
実
施
し
て
い
る
場
合

②
上
記
の
ほ
か
、
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る

と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
保
護
者
か

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

6
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新
旧

別
添
２
 
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
対
象
事
業

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
事
業

①
（
略
）

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
高
学
年
の
児
童
の
受
入
れ
等
に
よ
る
児
童
の
数
の
増
加
又

は
防
災
、
防
犯
対
策
の
実
施
に
伴
い
、
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
、

民
家
・
ア
パ
ー
ト
な
ど
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品

の
購
入
を
行
う
事
業
。

③
（
略
）

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
事
業

①
（
略
）

別
添
２
 
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
 年
法
律
第
 1
6
4
 号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
 

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
 2
6
 年
厚
生
労
働
省

令
第
6
3
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

実
施
す
る
た
め
、
既
存
の
小
学
校
の
余
裕
教
室
等
の
改
修
や
必
要
な
設
備
の
整
備
な

ど
の
環
境
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
置
促
進
等

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
対
象
事
業

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
設
置
促
進
事
業

①
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
、
民
家
・
ア
パ
ー
ト
な
ど
既
存
施
設
の

改
修
、
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
並
び
に
開
所
準

備
に
必
要
な
経
費
（
礼
金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
を
支
弁
す
る
事
業
。

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
高
学
年
の
児
童
の
受
入
れ
等
に
よ
る
児
童
の
数
の
増
加
又

は
防
災
対
策
の
実
施
に
伴
い
、
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
、
民
家
・

ア
パ
ー
ト
な
ど
既
存
施
設
の
改
修
、
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入

を
行
う
事
業
。

③
①
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、
「
学
校
・
家
庭
・
地
域
連
携
協
力
推
進
事
業

費
補
助
金
実
施
要
領
（
学
校
を
核
と
し
た
地
域
力
強
化
プ
ラ
ン
）
」
（
平
成

2
9
 年
３
月

 3
1
 日
付
け
文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
長
・
初
等
中
等
教
育

局
長
決
定
）
に
基
づ
き
放
課
後
や
週
末
等
に
お
い
て
、
学
校
の
余
裕
教
室
等

を
活
用
し
て
全
て
の
子
供
た
ち
の
安
全
・
安
心
な
活
動
場
所
を
確
保
し
、
学

習
や
様
々
な
体
験
・
交
流
活
動
の
機
会
を
定
期
的
・
継
続
的
に
提
供
す
る
放

課
後
等
の
支
援
活
動
（
以
下
「
放
課
後
子
供
教
室
」
と
い
う
。
）
と
一
体
的

に
実
施
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
小
学
校
の
余
裕
教
室
の
改
修
、
設
備
の
整

備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
改
善
事
業

①
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
並
び
に
開
所

7
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新
旧

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る

場
合
に
お
け
る
設
備
の
更
新
等
又
は
防
災
、
防
犯
対
策
の
実
施
に
必
要
な
設

備
の
整
備
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
１
）
②
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）

③
（
略
）

④
（
略
）

（
３
）
（
略
）

（
４
）
（
略
）

４
 
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
（
略
）

（
２
）
（
略
）

（
３
）
（
略
）

（
４
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
３
の
（
１
）
②
の

事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に
つ
き
、
児
童
の
数
の
増
加
に
よ

る
実
施
、
防
災
対
策
に
よ
る
実
施
、
防
犯
対
策
に
よ
る
実
施
そ
れ
ぞ
れ
１
回
限
り

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
子
ど
も
の
安
全
が
著
し
く
脅
か
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

（
５
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
３
の
（
２
）
②

の
事
業
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法

準
備
に
必
要
な
経
費
（
礼
金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
を
支
弁
す
る
事

業
（
（
１
）
①
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

②
別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
設
備
の
更
新
等
又
は
防
災
対
策
の
実
施
に
必
要
な
設
備
の
整
備

及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
１
）
②
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

③
①
の
事
業
を
実
施
す
る
際
に
、
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的
に
実
施
す
る
場

合
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
１
）

③
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

④
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
幼
稚
園
、
認
定
こ

ど
も
園
等
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
整
備
・
修
繕
及
び
備

品
の
購
入
を
行
う
事
業
（
（
２
）
①
及
び
③
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

（
３
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
障
害
児
受
入
促
進
事
業

別
添
１
に
基
づ
く
既
存
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
 

合
に
お
い
て
、
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
改
修
、
設
備
の
整
備
・
修

繕
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
事
業
。

（
４
）
倉
庫
設
備
整
備
事
業

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
小
学
校
の
余
裕
教
 

室
等
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
、
教
材
等
の
保
管
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

余
裕
教
室
等
に
代
わ
る
保
管
場
所
の
確
保
に
必
要
な
倉
庫
設
備
の
整
備
を
行
う

事
業
。

４
 
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
既
存
建
物
の
破
損

や
老
朽
化
等
に
伴
う
改
修
や
修
繕
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
３
の
（
１
）

①
及
び
３
の
（
２
）
①
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に
つ
き

１
回
限
り
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
別
添
１
に
掲
げ
る
対
象
児
童
（
放
課
後
児
童
）

の
人
数
が
一
定
規
模
以
上
に
な
っ
た
場
合
に
、
一
の
支
援
の
単
位
を
分
け
る
等
の

方
法
に
よ
り
適
正
な
人
数
規
模
へ
の
転
換
を
図
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

（
４
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
３
の
（
１
）
②
の

事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に
つ
き
、
児
童
の
数
の
増
加
に
よ

る
実
施
又
は
防
災
対
策
に
よ
る
実
施
そ
れ
ぞ
れ
１
回
限
り
と
す
る
こ
と
。

（
５
）
既
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
３
の
（
２
）
②
の

事
業
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施

8
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新
旧

律
施
行
令
（
昭
和
3
0
年
政
令
第
2
5
5
号
）
第
1
4
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
（
以
下
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
事
業
を
行
う

場
所
１
か
所
に
つ
き
、
設
備
の
更
新
等
、
防
災
対
策
、
防
犯
対
策
に
よ
る
実
施

そ
れ
ぞ
れ
１
回
限
り
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、

ア
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
設
備
等
の
更

新
を
行
う
場
合

イ
 
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
う
施
設
の
整
備
な
ど
に
よ
り
、
設
備
等
が
不
足

す
る
場
合
の
追
加
的
な
設
備
の
整
備
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
場
合

に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
同
一
の
場
所
に
お
い
て
複
数
回
、
実
施
す
る
こ
と
を

可
能
と
す
る
。

（
６
）
（
略
）

（
７
）
（
略
）

（
８
）
（
略
）

（
９
）
（
略
）

５
 
費
用
（
略
）

行
令
（
昭
和
30
年
政
令
第
25
5号
）
第
14
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
（
以
下
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
」

と
い
う
。
）
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
事
業
を
行
う
場
所
１
か
所
に

つ
き
、
設
備
の
更
新
等
又
は
防
災
対
策
に
よ
る
実
施
そ
れ
ぞ
れ
１
回
限
り
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、

ア
 厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
設
備
等
の
更

新
を
行
う
場
合

イ
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
う
施
設
の
整
備
な
ど
に
よ
り
、
設
備
等
が
不
足

す
る
場
合
の
追
加
的
な
設
備
の
整
備
及
び
備
品
の
購
入
を
行
う
場
合

に
つ
い
て
は
、
事
業
を
行
う
同
一
の
場
所
に
お
い
て
複
数
回
、
実
施
す
る
こ
と
を

可
能
と
す
る
。

（
６
）
３
の
（
１
）
①
及
び
③
、
３
の
（
２
）
①
及
び
③
、
④
及
び
３
の
（
４
）
の
事

業
に
つ
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
年
度
中
又
は
翌

年
度
４
月
１
日
に
事
業
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
７
）
３
の
（
３
）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
る
障
害
児
の
障
害
の
種
類
や
程

度
等
に
よ
っ
て
は
、
事
業
を
行
う
同
一
の
場
所
に
お
い
て
複
数
回
、
実
施
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
。

な
お
、
本
事
業
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
当
該
年
度
中

又
は
翌
年
度
に
障
害
児
の
受
入
れ
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

（
８
）
３
の
（
１
）
③
及
び
３
の
（
２
）
③
及
び
④
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
世
代
育

成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
 1
5
 年
法
律
第
 1
2
0
 号
）
第
８
条
に
基
づ
く
市
町
村

行
動
計
画
（
以
下
「
市
町
村
行
動
計
画
」
と
い
う
。
）
へ
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
一
体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限

る
。

（
９
）
３
の
（
１
）
①
及
び
３
の
（
２
）
①
の
う
ち
、
開
所
準
備
に
必
要
な
経
費
（
礼

金
・
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
）
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
４
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）
の
国
庫
補
助
を
受
け
よ
う
と

す
る
又
は
受
け
た
場
合
は
対
象
と
な
ら
な
い
。

５
 
費
用

国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

9
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新
旧

別
添
３
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
事
業
内
容

（
略
）

４
 
留
意
事
項

（
略
）

別
添
３
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
 年
法
律
第
 1
6
4
 号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
 

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
 2
6
 年
厚
生
労
働
省

令
第
6
3
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
者
に
お
い
て
、
障
害
児
の
受
入
れ
に
必
要
と
な
る
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放

課
後
児
童
支
援
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑
な

実
施
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
を
 

推
進
す
る
た
め
、
以
下
の
（
１
）
～
（
３
）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
障
害
児

を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等

を
配
置
す
る
。

な
お
、
障
害
児
に
つ
い
て
は
、
療
育
手
帳
若
し
く
は
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す

る
児
童
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
所
持
す
る
児
童
又
は
、
手
帳
等
を
所
持
し
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
医
師
、
児
童
相
談
所
、
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等

公
的
機
関
の
意
見
等
に
よ
り
こ
れ
ら
の
児
童
と
同
等
の
障
害
を
有
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
児
童
と
す
る
が
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
。

（
１
）
市
町
村
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
直
接
雇
用
し
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
派
遣
し
て
配
置

（
２
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児

童
支
援
員
等
を
雇
用
し
て
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
と
し
て
支
出

（
３
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
雇
用
し
た
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

つ
い
て
、
市
町
村
が
一
定
期
間
内
に
必
要
な
研
修
を
受
講
さ
せ
た
、
又
は
個
々
の

放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
有
す
る
経
歴
、
資
格
等
か
ら
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

と
市
町
村
が
認
め
た
上
で
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
助
成
（
補
助
）

４
 
留
意
事
項

（
１
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
「
職
員
の
資
質
向

上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
27
年
５
月
21
日
付
け

雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別
添
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新
旧

５
 
費
用
（
略
）

５
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
行
う
放
課
後
児
童
支

援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
を
十
分
に
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
障
害
児
対
応
を
行

う
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
、
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の

習
得
に
努
め
、
障
害
児
の
受
入
れ
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

（
２
）
障
害
児
を
３
人
以
上
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
の
障
害
児
対
応
職
員
及
び
医
療
的

ケ
ア
児
を
受
け
入
れ
る
場
合
の
看
護
師
等
の
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
別
添
７
に
基

づ
く
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
し
、
本
事
業
の
対
象
と
な

ら
な
い
。

５
 
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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新
旧

別
添
４
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
対
象
事
業

（
略
）

４
 
対
象
事
業
の
制
限

（
略
）

別
添
４
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
支
援
事
業
）

１
 
趣
旨 放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
量
的
拡
充
を
図
り
、
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た

め
、
待
機
児
童
が
存
在
し
て
い
る
地
域
等
に
お
い
て
、
学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ
 

ー
ト
等
を
活
用
し
て
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
賃
借
料
の
補
助
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
対
象
事
業

（
１
）
賃
借
料
補
助

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
、
学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア

パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
、
平
成
 
2
7
 
年
度
以
降
に
新
た
に
実
施
し
た
、
又
は
実
施

す
る
場
合
に
必
要
な
賃
借
料
（
開
所
前
月
分
の
賃
借
料
及
び
礼
金
を
含
む
。
）
を

支
弁
す
る
事
業
。

た
だ
し
、
所
有
権
移
転
の
条
項
が
附
さ
れ
て
い
る
賃
貸
借
契
約
（
い
わ
ゆ
る
リ

ー
ス
契
約
）
に
係
る
費
用
は
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
移
転
関
連
費
用
補
助

学
校
敷
地
外
の
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、
よ
り
広
い
実

施
場
所
に
移
転
す
る
こ
と
で
受
入
れ
児
童
数
を
増
や
す
場
合
や
、
防
災
対
策
と
し

て
よ
り
耐
震
性
の
高
い
建
物
に
移
転
す
る
等
の
場
合
に
、
そ
の
移
転
に
係
る
経
費

（
移
転
前
の
実
施
場
所
に
係
る
原
状
回
復
費
を
含
む
。
）
を
支
弁
す
る
事
業
。

（
３
）
土
地
借
料
補
助

学
校
敷
地
外
の
土
地
を
活
用
し
て
、
別
添
１
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
新
た
に
実
施
す
る
際
に
必
要
な
土
地
借
料
を
支
弁
す
る
事
業
。

４
 
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
本
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

ア
当
該
市
町
村
に
お
い
て
待
機
児
童
が
既
に
存
在
し
て
い
る
、
又
は
当
該
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
待
機
児
童
が
発
生
す
る
可
能
性
が

あ
る
状
況
に
あ
る
こ
と

イ
３
の
（
１
）
賃
借
料
補
助
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
7
年
度
以
降
に
新
た
に
実
施

し
た
、
又
は
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
で
あ
る
こ
と
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新
旧

５
 
費
用
（
略
）

ウ
 
市
町
村
行
動
計
画
へ
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
一

体
型
の
目
標
事
業
量
等
の
記
載
が
あ
る
こ
と

（
２
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
３
）
３
の
（
１
）
賃
借
料
補
助
に
つ
い
て
は
、
既
に
民
家
・
ア
パ
ー
ト
等
を
活
用
し

て
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
の
賃
借
料
に
つ
い
て
は
、

本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、
実
施
場
所

を
移
転
し
、
支
援
の
単
位
を
分
け
て
対
応
す
る
た
め
の
賃
借
な
ど
、
新
た
な
受
け

皿
の
確
保
を
図
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
す
る
。

（
４
）
３
の
（
３
）
土
地
借
料
補
助
に
つ
い
て
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
が

市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
特

例
社
団
法
人
、
特
例
財
団
法
人
及
び
そ
の
他
児
童
福
祉
法
第
 3
4
 条
の
８
第
２
項

に
基
づ
き
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
が
認
め
た
法
人
の
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象

と
な
ら
な
い
。
ま
た
、
事
業
実
施
の
初
年
度
に
限
り
本
事
業
の
対
象
と
す
る
。
た

だ
し
、
児
童
の
数
の
増
加
に
伴
い
、
実
施
場
所
を
移
転
し
、
支
援
の
単
位
を
増
や

す
た
め
の
土
地
の
貸
借
な
ど
、
新
た
な
受
け
皿
の
確
保
を
図
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
本
事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
 
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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新
旧

別
添
５
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
）

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
事
業
内
容

（
略
）

４
 
対
象
事
業
の
制
限

（
略
）

５
 
費
用
（
略
）

別
添
５
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
送
迎
支
援
事
業
）

１
 
趣
旨
授
業
終
了
後
に
学
校
敷
地
外
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
移
動
す
る
際
に
、
児
童
の
安
全
・

安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
人
材
の
活
用
等
に
よ
る
送
迎
支
援
を
行
う
こ
と
で
、

市
域
内
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
を
図
り
、
も
っ
て
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
も
の

で
あ
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
、
学
校
敷
地
外
で
実
施
し
て
い

る
場
合
に
、
児
童
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
授
業
終
了
後
の
学
校
か
ら
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
へ
の
移
動
時
や
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
か
ら

の
帰
宅
時
に
、
地
域
に
お
い
て
児
童
の
健
全
育
成
等
に
関
心
を
持
つ
高
齢
者
や
主
婦

等
に
よ
る
児
童
へ
の
付
き
添
い
や
、
バ
ス
等
に
よ
る
送
迎
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４
 
対
象
事
業
の
制
限

（
１
）
他
の
国
庫
補
助
を
受
け
る
場
合
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
２
）
送
迎
を
行
う
た
め
の
バ
ス
等
車
輌
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
燃
料
費
の
み
本

事
業
の
対
象
と
す
る
。

５
 
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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別
添
６
 
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
事
業
の
内
容

（
略
）

４
 
実
施
方
法

（
略
）

別
添
６
 
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
 年
法
律
第
 1
6
4
 号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
 

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
 
2
6
 
年
厚
生
労
働
省

令
第
6
3
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
者
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
処
遇
の
改
善
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
1
8
時
半
を
超
え
て
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
経
費

の
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
質
の
向
上
及
び
保
育

所
と
の
開
所
時
間
の
乖
離
を
縮
小
し
、
児
童
の
安
全
・
安
心
な
居
場
所
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
次
世
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
(
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
)
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
事
業
の
内
容

本
事
業
は
、
以
下
の
（
１
）
及
び
（
２
）
を
対
象
と
す
る
。

な
お
、
一
の
支
援
の
単
位
が
、
同
時
に
両
事
業
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
１
）
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
家
庭
、

学
校
等
と
の
連
絡
及
び
情
報
交
換
等
の
育
成
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
い

ず
れ
か
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
を
配
置
す
る
場
合
に
、
当
該
職
員
の
賃
金
改
善

に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
。

（
２
）
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
い
て
、
（
１
）
の
育
成
支

援
に
加
え
て
４
（
３
）
の
育
成
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
業

務
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
場
合
に
、
そ
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用

を
含
む
当
該
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
追
加
費
用
及
び
常
勤
職
員
以
外
の

当
該
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

事
業
。
な
お
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
常
勤
職
員
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
者
と
雇
用
契
約
を
締
結
し
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所

（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
定
め
る
運
営
規

程
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
開
所
し
て
い
る
日
及
び
時
間
」
に
従
事
し
て
い
る
職
員

（
嘱
託
職
員
等
の
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
と
す
る
。

４
 
実
施
方
法

（
１
）
本
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
別
添
１
の
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３
～
1
0
（
１
）
の
内
容
を
満
た
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

た
だ
し
、

①
開
所
す
る
時
間
は
、
平
日
に
つ
き
、
1
8
 
時
 
3
0
 
分
を
超
え
て
開
所
す
る
又
は

開
所
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
長
期
休
暇
期
間
な
ど
に
つ
い
て
は
、
１
日
８
時

間
以
上
開
所
す
る
又
は
開
所
し
て
い
る
こ
と
。

②
開
所
す
る
日
数
は
、
年
間
 
2
5
0
日
以
上
開
所
す
る
こ
と
。

を
要
件
と
す
る
と
と
も
に
、
平
成
 
2
5
 
年
度
の
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

所
に
従
事
す
る
職
員
の
賃
金
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
に
対
す
る
改
善
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
以
下
の
（
２
）
若
し
く
は
（
３
）
の
内
容
に
よ
り
運
営
す
る
こ
と
。

（
２
）
３
の
（
１
）
の
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に

お
い
て
は
、
以
下
の
育
成
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
職
員

は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成
 
2
7
 
年
３
月
 
3
1
 
日
雇
児
発
 
0
3
3
1
 

第 3
4
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
規
定
す
る
以
下
の
育
成
支
援
の
う

ち
い
ず
れ
か
に
従
事
す
る
こ
と
。

①
子
ど
も
の
生
活
の
連
続
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
来
所
や
帰
宅
の
状
況
、
学

校
施
設
の
利
用
、
災
害
等
が
発
生
し
た
際
の
対
応
の
仕
方
や
緊
急
時
の
連
絡
体

制
な
ど
に
つ
い
て
、
日
常
的
、
定
期
的
な
情
報
交
換
や
情
報
共
有
、
職
員
同
士

の
交
流
等
に
よ
っ
て
学
校
と
の
連
携
を
積
極
的
に
図
る
こ
と
。

②
子
ど
も
の
来
所
や
帰
宅
の
状
況
、
遊
び
や
生
活
の
様
子
に
つ
い
て
、
連
絡

帳
、 迎
え
の
際
、
保
護
者
会
等
の
方
法
を
活
用
し
て
、
日
常
的
に
保
護
者
に
伝
え
、

情
報
を
共
有
し
、
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
努
め
る
と
と
も
に
、
保
護
者
か
ら

相
談
が
あ
る
場
合
に
は
、
気
持
ち
を
受
け
止
め
、
自
己
決
定
を
尊
重
し
て
対
応

す
る
。
ま
た
、
事
故
や
ケ
ガ
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
子
ど
も
の
状
況
等
に
つ

い
て
速
や
か
に
保
護
者
に
連
絡
す
る
こ
と
。

③
市
町
村
と
の
連
携
の
も
と
に
災
害
等
の
発
生
に
備
え
て
具
体
的
な
計
画
及
び

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
必
要
な
施
設
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に

（
少
な
く
と
も
年
２
回
以
上
）
訓
練
を
行
う
な
ど
し
て
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
く
。
ま
た
、
外
部
か
ら
の
不
審
者
等
の
侵
入
防
止
の
た
め
の
措
置

や
訓
練
な
ど
不
測
の
事
態
に
備
え
て
必
要
な
対
応
を
図
る
こ
と
。

④
子
ど
も
や
保
護
者
等
か
ら
の
要
望
や
苦
情
に
対
し
て
、
迅
速
か
つ
適
切
に
、

誠
意
を
持
っ
て
対
応
す
る
た
め
、
要
望
や
苦
情
を
受
け
付
け
る
窓
口
を
設
置

し
、
周
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
連
携
し

て
、
苦
情
解
決
責
任
者
、
苦
情
受
付
担
当
者
、
第
三
者
委
員
の
設
置
や
、
解
決

に
向
け
た
手
順
の
整
理
等
を
行
い
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
子
ど
も
や
保
護
者

等
に
あ
ら
か
じ
め
周
知
す
る
こ
と
。

⑤
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
子

ど
も
の
発
達
や
養
育
環
境
の
状
況
等
を
把
握
し
、
固
有
の
援
助
を
必
要
と
し
て

い
る
場
合
は
、
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
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５
 
対
象
事
業
の
制
限
等

（
略
）

各
自
の
判
断
だ
け
で
対
応
す
る
こ
と
は
避
け
、
運
営
主
体
の
責
任
者
と
協
議
の

上
で
、
市
町
村
又
は
児
童
相
談
所
に
速
や
か
に
通
告
す
る
こ
と
。

（
３
）
３
の
（
２
）
の
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に

お
い
て
は
、
３
の
（
１
）
の
①
～
⑥
に
加
え
て
、
以
下
の
育
成
支
援
を
行
う
と
と

も
に
、
本
事
業
の
対
象
と
な
る
常
勤
職
員
及
び
常
勤
職
員
以
外
の
職
員
は
、
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
に
規
定
す
る
３
の
（
１
）
の
①
～
⑥
又
は
以
下
の
育
成

支
援
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
従
事
す
る
こ
と
。
な
お
、
⑥
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
行
う
場
合
に
従
事
す
る
こ
と
。

①
子
ど
も
の
遊
び
や
生
活
の
環
境
及
び
帰
宅
時
の
安
全
等
に
つ
い
て
地
域
の
協

力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
治
会
・
町
内
会
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
（
主
任

児
童
委
員
）
等
の
地
域
組
織
や
子
ど
も
に
関
わ
る
関
係
機
関
等
と
情
報
交
換
や

情
報
共
有
、
相
互
交
流
を
図
る
こ
と
。

②
地
域
住
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
地
域
の
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
拠
点
で
あ

る
児
童
館
や
そ
の
他
地
域
の
公
共
施
設
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
子
ど
も
の
活
動
と
交
流
の
場
を
広
げ
る
こ
と
。

③
事
故
、
犯
罪
、
災
害
等
か
ら
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
地
域
住
民
と
連
携
、
協

力
し
て
子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
。

④
子
ど
も
の
病
気
や
ケ
ガ
、
事
故
等
に
備
え
て
、
日
常
か
ら
地
域
の
保
健
医
療
機

関
等
と
連
携
を
図
る
こ
と
。

⑤
子
ど
も
の
状
態
や
家
庭
の
状
況
の
把
握
に
よ
り
、
保
護
者
に
不
適
切
な
養
育

等
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
情
報
提
供
を
行

い
、
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
に
参
加
し
、
具
体
的
な
支
援
の
内
容
等
を
関
係
機

関
と
検
討
・
協
議
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

⑥
 
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
放
課
後
子
供
教
室
と
一
体
的
に

又
は
連
携
し
て
実
施
す
る
場
合
は
、
放
課
後
子
供
教
室
の
企
画
内
容
や
準
備
等

に
つ
い
て
、
円
滑
な
協
力
が
で
き
る
よ
う
に
放
課
後
子
供
教
室
と
の
打
合
せ
を

定
期
的
に
行
い
、
学
校
区
ご
と
に
設
置
す
る
協
議
会
に
参
加
す
る
な
ど
関
係
者

間
の
連
携
を
図
る
こ
と
。

５
 
対
象
事
業
の
制
限
等

（
１
）
本
事
業
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
職
員
の
賃
金

改
善
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
に
係
る
事
業
費
を
計
上
す
る
も
の

と
し
て
お
り
、
開
所
時
間
延
長
の
取
り
組
み
に
よ
る
通
常
の
運
営
に
係
る
経
費

（
人
件
費
や
光
熱
水
費
等
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
本
事
業
の
趣
旨
に
鑑
み
、
経
営
に
携
わ
る
法
人
の
役
員
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

ま
た
、
賃
金
改
善
を
実
施
す
る
職
員
の
範
囲
や
賃
金
改
善
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
実
情
に
応
じ
て
各
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
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６
 
費
 
用

（
略
）

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
本
事
業
に
よ
り
、
賃
金
の
額
を
増
加
さ
せ
る
給
与
項
目
以
外
の
項
目
に
お
い
て

賃
金
水
準
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
業
績
等
に
応
じ
て
変
動
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賞
与
等
が
、
当
該

要
因
に
よ
り
変
動
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
４
）
賃
金
増
加
分
に
対
す
る
実
際
の
支
払
い
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
月
ご
と
の
支
払

い
の
ほ
か
一
括
し
て
支
払
う
こ
と
も
可
能
と
し
、
各
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

を
行
う
者
の
実
情
に
応
じ
た
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６
 
費
 
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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新
旧

別
添
７
 
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
事
業
内
容

（
略
）

別
添
７
 
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
 年
法
律
第
 1
6
4
 号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
 

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
 2
6
 年
厚
生
労
働
省

令
第
6
3
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
者
に
お
い
て
、
３
人
以
上
の
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
、
障
害
児
の
受
入

れ
に
必
要
と
な
る
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
複
数
配
置

す
る
と
と
も
に
、
医
療
的
ケ
ア
児
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
看
護
師
、
准
看
護
師
、
保

健
師
又
は
助
産
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
の
配
置
等
を
行
う
こ
と
で
、

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
事
業
内
容

（
１
）
３
人
以
上
の
障
害
児
の
受
け
入
れ
を
行
う
場
合

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
を
 

推
進
す
る
た
め
、
３
人
以
上
の
障
害
児
（
（
２
）
に
よ
る
看
護
師
等
の
配
置
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
医
療
的
ケ
ア
児
を
除
く
。
）
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
に
、
別
添
３
に

基
づ
く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）
に
よ
る
放
課
後

児
童
支
援
員
等
の
配
置
に
加
え
て
、
以
下
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、

障
害
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支

援
員
等
を
１
名
以
上
配
置
す
る
。

な
お
、
障
害
児
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
別
添
３
と
同
様
と
す
る
。

①
市
町
村
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
直
接
雇
用
し
、
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
派
遣
し
て
配
置

②
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
放
課
後
児

童
支
援
員
等
を
雇
用
し
て
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
と
し
て
支
出

③
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
雇
用
し
た
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

つ
い
て
、
市
町
村
が
一
定
期
間
内
に
必
要
な
研
修
を
受
講
さ
せ
た
、
又
は
個
々
の

放
課
後
児
童
支
援
員
等
が
有
す
る
経
歴
、
資
格
等
か
ら
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る

と
市
町
村
が
認
め
た
上
で
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
助
成
（
補
助
）

（
２
）
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
け
入
れ
を
行
う
場
合

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
障
害
児
の
受
入
れ
を
 

推
進
す
る
た
め
、
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
入
れ
を
行
う
場
合
に
、
以
下
の
①
～
④
の
い
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新
旧

４
 
留
意
事
項

（
略
）

５
 
費
用
（
略
）

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
医
療
的
ケ
ア
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
看
護
師
等

を
配
置
す
る
。

な
お
、
医
療
的
ケ
ア
児
と
は
、
児
童
福
祉
法
第
 5
6
 条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る

「
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
る
障
害
児
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
医

療
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
障
害
児
」
を
い
う
。

①
市
町
村
が
看
護
職
員
を
直
接
雇
用
し
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
派
遣
し

て
配
置

②
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
看
護
職
員
を
雇
用
し
て
配
置
し
、
当
該

費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
と
し
て
支
出

③
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
雇
用
し
た
看
護
職
員
に
つ
い
て
、
配
置

し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
助
成
（
補
助
）

④
医
療
機
関
等
に
お
い
て
雇
い
上
げ
た
看
護
師
等
を
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

所
に
派
遣
し
て
配
置
し
、
当
該
費
用
を
市
町
村
が
委
託
費
等
と
し
て
支
出

ま
た
、
職
員
が
た
ん
吸
引
等
を
実
施
す
る
た
め
の
研
修
を
受
講
す
る
た
め
の
代
替
 

職
員
の
配
置
等
、
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
入
れ
に
必
要
な
経
費
も
補
助
対
象
と
す
る
。

４
 
留
意
事
項

（
１
）
別
添
３
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業
（
障
害
児
受
入
推
進
事
業
）

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
３
の
（
２
）
の
事
業
の
み
を
行
う
場
合

を
除
く
。

（
２
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
「
職
員
の
資
質
向

上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
27
年
５
月
21
日
付
け

雇
児
発
0
5
21
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別
添

５
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
に
よ
り
行
う
放
課
後
児
童
支

援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
を
十
分
に
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
障
害
児
対
応
を
行

う
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
、
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の

習
得
に
努
め
、
障
害
児
の
受
入
れ
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

５
 
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か

ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。

20

－64－



新
旧

別
添
８
 
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

１
 
趣
旨
（
略
）

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
事
業
内
容

（
略
）

４
 
実
施
方
法

（
略
）

５
 
留
意
事
項

（
略
）

６
 
費
用
（
略
）

別
添
８
 
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
 年
法
律
第
 1
6
4
 号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
 

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
 
2
6
 
年
厚
生
労
働
省

令
第
6
3
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
の

支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が
 
1
9
 
人
以
下
の
小
規
模
な
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
所
に
複
数
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
一
の
支
援

の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が
、
1
9
人
以
下
の
小
規
模
な
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
所
に
放
課
後
児
童
支
援
員
等
を
複
数
配
置
す
る
。

４
 
実
施
方
法

本
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
別
添
１
の
３

～
1
0（
１
）
及
び
1
1（
１
）
の
内
容
を
満
た
す
こ
と
を
基
本
と
し
、
一
の
支
援
の
単

位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
は
1
9
人
以
下
を
要
件
と
す
る
。

５
 
留
意
事
項

（
１
）
本
事
業
は
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
が
 1
9
 人
以
下
の
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
お
け
る
２
人
目
以
降
の
放
課
後
児
童
支
援
員
等
に

係
る
人
件
費
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
運
営
に
係
る
経
費
（
１
人

目
の
人
件
費
や
光
熱
水
費
等
）
に
つ
い
て
は
、
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
別
添
２
～
別
添
７
及
び
別
添
９
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
業
に
必
要
な
経
費
に

つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

６
 
費
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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新
旧

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
保
護
者
か

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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新
旧

別
添
９
 
放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
 年
法
律
第
 1
6
4
 号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
 

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
 2
6
 年
厚
生
労
働
省

令
第
6
3
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
者
に
対
し
て
放
課
後
児
童
支
援
員
（
平
成
3
2
年
3
月
3
1
日
ま
で
に
都
道
府
県

知
事
又
は
指
定
都
市
市
長
が
行
う
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
者
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

経
験
等
に
応
じ
た
放
課
後
児
童
支
援
員
の
処
遇
の
改
善
を
促
進
し
、
も
っ
て
児
童
の

安
全
・
安
心
な
居
場
所
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
次
世
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育

成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
 
実
施
主
体

（
略
）

３
 
事
業
内
容

（
略
）

４
 
実
施
方
法

（
略
）

別
添
９
 
放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業

１
 
趣
旨
児
童
福
祉
法
（
昭
和
 2
2
 年
法
律
第
 1
6
4
 号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
及
び
放
課
後
 

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
 
2
6
 
年
厚
生
労
働
省

令
第
6
3
号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
者
に
対
し
て
放
課
後
児
童
支
援
員
（
平
成
3
2
年
3
月
3
1
日
ま
で
に
都
道
府
県

知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
賃
金
改
善
に
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
経
験
等
に
応
じ
た
放
課

後
児
童
支
援
員
の
処
遇
の
改
善
を
促
進
し
、
も
っ
て
児
童
の
安
全
・
安
心
な
居
場
所

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
次
世
代
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

２
 
実
施
主
体

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
(
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
)
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
町
村
が
適
切
と
認
め
た
者
に
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

３
 
事
業
内
容

別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
が
、
放
課
後
児
童
支
援
 

員
に
対
し
、
経
験
年
数
や
研
修
実
績
等
に
応
じ
た
段
階
的
な
賃
金
改
善
の
仕
組
を
設

け
る
こ
と
を
目
指
す
又
は
設
け
て
い
る
場
合
に
、
以
下
の
①
～
③
の
段
階
に
応
じ
た

賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

①
放
課
後
児
童
支
援
員

②
経
験
年
数
が
概
ね
５
年
以
上
の
放
課
後
児
童
支
援
員
で
、
以
下
の
研
修
を
受
講
し

た
者
・
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
実
施
す
る
「
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修

事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
 2
7
年
５
月
2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚

生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別
添
５
「
放
課
後
児
童
支
援

員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
「
Ⅱ
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
事
業
」

に
基
づ
く
研
修
又
は
同
程
度
の
研
修
で
、
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
研
修

③
経
験
年
数
が
概
ね
 1
0
 年
以
上
の
放
課
後
児
童
支
援
員
で
、
上
記
②
の
研
修
を
受

講
し
た
事
業
所
長
的
立
場
に
あ
る
者

４
 
実
施
方
法

（
１
）
本
事
業
の
対
象
と
な
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
別
添
１
の

３
～
1
0
（
１
）
の
内
容
を
満
た
す
こ
と
。

（
２
）
平
成
 2
8
 年
度
の
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
従
事
す
る
放
課
後
児
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５
 
対
象
事
業
の
制
限
等

（
略
）

童
支
援
員
の
賃
金
に
対
す
る
改
善
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
３
）
３
の
①
～
③
の
要
件
に
該
当
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
の
賃
金
改
善
の
全
部
又

は
一
部
が
、
基
本
給
（
月
給
等
や
決
ま
っ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
）
に
よ
り
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
４
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
は
、
経
験
年
数
等
に
応
じ
た
定
期
昇
級

等
の
仕
組
み
の
導
入
に
努
め
る
こ
と
。

（
５
）
現
在
勤
務
し
て
い
る
放
課
後
健
全
育
成
事
業
所
の
勤
続
年
数
に
加
え
、
以
下
の

施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
経
験
年
数
を
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
７
条
第
４
項
に
定
め
る
教
育
・
保
育
施
設
及
び
同
条

第
５
項
に
定
め
る
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
に
お
け
る
勤
続
年
数

②
学
校
教
育
法
第
１
条
に
定
め
る
学
校
及
び
同
法
第
 
1
2
4
 
条
に
定
め
る
専
修
学
校

に
お
け
る
勤
続
年
数

③
社
会
福
祉
法
第
２
条
に
定
め
る
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る

勤
続
年
数

④
児
童
福
祉
法
第
 1
2
条
の
４
に
定
め
る
施
設
に
お
け
る
勤
続
年
数

⑤
認
可
外
保
育
施
設
（
児
童
福
祉
法
第
 5
9
 条
第
１
項
に
定
め
る
認
可
外
保
育
施
設

の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
単
独
保
育
施
策
に
よ
る
施
設
、
認
可
外
保
育

施
設
指
導
監
督
基
準
を
満
た
す
旨
の
証
明
書
の
交
付
さ
れ
た
施
設
及
び
幼
稚
園

に
併
設
さ
れ
た
施
設
）
に
お
け
る
勤
続
年
数
及
び
教
育
・
保
育
施
設
又
は
地
域
型

保
育
事
業
に
移
行
し
た
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る
移
行
前
の
認
可
外
保
育
施
設
と

し
て
運
営
し
て
い
た
期
間
の
勤
続
年
数

⑥
医
療
法
に
定
め
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
助
産
所
に
お
け
る

勤
続
年
数
（
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
に
限
る
。
）

⑦
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
類
似
す
る
事
業
を
行
う
施
設
・
事
業
所
に
お
け
る

勤
続
年
数

（
６
）
経
験
年
数
の
期
間
に
係
る
要
件
は
、
各
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
の
職
員

構
成
・
状
況
を
踏
ま
え
、
市
町
村
の
判
断
で
柔
軟
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

（
７
）
経
験
年
数
の
期
間
は
、
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
算
定
す
る
こ
と

を
基
本
と
す
る
。

５
 
対
象
事
業
の
制
限
等

（
１
）
本
事
業
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
に
お
い
て
、
職
員
の
賃
金

改
善
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
に
係
る
事
業
費
を
計
上
す
る
も
の

と
し
て
お
り
、
通
常
の
運
営
に
係
る
経
費
（
人
件
費
や
光
熱
水
費
等
）
に
つ
い
て

は
、
別
添
１
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
本
事
業
に
よ
り
賃
金
の
額
を
増
加
さ
せ
る
給
与
項
目
以
外
の
項
目
に
お
い
て
賃

金
水
準
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
業
績
等
に
応
じ
て
変
動
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賞
与
等
が
、
当
該

要
因
に
よ
り
変
動
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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６
 
費
 
用

（
略
）

な
お
、
こ
れ
ら
の
賃
金
の
額
の
変
動
等
を
確
認
で
き
る
書
類
を
整
理
し
て
お
く

こ
と
。

（
３
）
放
課
後
児
童
支
援
員
１
人
あ
た
り
の
補
助
対
象
経
費
は
、
別
に
定
め
る
放
課
後

児
童
支
援
員
１
人
あ
た
り
の
国
庫
補
助
基
準
額
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
本
事
業
の
対
象
は
、
原
則
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
す
る
が
、
放
課
後
 

児
童
支
援
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
も
経
験
年
数
や
研
修
実
績
等
に
応
じ
た
段

階
的
な
賃
金
改
善
の
仕
組
を
設
け
る
こ
と
を
目
指
す
又
は
設
け
て
い
る
場
合
に

は
、
別
に
定
め
る
放
課
後
児
童
支
援
員
 1
人
あ
た
り
の
国
庫
補
助
基
準
額
に
対
象

人
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
合
計
額
の
範
囲
内
で
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
４
）
本
事
業
の
趣
旨
に
鑑
み
、
経
営
に
携
わ
る
法
人
の
役
員
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
５
）
別
添
６
の
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
」
に
基
づ
き
実
施
さ
れ

る
事
業
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

（
６
）
事
業
所
長
的
立
場
に
あ
る
者
は
一
の
支
援
の
単
位
に
つ
き
、
原
則
１
名
ま
で
と

す
る
。

６
 
費
 
用

（
１
）
国
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
又
は
助
成
す
る
事
業
に
対
し
て
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
市
町
村
等
は
、
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
、
保
護

者
か
ら
徴
収
し
た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（案） 

子 発 ※ ※ ※ ※ 第 ※ 号

平成３１年※月※日 

都道府県知事

各 指定都市市長 殿 

中核市市 長

厚生労働省子ども家庭局長 

（公 印 省 略） 

放課後児童対策支援事業の実施について 

近年における女性の就業割合の高まりや核家族化の進行など、児童と家庭を 

取り巻く環境の変化を踏まえ、地域の実情に応じて、放課後や週末等に児童が安

心して過ごせる居場所を確保し、もって次代を担う児童の健全な育成を支援す

ることを目的とし、放課後児童対策支援事業を次により実施し、平成 31 年４月

１日から適用することとしたので通知する。 

ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお願いするとともに、

本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。 

記 

第１ 事業の種類 

１ 放課後居場所緊急対策事業

２ 小規模多機能・放課後児童支援事業

第２ 事業の実施 

各事業の実施に当たっては、次によること。

資料２
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１ 放課後居場所緊急対策事業実施要綱（別紙１）

２ 小規模多機能・放課後児童支援事業実施要綱（別紙２）
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別添１ 放課後居場所緊急対策事業 

１ 趣旨 

放課後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、児童

館、公民館等の既存の社会資源を活用することにより、放課後に子どもの安

全・安心な居場所を提供するものである。 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は、市町村（特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。）

とする。 

ただし、市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。

３ 事業内容 

放課後児童クラブの利用申込みをしたにもかかわらず利用できない、主と 

して４年生以上の高学年児童の受け皿や多様な居場所を確保するため、放課

後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、児童館、公

民館等に専門スタッフを配置し、入退館の把握や見守り等を行い、放課後の

子どもの居場所を提供する事業を実施する。 

４ 対象児童等 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童や特別 

支援学校の小学部の児童であり、放課後児童クラブを利用できない小学校４

年生以上を主な対象とする。 

また、利用児童数については、事業を実施する施設の規模や職員体制、利用状

況等を踏まえ、児童が安全に過ごすことができる人数を勘案して設定するも

のとする。 

５ 職員体制等 

市町村が適切と認めた者を１人以上配置すること。なお、事業の実施に際 

しては、既存施設に従事する職員等と密接に連携し、その協力体制のもとで

行うものとする。 

６ 開所日数等 

開所する日数等は、原則として週３日以上、かつ１日２時間以上とし、そ 

の地域における社会資源の状況や、児童の保護者の就労日数・時間、小学校

の授業の終了時刻・休業日その他の状況等や利用者ニーズ等を考慮して設定
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することとする。 

７ 実施場所等 

児童館、公民館、塾・スポーツクラブなどの既存の社会資源を活用して実施 

すること。また、児童が安全かつ安心して過ごすための活動スペースを備える

ほか、支援の提供に必要な設備及び備品等（活動に必要な遊具、図書、児童の

所持品を収納するロッカー等）を備えるものとする。 

８ 留意事項 

（１）事業の実施に際しては、学校、家庭と連絡体制を構築し、子どもの状況・

居場所等について必要に応じて情報共有を行うとともに、小学校の下校後、

直接事業実施施設を利用できるよう小学校との協力体制を構築すること。 

また、入退館時間や送迎等にも十分注意を払い、事業実施施設と学校間、

自宅間の往来に係る子どもの安全確保について留意すること。 

（２）子どもが過ごす空間や時間に配慮し、発達段階にふさわしい遊びと生活

の環境をつくるとともに、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、子ど

もが過ごす場所として事業の質の向上に努めること。 

（３）本事業の運営主体は、損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行うこと。また、傷害保険等に加入するも

のとする。 

９ 対象事業の制限 

（１）本事業の対象は、放課後児童クラブの待機児童が１０人以上生じている

市町村（又は生じる見込みのある市町村）とする。 

（２）塾・スポーツクラブなどの習い事をして子どもが過ごす時間帯は、本

事業の補助対象とならない。 

（３）小学校の敷地内で実施する場合は本事業の対象とならない。 

（４）他の国庫補助を受ける場合は本事業の対象とならない。 

10 費用 

（１）国は、市町村が実施する事業又は助成する事業に対して、別に定めると

ころにより補助するものとする。 

（２）市町村等は、本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴

収することができるものとする。 
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別添２ 小規模多機能・放課後児童支援事業 

１ 趣旨 

中山間地域等の児童が少ない地域において、地域の実情に応じ、子どもの 

安全・安心な居場所の確保を図るため小規模の放課後児童の預かり事業に地

域子ども・子育て会議において認められた事業などを組み合わせた多機能の

放課後児童支援を実施するものである。 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は、市町村（特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。）

とする。 

ただし、市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。

３ 事業内容等 

（１）小規模な放課後児童の預かり事業（以下「預かり事業」という。）の実

施を必須とし、一体的に実施する事業・施設として、保育所、一時預かり

事業、地域子育て支援拠点事業など地域子ども・子育て会議において審議

され適当と認められた事業・施設（以下「一体的に実施する事業・施設」

という）を１つ以上実施すること。なお、預かり事業及び一体的に実施す

る事業・施設は、同一施設内で実施し、両事業は連携・協力関係のもとに

利用児童の安全を確保できる体制を構築し、利用児童の相互交流、職員の

共同研修、子育て支援に関する情報交換などを実施すること。また、一体

的に実施する事業・施設に、人員配置などの最低基準がある場合には、そ

れぞれの事業・施設の設備運営基準を満たした上で、人員配置などの最低

基準を超えた体制により、預かり事業に協力できる場合であって、当該事

業・施設の運営に支障が出ない限りにおいて一体的に実施する事業・施設

とすることができる。 

（２）預かり事業と市町村が独自に実施する子育て支援事業（子育て親子の交

流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談、援助の実施、地域の

子育て関連情報の提供を行う）及び子育ての負担軽減等を図るために市町

村が独自に実施する乳幼児の預かり事業（以下「独自事業」という）を一

体的に実施し、地域の子育て支援の展開を図ること。なお、預かり事業及

び独自事業は、同一施設内で実施し、両事業は連携・協力関係のもとに利

用児童の安全を確保できる体制を構築し、利用児童の相互交流、職員の共

同研修、子育て支援に関する情報交換などを実施すること。 

４ 対象児童及び職員体制 

預かり事業の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校 

に就学している児童や特別支援学校の小学部の児童であり、おおむね１０人

未満とする。 
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３（１）の事業を実施するにあたっては、預かり事業の職員は、市町村が

適切と認めた者（預かり事業の職員は放課後児童支援員が望ましいこと）を

１人以上配置し、一体的に実施する事業・施設の職員と密接に連携し、その

協力体制のもとで行うこと。 

３（２）の事業を実施するにあたっては、預かり事業及び独自事業の職員

は、市町村が適切と認めた者（預かり事業の職員は放課後児童支援員が望ま

しいこと）を合計２人以上配置し、当該事業に従事する職員は密接に連携

し、その協力体制のもとで行うこと。 

５ 開所日数及び開所時間 

預かり事業を開所する日数等は、原則として週３日以上、かつ１日３時間 

以上とし、 その地域における社会資源の状況や、児童の保護者の就労日数・

時間、小学校の授業の終了時刻・休業日その他の状況等や利用者ニーズ等を

考慮して設定することとする。 

６ 実施場所及び設備等 

実施場所は、児童福祉施設などや空き店舗、公営住宅等の空きスペース等、 

既存施設の活用により実施することとし、職員の連携・児童の相互交流が図ら

れるよう、同一施設内での実施を原則とする。また、預かり事業においては、

児童が安全かつ安心して過ごすための活動スペースを備えるほか、支援の提

供に必要な設備及び備品等（活動に必要な遊具、図書、児童の所持品を収納す

るロッカー等）を備えるものとする。 

７ 留意事項等 

（１）地域子ども・子育て会議において、本事業の必要性が評価された場合

に限り実施できるものとする。また、利用児童の安全性や衛生的な環境

を確保するための方策を市町村で検討し、事業の実施にあたっては、市

町村と連携すること。 

（２）預かり事業について、子どもが過ごす空間や時間に配慮し、発達段階に

ふさわしい遊びと生活の環境をつくるとともに、それぞれの実態に応じて

創意工夫を図り、子どもが過ごす場所として事業の質の向上に努めること。 

（３）本事業の運営主体は、損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行うこと。また、傷害保険等に加入するも

のとする。 

（４）他の国庫補助を受ける場合は本事業の対象とならない。 

８ 費用 

（１）国は、市町村が実施する事業又は助成する事業に対して、別に定めると
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ころにより補助するものとする。 

（２）市町村等は、本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴

収することができるものとする。 
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子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
実
施
要
綱
新
旧
対
照
表
 

改
 

 
正
 
 
後
 

現
 

 
行
 

別
紙
 

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

実
施
要
綱
 

１
 
事
業
の
目
的
 

(
略
)
 

２
 
実
施
主
体
 

(
略
)
 

３
 
事
業
の
内
容
及
び
実
施
方
法
 

（
１
）
基
本
事
業
 

①
 
事
業
内
容
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
地
域
に
お
い
て
子
ど
も
の
預

別
紙
 

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
実
施
要

綱
 

１
 
事
業
の
目
的
 

乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
 

と
し
て
、
児
童
の
預
か
り
の
援
助
を
受
け
た
い
者
と
当
該
援
助
を
行
い
た
い
者
と
の

相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
育
児

の
相
互
援
助
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・
夜

間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り
や
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
支
援
な
ど
多
様
な
ニ
ー
ズ
へ
の

対
応
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

２
 
実
施
主
体
 

実
施
主
体
は
、
市
町
村
(特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)と

す
る
。
な
お
、
市
町
村
が
認
め
た
者
へ
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
事
業
の
内
容
及
び
実
施
方
法
 

（
１
）
基
本
事
業
 

①
 
事
業
内
容
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
地
域
に
お
い
て
子
ど
も
の
預
か
り

資料３
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か
り
の
援
助
を
行
い
た
い
者
と
援
助
を
受
け
た
い
者
か
ら
な
る
会
員
組

織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
立
し
て
以
下
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す

る
。
た
だ
し
、
以
下
の
う
ち
ア
～
ウ
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
事
業
の
実
施

を
必
須
と
し
、
さ
ら
に
、
会
員
数
に
つ
い
て
は
、
２
０
人
以
上
と
す
る
。

(
略
)
 

②
 
相
互
援
助
活
動
の
内
容
 

(
略
)

の
援
助
を
行
い
た
い
者
と
援
助
を
受
け
た
い
者
か
ら
な
る
会
員
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
を
設
立
し
て
以
下
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
以
下

の
う
ち
ア
～
ウ
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
事
業
の
実
施
を
必
須
と
し
、
さ
ら
に
、

会
員
数
に
つ
い
て
は
、
５
０
人
以
上
と
す
る
。
 

ア
 
会
員
の
募
集
、
登
録
そ
の
他
の
会
員
組
織
業
務
 

イ
 
相
互
援
助
活
動
の
調
整
・
把
握
等
（
事
業
に
お
い
て
事
故
が
発
生
し
た

場
合
に
、
円
滑
な
解
決
に
向
け
、
会
員
間
の
連
絡
等
を
行
う
こ
と
を
含

む
。
）
 

ウ
 
会
員
に
対
し
て
相
互
援
助
に
必
要
な
知
識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開

催
 

エ
 
会
員
の
交
流
を
深
め
、
情
報
交
換
の
場
を
提
供
す
る
た
め
の
交
流
会
の

開
催
 

オ
 
子
育
て
支
援
関
連
施
設
・
事
業
（
保
育
所
、
児
童
館
、
乳
児
院
、
地
域

子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業
等
）

と
の
連
絡
調
整
 

②
 
相
互
援
助
活
動
の
内
容
 

相
互
援
助
活
動
の
内
容
は
、
以
下
に
掲
げ
る
ア
～
カ
等
の
子
ど
も
の
預
か
り

の
活
動
と
す
る
。

 

ア
 
保
育
施
設
の
保
育
開
始
前
や
保
育
終
了
後
の
子
ど
も
の
預
か
り
 

イ
 
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎
 

ウ
 
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
終
了
後
の
子
ど
も
の
預
か
り
 

エ
 
学
校
の
放
課
後
の
子
ど
も
の
預
か
り
 

オ
 
冠
婚
葬
祭
や
他
の
子
ど
も
の
学
校
行
事
の
際
の
子
ど
も
の
預
か
り
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③
 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
 

(
略
)

④
 
実
施
方
法
 

ア
～
オ
 

(
略
)
 

カ
 
買
い
物
等
外
出
の
際
の
子
ど
も
の
預
か
り
 

③
 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
 

ア
 
本
部
の
設
置
に
つ
い
て
 

各
市
町
村
に
１
か
所
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

イ
 
支
部
の
設
置
に
つ
い
て
 

政
令
指
定
都
市
に
つ
い
て
は
区
ご
と
に
１
か
所
、
本
部
の
ほ
か
に
支
部

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

④
 
実
施
方
法
 

ア
 
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
配
置
に
つ
い
て
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
相
互
援
 

助
活
動
の
調
整
等
の
事
務
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
配
置
す
る

こ
と
。
 

ま
た
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
事
業
規
模
に
応
じ
て
、

会
員
の
中
か
ら
サ
ブ
・
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

イ
 
会
則
の
制
定
 

市
町
村
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
援
助
事
業
の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
規

定
し
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
会
則
を
制
定
す
る
こ
と
。

ウ
 
会
員
の
登
録
 

会
員
の
登
録
に
関
し
て
は
、
１
年
ご
と
に
更
新
・
整
理
す
る
こ
と
。
 

エ
 
会
員
間
で
行
う
相
互
援
助
活
動
 

会
員
間
で
行
う
相
互
援
助
活
動
は
、
子
ど
も
の
預
か
り
の
援
助
を
行
い

た
い
者
と
援
助
を
受
け
た
い
者
と
の
請
負
又
は
準
委
任
契
約
に
基
づ
く
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カ
 
子
ど
も
の
預
か
り
の
場
所
 

子
ど
も
を
預
か
る
場
所
は
、
会
員
の
自
宅
、
児
童
館
や
地
域
子
 

育
て
支
援
拠
点
等
の
施
設
、
そ
の
他
子
ど
も
の
安
全
が
確
保
で
き

る
場
所
と
し
、
両
会
員
間
の
合
意
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
が
借
り
上
げ
た

施
設
に
お
け
る
預
か
り
も
可
能
と
す
る
が
、
当
該
施
設
の
賃
借
料

や
備
品
購
入
等
に
係
る
経
費
は
、
補
助
の
対
象
と
し
な
い
。
 

ま
た
、
子
ど
も
の
事
故
を
防
ぐ
上
で
の
対
応
が
十
分
で
な
い
点

を
明
ら
か
に
し
、
提
供
会
員
が
日
頃
か
ら
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

を
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
形
式
で
ま
と
め
た
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
こ
れ

を
活
用
し
て
、
預
か
り
場
所
の
定
期
的
な
安
全
点
検
を
行
う
こ

と
。
 

キ
～
ク
（
略
）

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

オ
 
保
険
の
加
入
 

会
員
が
行
う
相
互
援
助
活
動
中
の
子
ど
も
の
事
故
に
備
え
、
補
償
保
険

に
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。
 

カ
 
子
ど
も
の
預
か
り
の
場
所
 

子
ど
も
を
預
か
る
場
所
は
、
会
員
の
自
宅
、
児
童
館
や
地
域
子
育
て
支
 

援
拠
点
等
の
施
設
、
そ
の
他
子
ど
も
の
安
全
が
確
保
で
き
る
場
所
と
し
、

両
会
員
間
の
合
意
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
が
借
り
上
げ
た
施
設
に

お
け
る
預
か
り
も
可
能
と
す
る
が
、
当
該
施
設
の
賃
借
料
や
備
品
購
入
等

に
係
る
経
費
は
、
補
助
の
対
象
と
し
な
い
。
 

キ
 
預
か
る
子
ど
も
の
人
数
 

相
互
援
助
活
動
の
実
施
に
当
た
り
、
一
度
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
子
 

ど
も
の
人
数
は
援
助
を
行
う
会
員
１
人
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
１
人
と
す

る
。
な
お
、
や
む
を
得
ず
複
数
の
子
ど
も
を
預
か
る
場
合
に
は
、
援
助
を

行
う
会
員
の
経
験
や
子
ど
も
の
年
齢
等
を
考
慮
し
、
安
全
面
に
十
分
配
慮

す
る
こ
と
。
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ケ
 
援
助
を
行
う
会
員
へ
の
講
習
の
実
施
 

預
か
り
中
の
子
ど
も
の
安
全
対
策
等
の
た
め
、
参
考
と
し
て
 

以
下
に
示
す
項
目
、
時
間
を
概
ね
満
た
し
た
講
習
を
実
施
し
、

こ
れ
を
修
了
し
た
会
員
が
活
動
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。（
な

お
、
以
下
に
示
す
内
容
、
時
間
を
満
た
し
た
講
習
を
全
て
実
施

し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

の
使
用
方
法
や
心
肺
蘇
生
等
の
実
習
を
含
ん
だ
緊
急
救
命
講
習

及
び
事
故
防
止
に
関
す
る
講
習
（
安
全
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活

用
や
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
検
証
等
）
に
つ
い
て
は
、
援
助

を
行
う
会
員
全
員
に
対
し
て
必
ず
実
施
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

他
の
研
修
等
で
同
内
容
を
受
講
済
み
の
者
で
、
市
町
村
が
適
当

と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
 

ま
た
、
前
述
の
子
育
て
支
援
員
研
修
の
う
ち
基
本
研
修
に
加

え
、
地
域
保
育
研
修
を
既
に
修
了
し
て
い
る
者
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
専
門
研
修
の
み
未
修
了
）
に
つ
い
て
は
、

参
考
と
し
て
以
下
に
示
す
項
目
の
内
、
「
９
事
業
を
円
滑
に
進

め
る
た
め
に
」
の
み
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
講
習

を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。
 

ク
 
援
助
活
動
に
対
す
る
報
酬

援
助
活
動
に
対
す
る
報
酬
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
会
員
間
で
決
定
す
る
 

も
の
で
あ
る
が
、
報
酬
の
目
安
と
し
て
制
度
の
趣
旨
、
地
域
の
実
情
等
を

反
映
し
た
適
正
と
認
め
ら
れ
る
額
を
会
則
等
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
 

ケ
 
援
助
を
行
う
会
員
へ
の
講
習
の
実
施
 

預
か
り
中
の
子
ど
も
の
安
全
対
策
等
の
た
め
、
参
考
と
し
て
以
下
に
示
 

す
項
目
、
時
間
を
概
ね
満
た
し
た
講
習
を
実
施
し
、
こ
れ
を
修
了
し
た
会

員
が
活
動
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
な
お
、
以
下
に
示
す
内
容
、
時

間
を
満
た
し
た
講
習
を
全
て
実
施
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
使
用
方
法
や
心
肺
蘇
生
等
の
実
習
を
含
ん

だ
緊
急
救
命
講
習
に
つ
い
て
は
援
助
を
行
う
会
員
全
員
に
対
し
て
必
ず

実
施
す
る
こ
と
。
）
 

な
お
、
子
育
て
支
援
員
研
修
の
基
本
研
修
、
地
域
保
育
コ
ー
ス
の
共
通

専
門
研
修
及
び
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
専
門
研
修
を

全
て
修
了
し
た
者
も
当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
前
述
の
子
育
て
支
援
員
研
修
の
う
ち
基
本
研
修
に
加
え
、
地
域

保
育
研
修
を
既
に
修
了
し
て
い
る
者
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
専
門
研
修
の
み
未
修
了
）
に
つ
い
て
は
、
参
考
と
し
て
以
下
に
示
す

項
目
の
内
、「
９
事
業
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
」
の
み
を
受
講
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。
 

ま
た
、
援
助
を
行
う
会
員
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
等
の

実
施
に
よ
り
、
活
動
の
質
の
維
持
、
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

－81－



ま
た
、
援
助
を
行
う
会
員
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

研
修
等
の
実
施
に
よ
り
、
活
動
の
質
の
維
持
、
向
上
に
努
め
る

こ
と
。
 

な
お
、
講
習
の
実
施
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の
職
員

の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
援
助
を
行
う
会
員
研

修
事
業
と
し
て
交
付
申
請
す
る
場
合
は
、
補
助
の
対
象
と
し
な

い
。
 

（
参
考
：
講
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
 

（
参
考
：
講
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
 

（
略
）
 

講
座
項
目
 

講
師
 

時
間
（
目
安
）

１
 
保
育
の
心
 

保
育
士
・
保
健
師
 

２
時
間
 

２
 
心
の
発
達
と
そ
の
問
題
 

発
達
心
理
の
専
門
家
 

４
時
間
 

３
 
身
体
の
発
育
と
病
気

 
小
児
科
医
 

２
時
間
 

４
 
小
児
看
護
の
基
礎
知
識
 

看
護
師
・
保
健
師
 

４
時
間
 

５
 
安
全
・
事
故
 

医
師
・
保
健
師
・
保
育
士
 

２
時
間
 

６
 
子
ど
も
の
世
話
 

保
健
師
・
保
育
士
 

２
時
間
 

７
 
子
ど
も
の
遊
び
 

保
育
士
 

２
時
間
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コ
 
複
数
市
町
村
で
の
合
同
実
施
 

市
町
村
単
独
で
は
、
事
業
実
施
要
件
（
①
の
ア
か
ら
ウ
及
び
こ
 

れ
ら
の
事
業
内
容
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
④
の
ア
か
ら
オ
、

会
員
数
２
０
人
以
上
）
が
満
た
せ
な
い
場
合
は
、
近
隣
の
市
町
村

と
合
同
で
事
業
の
全
部
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
実
施
要

件
を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、

本
事
業
の
実
施
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
代
表
す
る
１
市
町
村

に
対
し
て
の
み
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
略
）
 

コ
 
複
数
市
町
村
で
の
合
同
実
施
 

市
町
村
単
独
で
は
、
事
業
実
施
要
件
（
①
の
ア
か
ら
ウ
及
び
こ
れ
ら
の
事

業
内
容
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
④
の
ア
か
ら
オ
、
会
員
数
５
０
人
以

上
）
が
満
た
せ
な
い
場
合
は
、
近
隣
の
市
町
村
と
合
同
で
事
業
の
全
部
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
実
施
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
本
事
業
の
実
施
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
代

表
す
る
１
市
町
村
に
対
し
て
の
み
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
事
業
実
施
要
件
の
う
ち
、
①
の
ウ
を
合
同
に
よ
り
実
施
し
た
方
が

効
率
的
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
近
隣
の
市
町
村
と
①
の
ウ
を
合
同
に
よ
り
実

施
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
 

（
２
）
病
児
・
緊
急
対
応
強
化
事
業
 

①
 
事
業
内
容
 

（
略
）
 

（
２
）
病
児
・
緊
急
対
応
強
化
事
業
 

①
 
事
業
内
容
 

病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・
夜
間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り
、
宿
泊
を

伴
う
預
か
り
等
（
以
下
「
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て

以
下
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
以
下
の
う
ち
ア
～
エ
に
つ
い
て

８
 
子
ど
も
の
栄
養
と
食
生
活
 

栄
養
・
保
育
学
科
栄
養
学
の
専

門
家
、
管
理
栄
養
士
等
 

３
時
間
 

９
 
事
業
を
円
滑
に
進
め
る
 

た
め
に
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
 

３
時
間
 

合
 
計
 

２
４
時
間
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②
 
相
互
援
助
活
動
の
内
容
 

（
略
）

は
、
全
て
の
事
業
の
実
施
を
必
須
と
す
る
。
（
会
員
数
は
問
わ
な
い
。
）
 

な
お
、「
病
児
」
、「
病
後
児
」
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

「
病
児
」
と
は
、
当
面
症
状
の
急
変
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
病
気
の
回
復
期

に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
集
団
保
育
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
保
護
者
が

勤
務
等
の
都
合
に
よ
り
保
育
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
児
童
を
い
う
。
 

「
病
後
児
」
と
は
、
病
気
の
回
復
期
で
あ
り
、
か
つ
、
集
団
保
育
が
困
難
で

あ
り
、
か
つ
、
保
護
者
が
勤
務
等
の
都
合
に
よ
り
保
育
を
行
う
こ
と
が
困
難
な

児
童
を
い
う
。
 

ア
 
会
員
の
募
集
、
登
録
そ
の
他
の
会
員
組
織
業
務
 

イ
 
相
互
援
助
活
動
の
調
整
・
把
握
等
（
事
業
に
お
い
て
事
故
が
発
生
し
た

場
合
に
、
円
滑
な
解
決
に
向
け
、
会
員
間
の
連
絡
等
を
行
う
こ
と
を
含

む
。
）
 

ウ
 
会
員
に
対
し
て
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
等
の
相
互
援
助
に
必
要
な
知

識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開
催
 

エ
 
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
の
整
備
 

オ
 
会
員
の
交
流
を
深
め
、
情
報
交
換
の
場
を
提
供
す
る
た
め
の
交
流
会
の

開
催
 

カ
 
子
育
て
支
援
関
連
施
設
・
事
業
（
保
育
所
、
児
童
館
、
乳
児
院
、
地
域

子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業
等
）

と
の
連
絡
調
整
 

②
 
相
互
援
助
活
動
の
内
容
 

相
互
援
助
活
動
の
内
容
は
、
以
下
に
掲
げ
る
ア
～
エ
等
の
病
児
・
緊
急
対
応
 

に
関
す
る
子
ど
も
の
預
か
り
の
活
動
と
す
る
。
た
だ
し
、
ア
に
つ
い
て
は
必
ず
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③
 
実
施
方
法
 

(
略
)
 
 

 
 

実
施
す
る
こ
と
と
し
、
病
児
及
び
病
後
児
の
双
方
を
対
象
と
す
る
こ
と
。
 

ア
 
病
児
及
び
病
後
児
の
預
か
り
 

イ
 
宿
泊
を
伴
う
子
ど
も
の
預
か
り
 

ウ
 
早
朝
・
夜
間
等
の
緊
急
時
の
子
ど
も
の
預
か
り
 

エ
 
上
記
に
伴
う
保
育
施
設
、
自
宅
、
病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
等
の
間
の

送
迎
 

③
 
実
施
方
法
 

（
１
）
の
④
ア
～
ク
に
加
え
て
、
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。
 

ア
 
援
助
を
行
う
会
員
へ
の
講
習
の
実
施
 

病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
等
に
対
応
で
き
る
よ
う
、（
１
）
④
の
ケ
の
 

参
考
に
示
す
項
目
、
時
間
を
概
ね
満
た
し
た
講
習
を
実
施
し
、
こ
れ
を

修
了
し
た
会
員
が
活
動
を
行
う
こ
と
。
 

な
お
、
子
育
て
支
援
員
研
修
の
基
本
研
修
、
地
域
保
育
コ
ー
ス
の
共

通
専
門
研
修
及
び
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
専
門
研

修
を
全
て
修
了
し
た
者
も
当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
こ
と

と
す
る
。
 

ま
た
、
前
述
の
子
育
て
支
援
員
研
修
の
う
ち
基
本
研
修
に
加
え
、
地

域
保
育
研
修
を
既
に
修
了
し
て
い
る
者
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
専
門
研
修
の
み
未
修
了
）
に
つ
い
て
は
、
３
（
１
）
④
ケ
に

示
す
項
目
の
内
、「
９
事
業
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
」
の
み
を
受
講
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
こ
と
と
す

る
。
 

ま
た
、
援
助
を
行
う
会
員
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
等
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の
実
施
に
よ
り
、
活
動
の
質
の
維
持
、
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

イ
 
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
の
整
備
 

(
ｱ
)
 
市
町
村
長
は
、
都
道
府
県
医
師
会
、
郡
市
医
師
会
等
に
対
し
、
本

事
業
へ
の
協
力
要
請
を
行
い
、
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
を
十
分
に

整
備
す
る
こ
と
。
 

(
ｲ
)
 
事
業
の
運
営
に
関
し
、
保
健
医
療
面
で
の
助
言
が
随
時
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
医
療
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
な
る
医
師
を
あ
ら
か
じ
め
選
定

す
る
こ
と
。
 

(
ｳ
)
 
症
状
の
急
変
等
、
緊
急
時
に
子
ど
も
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
協

力
医
療
機
関
を
あ
ら
か
じ
め
選
定
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
依
頼
の
受
付
体
制
に
つ
い
て
 

病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
等
に
円
滑
に
対
応
す
る
た
め
、
フ
ァ
ミ
リ
 

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
開
所
時
間
の
延
長
、
携
帯
電
話
に
よ
る

受
付
、
転
送
電
話
に
よ
る
受
付
な
ど
に
よ
り
、
１
日
８
時
間
を
超
え
て

依
頼
の
受
け
付
け
を
行
い
、
相
互
援
助
活
動
の
調
整
が
で
き
る
体
制
を

と
る
こ
と
。
 

エ
 
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
 

(
ｱ
)
 
預
か
る
前
又
は
預
か
っ
た
後
直
ち
に
、
か
か
り
つ
け
医
に
受
診

さ
せ
、
保
護
者
と
協
議
の
う
え
、
預
か
り
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
。

(
ｲ
)
 
（
１
）
の
④
キ
に
か
か
わ
ら
ず
、
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
は
１

人
ま
で
と
す
る
こ
と
。
 

(ｳ
) 
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
は
、
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
を
行
う
会
員
、

援
助
を
受
け
る
会
員
、
時
間
、
場
所
、
内
容
を
把
握
し
、
相
互
援
助
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④
 
実
施
体
制
 

（
略
）

活
動
中
に
常
に
連
絡
の
と
れ
る
体
制
を
と
る
こ
と
。
 

オ
 
近
隣
市
町
村
住
民
の
利
用
に
つ
い
て
 

地
域
の
利
用
者
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
在
勤
等
の
条
件
を
付
さ
ず
に
 

事
業
実
施
市
町
村
以
外
（
下
記
④
の
イ
の
合
同
実
施
市
町
村
は
含
ま
な

い
）
の
住
民
が
会
員
登
録
・
利
用
で
き
る
よ
う
に
会
則
等
を
定
め
、
周

知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

④
 
実
施
体
制
 

ア
 
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
は
、（
１
）
の
①
に
掲
げ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
、
基
本
事
業
を
実
施
し
た
上
で
行
う
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
基
本
事
業
と
は
別
の
会
員
組
織
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
差
し
支

え
な
い
。
 

イ
 
複
数
市
町
村
で
の
合
同
実
施
 

市
町
村
単
独
で
は
、
事
業
実
施
要
件
（
①
の
ア
か
ら
エ
及
び
こ
れ
ら
の
事
 

業
内
容
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
③
の
ア
か
ら
エ
）
が
満
た
せ
な
い
場
合

は
、
近
隣
の
市
町
村
と
合
同
で
事
業
の
全
部
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事

業
実
施
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、

本
事
業
の
実
施
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
代
表
す
る
１
市
町
村
に
対
し
て

の
み
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
事
業
実
施
要
件
の
う
ち
、
①
の
ウ
を
合
同
に
よ
り
実
施
し
た
方
が

効
率
的
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
近
隣
の
市
町
村
と
①
の
ウ
を
合
同
に
よ
り
実

施
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
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（
３
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
ひ
と
り
親
家
庭
、
低

所
得
者
（
生
活
保
護
世
帯
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
）
及
び
ダ
ブ
ル
ケ

ア
負
担
の
世
帯
（
育
児
と
親
等
の
介
護
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
世
帯
）（
以

下
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
支
援
 

①
 
事
業
内
容
 

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
し
て
利
用
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
利
用
促
進
を
図
る
事
業
を
実
施
す

る
場
合
に
、
別
途
加
算
の
対
象
と
す
る
。（
（
１
）
の
①
の
ア
～
ウ
又
は

（
２
）
の
①
の
ア
～
エ
に
加
え
て
ひ
と
り
親
家
庭
、
低
所
得
者
及
び
ダ

ブ
ル
ケ
ア
負
担
の
世
帯
の
全
て
に
対
し
、
②
の
い
ず
れ
か
の
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
と
し
、
会
員
数
は
問
わ
な
い
。
な
お
、
事
業
内
容
は
対
象

に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
と
し
て
も
構
わ
な
い
。
）
 

②
 
利
用
支
援
の
内
容
 

(
略
)

（
３
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
ひ
と
り
親
家
庭
、
低
所
得
者

（
生
活
保
護
世
帯
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
）
及
び
ダ
ブ
ル
ケ
ア
負
担
の
世
帯

（
育
児
と
親
等
の
介
護
を
同
時
に
行
っ
て
い
る
世
帯
）
（
以
下
「
ひ
と
り
親
家
庭

等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
支
援
 

①
 
事
業
内
容
 

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
し
て
利
用
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ
ミ
リ
 

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
利
用
促
進
を
図
る
事
業
を
実
施
す
る
。（
（
１
）

の
①
の
ア
～
ウ
又
は
（
２
）
の
①
の
ア
～
エ
に
加
え
て
ひ
と
り
親
家
庭
、
低
所

得
者
及
び
ダ
ブ
ル
ケ
ア
負
担
の
世
帯
の
全
て
に
対
し
、
②
の
い
ず
れ
か
の
事
業

を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
会
員
数
は
問
わ
な
い
。
な
お
、
事
業
内
容
は
対
象
に

よ
っ
て
異
な
る
も
の
と
し
て
も
構
わ
な
い
。
）
 

②
 
利
用
支
援
の
内
容
 

ア
 
ひ
と
り
親
家
庭
等
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る

場
合
、
子
ど
も
の
預
か
り
の
援
助
を
行
い
た
い
会
員
を
優
先
し
て
調
整
 

イ
 
ひ
と
り
親
家
庭
等
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る

場
合
、
子
ど
も
の
預
か
り
の
援
助
を
行
い
た
い
会
員
の
活
動
時
間
の
制
限
を

な
く
し
、
早
朝
、
夜
間
、
宿
泊
、
休
日
の
受
入
れ
な
ど
に
柔
軟
に
対
応
 

ウ
 
ひ
と
り
親
家
庭
等
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る

場
合
、
子
ど
も
の
預
か
り
の
援
助
を
行
い
た
い
会
員
へ
の
助
成
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（
４
）
 
預
か
り
手
増
加
の
た
め
の
取
組
 
 

①
 
事
業
の
内
容

（
１
）
の
①
の
ア
及
び
（
２
）
の
①
の
ア
に
加
え
て
、
援
助
を
行

う
会
員
と
な
り
う
る
者
に
対
し
、
訪
問
等
に
よ
る
働
き
か
け
を
行

い
、
援
助
を
行
う
会
員
が
前
年
度
と
比
較
し
て
下
記
に
示
す
人
数
ま

た
は
割
合
以
上
に
増
加
し
た
場
合
に
、
別
途
加
算
の
対
象
と
す
る
。
 

な
お
、
当
該
年
度
か
ら
新
た
に
事
業
を
開
始
す
る
市
町
村
に
つ
い

て
は
対
象
外
と
し
、
翌
年
度
以
降
に
申
請
可
能
と
す
る
。
 

②
 
加
算
申
請
要
件

前
年
度
の
援
助
を
行
う
会
員
数
に
応
じ
て
、
以
下
で
示
す
増
加
人

数
ま
た
は
増
加
割
合
に
達
し
て
い
る
こ
と
。
（
援
助
を
受
け
る
会
員
を

計
上
す
る
こ
と
は
不
可
。
）
 

援
助
を
行
う
会
員
数
（
前
年
度
値
）
 
増
加
人
数
・
割
合
 

1
9
人
以
下
 

（
新
規
）
 

2
0
～
1
9
9
人
 

+
１
割
以
上
 

2
0
0
人
以
上
 

③
 
取
組
の
内
容
 

ア
 
里
親
や
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
う
者
が
集
う
場
等
に
出
向

き
、
事
業
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
援
助
を
行
う
会
員
と
し
て

登
録
を
勧
め
る
。
 

イ
 
（
１
）
の
①
の
ア
と
し
て
実
施
す
る
新
規
会
員
の
募
集
と
は
別

に
、
現
在
在
籍
し
て
い
る
援
助
を
受
け
る
会
員
（
退
会
し
た
者

+
２
人
以
上
 

+
2
0
人
以
上
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も
含
む
）
に
つ
い
て
、
援
助
を
行
う
会
員
と
な
り
う
る
者
の
掘

り
起
こ
し
を
行
い
、
個
別
に
登
録
を
勧
め
る
。
 

４
 
留
意
事
項
 

（
略
）
 

５
 
費
用
 

（
略
）

４
 
留
意
事
項
 

（
１
）
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
知
り
得
た
個
人
情
報

に
つ
い
て
、
業
務
遂
行
以
外
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
会
員
に
対
し

て
、
相
互
援
助
活
動
に
よ
っ
て
知
り
得
た
会
員
又
は
そ
の
家
族
の
個
人
情
報
を
他

人
に
漏
ら
さ
な
い
よ
う
周
知
を
図
る
こ
と
。
 

（
２
）
活
動
中
に
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
は
、「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
け
る
事

故
の
報
告
等
に
つ
い
て
（
平
成
２
９
年
１
１
月
１
０
日
付
府
子
本
第
9
1
2
号
、
2
9

初
幼
教
第
1
1
号
、
子
保
発
1
1
1
0
第
1
号
、
子
子
発
1
1
1
0
第
1
号
、
子
家
発
1
1
1
0

第
1
号
通
知
）
」
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
国
へ
報
告
す
る
こ
と
。
 

５
 
費
用
 

本
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
、
国
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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府
 
子
 
本
 
第
 
８
 
３
 
号
 

２
７
文
科
初
第
２
７
０
号
 

雇
児
発
０
５
２
１
第
１
号
 

平
成
２
７
年
５
月
２
１
日

 

一
 
次
 
改
 
正
 
 
府
 
子
 
本
 
第
 
４
 
３
 
１
 
号

 

２
８
文
科
初
第
４
８
２
号

 

雇
児
発
０
６
２
７
第
１
号

 

平
成
２
８
年
６
月
２
７
日

 

二
 
次
 
改
 
正
 
 
府
 
子
 
本
 
第
 
２
 
２
 
２
 
号

 

２
８
文
科
初
第
１
８
３
７
号
 

雇
児
発
０
４
０
３
第
１
９
号
 

平
 成

 ２
 ９

 年
 ４

 月
 ３

 日
 

三
 
次
 
改
 
正
 
 
府
 
子
 
本
 
第
 
６
 
９
 
４
 
号

 

２
９
文
科
初
第
１
７
３
７
号
 

子
 発

 ０
 ６

 ２
 ７

 第
 ３

 号
 

平
成
３
０
年
６
月
２
７
日

 

四
 
次
 
改
 
正
 
 
府
 
子
 
本
 
第
 
※
 
※
 
※
 
号

 
 

※
※
文
科
初
第
※
※
※
※
号
 

子
 発

 ※
 ※

 ※
 ※

 第
 ※

 号
 

平
成
※
※
年
※
※
月
※
※
日

 

府
 
子
 
本
 
第
 
８
 
３
 
号
 

２
７
文
科
初
第
２
７
０
号
 

雇
児
発
０
５
２
１
第
１
号
 

平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
 

一
 
次
 
改
 
正
 
 
府
 
子
 
本
 
第
 
４
 
３
 
１
 
号

 

２
８
文
科
初
第
４
８
２
号

 

雇
児
発
０
６
２
７
第
１
号

 

平
成
２
８
年
６
月
２
７
日

 

二
 
次
 
改
 
正
 
 
府
 
子
 
本
 
第
 
２
 
２
 
２
 
号

 

２
８
文
科
初
第
１
８
３
７
号
 

雇
児
発
０
４
０
３
第
１
９
号
 

平
 成

 ２
 ９

 年
 ４

 月
 ３

 日
 

三
 
次
 
改
 
正
 
 
府
 
子
 
本
 
第
 
６
 
９
 
４
 
号

 

２
９
文
科
初
第
１
７
３
７
号
 

子
 発

 ０
 ６

 ２
 ７

 第
 ３

 号
 

平
成
３
０
年
６
月
２
７
日

 

各
 
都
道
府
県
知
事
 
殿

 
各
 
都
道
府
県
知
事
 
殿
 

内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
統
括
官

 
 
 
 

（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
統
括
官

 
 
 
 

（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
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文
 
部

 
科

 
学

 
省

 
初

 
等

 
中

 
等

 
教

 
育

 
局

 
長

 
 
 
 

（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

 
 
 
 

（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

標
記
に
つ
い
て
は
、
今
般
、
別
紙
の
と
お
り
「
利
用
者
支
援
事
業
実
施
要
綱
」

文
 
部

 
科

 
学

 
省

 
初

 
等

 
中

 
等

 
教

 
育

 
局

 
長

 
 
 
 

（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

 
 
 
 

（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

標
記
に
つ
い
て
は
、
今
般
、
別
紙
の
と
お
り
「
利
用
者
支
援
事
業
実
施
要
綱
」

を
定
め
、
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 
を
定
め
、
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
）
に
対
し

て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ

た
い
。
 

な
お
、
本
通
知
の
適
用
に
伴
い
、
「
利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平

成
２
６
年
５
月
２
９
日
付
け
雇
児
発
０
５
２
９
第
１
６
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
は
廃
止
す
る
。
 

別
紙
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
）
に
対
し

て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ

た
い
。
 

な
お
、
本
通
知
の
適
用
に
伴
い
、
「
利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平

成
２
６
年
５
月
２
９
日
付
け
雇
児
発
０
５
２
９
第
１
６
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
は
廃
止
す
る
。
 

別
紙
 

１
 
事
業
の
目
的
 

利
用
者
支
援
事
業
実
施
要
綱

 

１
 
事
業
の
目
的
 

利
用
者
支
援
事
業
実
施
要
綱

 

（
略
）

２
 
実
施
主
体
 

（
略
）

一
人
一
人
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
 

現
に
寄
与
す
る
た
め
、
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
等
、
ま
た
は
妊
娠
し
て
い
る

方
が
そ
の
選
択
に
基
づ
き
、
教
育
・
保
育
・
保
健
そ
の
他
の
子
育
て
支
援
を
円

滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

２
 
実
施
主
体
 

実
施
主
体
は
、
市
町
村
(
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
)
と
す
る
。
 

な
お
、
市
町
村
が
認
め
た
者
へ
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
事
業
の
内
容
 

３
 
事
業
の
内
容
 

新
旧
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（
略
）

４
 
実
施
方
法
 

以
下
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
類
型
の
一
部
又
は
全
部
を
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
５
９
条
第
１
号
に
基
づ
き
、
子
ど
も
又
は
そ
の
 

保
護
者
の
身
近
な
場
所
で
、
教
育
・
保
育
・
保
健
そ
の
他
の
子
育
て
支
援
の
情

報
提
供
及
び
必
要
に
応
じ
相
談
・
助
言
等
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
の

連
絡
調
整
等
を
実
施
す
る
事
業
（
以
下
「
利
用
者
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
。
 

４
 
実
施
方
法
 

以
下
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
類
型
の
一
部
又
は
全
部
を
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。
 

（
１
）
基
本
型

 
（
１
）
基
本
型
 

①
 
目
的
 

（
略
）

②
 
実
施
場
所
 

（
略
）

③
 
職
員
の
配
置
等

 

（
略
）

①
 
目
的
 

子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
等
が
、
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子

育
て
支
援
事
業
等
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
身
近
な
場
所
に
お

い
て
、
当
事
者
目
線
の
寄
り
添
い
型
の
支
援
を
実
施
す
る
。
 

②
 
実
施
場
所
 

主
と
し
て
身
近
な
場
所
で
、
日
常
的
に
利
用
で
き
、
か
つ
相
談
機

能
を
有
す
る
施
設
で
の
実
施
と
す
る
。
 

③
 
職
員
の
配
置
等
 

ア
 
職
員
の
要
件
等
 

以
下
の
（
ア
）
及
び
（
イ
）
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
ア
）
 
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平

成
２
７
年
５
月
２
１
日
付
雇
児
発
０
５
２
１
第
１
８
号
）

の
別
紙
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
（
以
下

「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
と
い
う
。
）
別

表
１
に
定
め
る
「
子
育
て
支
援
員
基
本
研
修
」
に
規
定
す

る
内
容
の
研
修
（
以
下
、
「
基
本
研
修
」
と
い
う
。
）
及

び
別
表
２
－
２
の
１
に
定
め
る
子
育
て
支
援
員
専
門
研
修

（
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス
）
の
「
利
用
者
支
援
事
業

（
基
本
型
）
」
に
規
定
す
る
内
容
の
研
修
（
以
下
「
基
本

型
専
門
研
修
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。
 

な
お
、
以
下
の
左
欄
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

右
欄
の
研
修
の
受
講
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
中
段
及
び

新
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④
 
業
務
内
容
 

以
下
の
業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

下
段
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
事
業
に
従
事
し
始
め
た
後

に
適
宜
受
講
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
イ
）
 
以
下
に
掲
げ
る
相
談
及
び
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
等
の
業
務

内
容
を
必
須
と
す
る
市
町
村
長
が
認
め
た
事
業
や
業
務

（
例
：
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
保
育
所
に
お
け
る

主
任
保
育
士
業
務
 
等
）
に
つ
い
て
、
以
下
の
区
分
ご
と

の
期
間
を
参
酌
し
て
市
町
村
長
が
定
め
る
実
務
経
験
の
期

間
を
有
す
る
こ
と
。
 

（
a
）
 
保
育
士
、
社
会
福
祉
士
、
そ
の
他
対
人
援
助
に
関

す
る
有
資
格
者
の
場
合
 
１
年
 

（
b
）
 
（
a
）
以
外
の
者
の
場
合
 
３
年
 

イ
 
職
員
の
配
置
 

ア
を
満
た
す
専
任
職
員
を
、
１
事
業
所
１
名
以
上
配
置
す
る
も
の

と
す
る
。
 

ウ
 
そ
の
他
 

イ
を
満
た
し
た
上
で
、
地
域
の
実
情
に
よ
り
、
適
宜
、
業
務
を
補

助
す
る
職
員
を
配
置
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

④
 
業
務
内
容
 

以
下
の
業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
（
略
）
 

ア
 
利
用
者
の
個
別
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
情
報
の

集
約
・
提
供
、
相
談
、
利
用
支
援
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
教

育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
事
業
等
を
円
滑
に
利
用
で

き
る
よ
う
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

新
旧
 

子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
５
の

（
３
）
の
ア
の
（
エ
）
に
該
当
す
る
場
合
 

基
本
研
修
 

本
実
施
要
綱
が
適
用
さ
れ
る
際
に
、
既
に

利
用
者
支
援
事
業
に
従
事
し
て
い
る
場
合
 

基
本
研
修
 

基
本
型
専
門
研
修
 

事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
子
育

て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
に
定
め
る

研
修
を
す
ぐ
に
実
施
で
き
な
い
な
ど
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
場
合
 

基
本
研
修
 

基
本
型
専
門
研
修
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イ
 
（
略
）
 

イ
 
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
事
業
等
を
提
供
し
て

い
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
、
連
携
、
協
働
の
体
制
づ
く
り

を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
子
育
て
資
源
の
育
成
、
地
域
課
題
の

発
見
・
共
有
、
地
域
で
必
要
な
社
会
資
源
の
開
発
等
に
努
め
る
こ

と
。
 

ウ
 
（
略
）
 

ウ
 
利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
教
育
・
保
育
施
設
や
地

域
の
子
育
て
支
援
事
業
等
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
リ
ー
フ
レ
 

ッ
ト
そ
の
他
の
広
告
媒
体
を
活
用
し
、
積
極
的
な
広
報
・
啓
発
活

動
を
実
施
し
、
広
く
サ
ー
ビ
ス
対
象
者
に
周
知
を
図
る
も
の
と
す

る
。
 

エ
 
（
略
）
 

エ
 
そ
の
他
利
用
者
支
援
事
業
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
必
要
な
諸
業

オ
 
夜
間
・
休
日
の
時
間
外
相
談
 

（
略
）
 

（
ア
）

 
夜
間
加
算
 

（
略
）
 

（
イ
）

 
休
日
加
算
 

（
略
）
 

カ
 
出
張
相
談
支
援
 

（
略
）
 

務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

オ
 
夜
間
・
休
日
の
時
間
外
相
談
 

「
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対
応
す
る
施
策
に
つ
い

て
」
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
8
年
４
月
７
日
雇
児
発

0
4
0
7
第
２
号
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
、
待

機
児
童
解
消
に
向
け
て
緊
急
的
に
対
応
す
る
取
組
（
以
下
「
緊
急
対

策
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
市
町
村
に
お
い
て
、
以
下
に
掲
げ
る

取
組
を
実
施
す
る
場
合
に
別
途
加
算
の
対
象
と
す
る
。
 

（
ア
）
 
夜
間
加
算
 

原
則
と
し
て
１
日
６
時
間
を
超
え
て
開
所
し
、
か
つ
、
週

３
日
以
上
、
1
8
時
以
降
の
時
間
帯
に
２
時
間
以
上
開
所

し
、
相
談
・
助
言
等
を
行
う
。
 

（
イ
）
 
休
日
加
算
 

原
則
と
し
て
週
４
日
以
上
開
所
し
、
か
つ
、
土
曜
日
ま
た
 

は
日
曜
日
・
国
民
の
祝
日
等
に
開
所
し
、
相
談
・
助
言
等
を

行
う
。
 

カ
 
出
張
相
談
支
援
 

両
親
（
母
親
・
父
親
）
学
級
、
乳
幼
児
健
康
診
査
や
地
域
で
開
催
 

さ
れ
て
い
る
交
流
の
場
等
に
出
向
き
、
子
育
て
に
関
す
る
全
般
的
な

相
談
や
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
提
供
等
の
取
組
を
以
下
の
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通
り
実
施
す
る
場
合
に
別
途
加
算
の
対
象
と
す
る
。
 

（
ア
）
 
（
略
）
 

（
ア
）

 
③
の
イ
の
専
任
職
員
に
加
え
て
③
の
ア
を
満
た
す
職
員
を

配
置
す
る
こ
と
。
 

（
イ
）
 
（
略
）
 

（
イ
）

 
実
施
に
当
た
り
、
継
続
的
か
つ
計
画
的
な
取
組
を
行
い
、

利
用
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

（
ウ
）
 
（
略
）
 

（
ウ
）

 
取
組
の
実
施
に
当
た
り
、
開
催
日
や
場
所
等
に
つ
い
て
積

キ
 
機
能
強
化
の
た
め
の
取
組
 

（
略
）
 

極
的
に
広
報
活
動
を
行
い
、
広
く
サ
ー
ビ
ス
対
象
者
に
周
知

を
図
る
こ
と
。
 

キ
 
機
能
強
化
の
た
め
の
取
組
 

オ
（
ア
）
、
オ
（
イ
）
又
は
カ
の
取
組
の
い
ず
れ
か
を
実
施
し
、

か
つ
、
以
下
の
要
件
の
い
ず
れ
も
満
た
し
た
場
合
に
別
途
加
算
の
対

象
と
す
る
。
 

（
ア
）
 
（
略
）
 

（
ア
）

 
実
施
に
当
た
り
、
１
か
所
に
つ
き
開
所
日
１
日
当
た
り
平

均
５
件
以
上
の
相
談
等
実
績
が
あ
る
こ
と
。
な
お
、
相
談
対

応
等
を
行
っ
た
場
合
は
相
談
記
録
簿
等
を
作
成
し
、
適
切
に

保
管
し
、
そ
の
後
の
支
援
に
活
用
す
る
た
め
に
整
理
す
る
こ

と
。
 

（
イ
）

 
（
略
）
 

（
イ
）
 
緊
急
対
策
に
参
加
し
て
い
る
市
町
村
で
あ
る
こ
と
。
 

（
ウ
）

 
（
略
）
 

（
ウ
）
 
 
③
の
ア
を
満
た
す
専
任
職
員
を
２
名
以
上
配
置
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
カ
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
カ

で
配
置
す
る
職
員
と
は
別
に
専
任
職
員
を
２
名
以
上
配
置
す

る
こ
と
。
 

（
エ
）
 
（
略
）
 

（
エ
）

 
オ
（
ア
）
、
オ
（
イ
）
又
は
カ
の
取
組
の
い
ず
れ
か
の
実

施
に
当
た
り
、
事
業
計
画
書
を
作
成
し
、
周
知
・
広
報
を
行

う
と
と
も
に
、
具
体
的
な
実
施
状
況
を
あ
わ
せ
て
公
表
す
る

こ
と
。
 

（
オ
）
 
（
略
）
 

（
オ
）

 
各
事
業
実
施
に
必
要
と
な
る
人
員
配
置
の
予
定
及
び
実
績

ク
 
多
言
語
対
応
 

外
国
人
子
育
て
家
庭
や
妊
産
婦
が
、
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
 

の
子
育
て
支
援
事
業
等
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
通
訳
の
配

を
明
確
に
記
録
す
る
こ
と
。
 

（
新
規
）
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置
や
多
言
語
音
声
翻
訳
シ
ス
テ
ム
等
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
多
言

語
対
応
へ
の
取
組
を
実
施
し
た
場
合
に
別
途
加
算
の
対
象
と
す

る
。
 

（
２
）
特
定
型

 
（
２
）
特
定
型
 

①
 
目
的
 

（
略
）

②
 
実
施
要
件
 

以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
市
町
村
が
実
施
す
る
施
設
で

あ
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
１
市
町
村
当
た
り
の
か
所
数
は
、
平
成
2
5
年
か
ら
平
成

3
0
年
の
各
年
1
0
月
１
日
時
点
の
０
～
５
歳
児
人
口
を
1
0
,
0
0
0
で
除

し
て
得
ら
れ
た
数
（
小
数
点
以
下
切
上
げ
）
の
う
ち
、
最
も
多
い
も

の
を
上
限
と
す
る
。
 

ア
 
市
町
村
内
の
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
平
成

2
5
年
か
ら
平
成
30
年
の
各
年
1
0
月
１
日
時
点
の
い
ず
れ
か
の

定
員
充
足
率
が
市
町
村
内
全
体
で
1
0
0
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
市
町
村
内
の
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
数
が

平
成
30
年
４
月
１
日
時
点
に
お
い
て
1
0
0
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

ウ
 
平
成
24
年
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
5
6
条
の
８
第
１
項
に
規

定
す
る
特
定
市
町
村
又
は
平
成
2
7
年
か
ら
平
成
3
0
年
の
各
年
4

月
1
日
時
点
の
い
ず
れ
か
の
待
機
児
童
数
が
5
0
人
以
上
で
あ
る

こ
と
。
 

エ
 
（
略
）
 

③
 
実
施
場
所
 

（
略
）

④
 
職
員
の
配
置
等
 

（
略
）

①
 
目
的
 

待
機
児
童
の
解
消
等
を
図
る
た
め
、
行
政
が
地
域
連
携
の
機
能
を
 

果
た
す
こ
と
を
前
提
に
主
と
し
て
保
育
に
関
す
る
施
設
や
事
業
を
円

滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
支
援
を
実
施
す
る
。
 

②
 
実
施
要
件
 

以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
市
町
村
が
実
施
す
る
施
設
で

あ
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
１
市
町
村
当
た
り
の
か
所
数
は
、
平
成
2
5
年
か
ら
平
成

2
9
年
の
各
年
1
0
月
１
日
時
点
の
０
～
５
歳
児
人
口
を
1
0
,
0
0
0
で
除

し
て
得
ら
れ
た
数
（
小
数
点
以
下
切
上
げ
）
の
う
ち
、
最
も
多
い
も

の
を
上
限
と
す
る
。
 

ア
 
市
町
村
内
の
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
平
成

2
5
年
か
ら
平
成
29
年
の
各
年
1
0
月
１
日
時
点
の
い
ず
れ
か
の

定
員
充
足
率
が
市
町
村
内
全
体
で
1
0
0
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
市
町
村
内
の
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
数
が

平
成
29
年
４
月
１
日
時
点
に
お
い
て
1
0
0
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

ウ
 
平
成
24
年
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
5
6
条
の
８
第
１
項
に
規

定
す
る
特
定
市
町
村
又
は
平
成
27
年
か
ら
平
成
29
年
の
各
年
4 

月
1
日
時
点
の
い
ず
れ
か
の
待
機
児
童
数
が
5
0
人
以
上
で
あ
る

こ
と
。
 

エ
 
緊
急
対
策
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 

③
 
実
施
場
所
 

主
と
し
て
市
町
村
窓
口
で
の
実
施
と
す
る
。
 

④
 
職
員
の
配
置
等
 

ア
 
職
員
の
要
件
等
 

利
用
者
支
援
事
業
に
従
事
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
子
育
て
支
援
員
 

研
修
実
施
要
綱
別
表
１
に
定
め
る
基
本
研
修
及
び
別
表
２
－
２
の
２
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⑤
 
業
務
内
容
 

（
１
）
④
に
準
じ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
（
１
）
④
の
ア
、

オ
、
カ
、
キ
及
び
ク
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
地
域
に
お
け
る
保
育

所
等
の
保
育
の
利
用
に
向
け
た
相
談
支
援
に
つ
い
て
実
施
し
、

（
１
）
④
の
イ
に
つ
い
て
必
ず
し
も
実
施
を
要
し
な
い
。
 

な
お
、
（
１
）
④
の
カ
（
ア
）
に
つ
い
て
は
、
「
（
２
）
④
の
イ

の
専
任
職
員
に
加
え
て
、
④
の
ア
を
満
た
す
職
員
を
配
置
す
る
こ

と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

に
定
め
る
子
育
て
支
援
員
専
門
研
修
（
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス
）

の
「
利
用
者
支
援
事
業
（
特
定
型
）
」
に
規
定
す
る
内
容
の
研
修
を

修
了
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

イ
 
職
員
の
配
置
等
 

ア
を
満
た
す
専
任
職
員
を
、
１
事
業
所
１
名
以
上
配
置
す
る
も
の

と
す
る
。
 

ウ
 
そ
の
他
 

イ
を
満
た
し
た
上
で
、
地
域
の
実
情
に
よ
り
、
適
宜
、
業
務
を
補

助
す
る
職
員
を
配
置
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

⑤
 
業
務
内
容
 

（
１
）
④
に
準
じ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
（
１
）
④
の
ア
、

オ
、
カ
及
び
キ
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
地
域
に
お
け
る
保
育
所
等

の
保
育
の
利
用
に
向
け
た
相
談
支
援
に
つ
い
て
実
施
し
、
（
１
）
④

の
イ
に
つ
い
て
必
ず
し
も
実
施
を
要
し
な
い
。
 

な
お
、
（
１
）
④
の
カ
（
ア
）
に
つ
い
て
は
、
「
（
２
）
④
の
イ

の
専
任
職
員
に
加
え
て
、
④
の
ア
を
満
た
す
職
員
を
配
置
す
る
こ

と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
３
）
母
子
保
健
型

 
（
３
）
母
子
保
健
型
 

①
 
目
的
 

（
略
）

②
 
実
施
場
所
 

（
略
）

③
 
職
員
の
配
置

 

（
略
）

①
 
目
的
 

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
母
子
保
健
や
育
児
に
関
 

す
る
様
々
な
悩
み
等
に
円
滑
に
対
応
す
る
た
め
、
保
健
師
等
が
専
門

的
な
見
地
か
ら
相
談
支
援
等
を
実
施
し
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に

わ
た
る
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
体
制
を
構
築
す
る
。
 

②
 
実
施
場
所
 

主
と
し
て
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
等
母
子
保
健
に
関
す
る
相
談
機

能
を
有
す
る
施
設
で
の
実
施
と
す
る
。
 

③
 
職
員
の
配
置
 

母
子
保
健
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
保
健
師
、
助
産
師
、
看
 

護
師
又
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
社
会
福
祉
士
等
）
（
以
下
「
保

健
師
等
」
と
い
う
。
）
を
１
名
以
上
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
な

お
、
保
健
師
等
は
専
任
が
望
ま
し
い
。
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④
 
業
務
内
容
 

以
下
の
業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

④
 
業
務
内
容
 

以
下
の
業
務
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
（
略
）
 

ア
 
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
母
子
保
健
や
育
児
に

関
す
る
相
談
に
対
応
す
る
。
ま
た
、
保
健
師
等
は
、
妊
娠
の
届
出

等
の
機
会
を
通
し
て
得
た
情
報
を
基
に
、
対
象
地
域
に
お
け
る
全

て
の
妊
産
婦
等
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
妊
産
婦
等
の
支
援

台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。
支
援
台
帳
に
つ
い
て
は
、
氏

名
、
分
娩
予
定
日
、
状
況
等
の
項
目
を
定
め
、
必
要
と
な
る
情
報

を
す
ぐ
活
用
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。
 

ま
た
、
全
て
の
妊
産
婦
等
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
教
育
・
 

保
育
・
保
健
施
設
や
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
に
出
向
き
、
積
極

的
に
情
報
の
収
集
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

イ
 
（
略
）
 

イ
 
ア
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
基
づ
き
、
保
健
師
等
は
、
支
援
を

必
要
と
す
る
者
が
利
用
で
き
る
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
等
を
選
定

し
、
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
母

子
保
健
サ
ー
ビ
ス
等
を
実
施
す
る
関
係
機
関
の
担
当
者
に
直
接
繋

ぐ
な
ど
、
積
極
的
な
関
与
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

ウ
 
（
略
）
 

ウ
 
心
身
の
不
調
や
育
児
不
安
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
手
厚
い
支
援

を
要
す
る
者
に
対
す
る
支
援
の
方
法
や
、
対
応
方
針
に
つ
い
て
検

討
等
を
実
施
す
る
協
議
会
又
は
ケ
ー
ス
会
議
等
を
設
け
、
関
係
機

関
と
協
力
し
て
支
援
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

ま
た
、
支
援
プ
ラ
ン
の
効
果
を
評
価
・
確
認
し
な
が
ら
、
必
要

に
応
じ
て
見
直
し
を
行
い
、
妊
産
婦
等
を
包
括
的
・
継
続
的
に
支

え
て
い
く
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
 

エ
 
（
略
）
 

エ
 
支
援
を
必
要
と
す
る
妊
産
婦
等
を
早
期
に
把
握
し
、
妊
産
婦
等

に
対
し
て
各
関
係
機
関
が
提
供
す
る
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
等
の
支

援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
保
健
師
等
が
中
心
と
な
っ
て

関
係
機
関
と
の
協
議
の
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
を
行
い
、
そ
の
活
用
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
 

ま
た
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
支
援
は
、
本

事
業
に
基
づ
く
支
援
の
み
な
ら
ず
、
別
添
に
掲
げ
る
様
々
な
母
子
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オ
 
多
言
語
対
応
 

外
国
人
子
育
て
家
庭
や
妊
産
婦
が
、
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
等
を
 

円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
通
訳
の
配
置
や
多
言
語
音
声
翻
訳
シ

ス
テ
ム
等
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
多
言
語
対
応
へ
の
取
組
を
実
施

し
た
場
合
に
別
途
加
算
の
対
象
と
す
る
。
 

５
 
関
係
機
関
等
と
の
連
携
 

実
施
主
体
（
委
託
先
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
教
育
・
保
育
・
保
健
そ
の
 

他
の
子
育
て
支
援
を
提
供
し
て
い
る
機
関
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
、
保
健
所
と
い

っ
た
地
域
に
お
け
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
行
政
機
関
、
児
童
委
員
、
教
育
委
員

会
、
医
療
機
関
、
学
校
、
警
察
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
関
係
機
関
・
団
体

等
に
対
し
て
も
利
用
者
支
援
事
業
の
周
知
等
を
積
極
的
に
図
る
と
と
も
に
、
連
携

を
密
に
し
、
利
用
者
支
援
事
業
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

保
健
施
策
に
よ
る
支
援
や
子
育
て
支
援
も
必
要
で
あ
る
た
め
、
上

記
の
協
議
の
場
又
は
関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
、
地

域
に
お
い
て
不
足
し
て
い
る
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
を
整
備
す
る
た

め
の
体
制
づ
く
り
を
行
う
。
 

（
新
規
）
 

５
 
関
係
機
関
等
と
の
連
携
 

実
施
主
体
（
委
託
先
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
教
育
・
保
育
・
保
健
そ
 

の
他
の
子
育
て
支
援
を
提
供
し
て
い
る
機
関
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
、
保
健
所

と
い
っ
た
地
域
に
お
け
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
行
政
機
関
、
児
童
委
員
、
教

育
委
員
会
、
医
療
機
関
、
学
校
、
警
察
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
関
係
機

関
・
団
体
等
に
対
し
て
も
利
用
者
支
援
事
業
の
周
知
等
を
積
極
的
に
図
る
と
と

も
に
、
連
携
を
密
に
し
、
利
用
者
支
援
事
業
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
留
意
事
項

 
６
 
留
意
事
項
 

（
１
）
 
（
略
）

 
（
１
）
 
利
用
者
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、
子
ど
も
の
「
最
善
の
利
益
」
を

実
現
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
等
、
ま
た
は
妊
娠

し
て
い
る
方
へ
の
対
応
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
正
当
な
理
由
な

く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。
 

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
く
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
地
域

子
育
て
支
援
拠
点
や
市
町
村
の
職
員
な
ど
と
情
報
交
換
や
共
有
し
、
連

携
を
図
る
こ
と
。
 

（
２
）
 
（
略
）

 
（
２
）
 
利
用
者
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、
利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
場

新
旧
 

－100－



新
旧
 

所
の
施
設
や
市
町
村
窓
口
な
ど
の
担
当
者
等
と
相
互
に
協
力
し
合
う
と

と
も
に
、
利
用
者
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
一
体
的
な
運
営

体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
 
（
略
）

 
（
３
）
 
４
に
定
め
る
各
類
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
異
な
り
、
い
ず
れ
の
機
能

も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
充

実
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
各
類
型
の
所
管
課
が
異
な
る
場
合
に
は
、
日

頃
か
ら
各
所
管
課
同
士
の
連
携
な
ど
に
努
め
る
こ
と
。
 

（
４
）
 
（
略
）

 
（
４
）
 
対
象
者
や
既
存
の
社
会
資
源
が
少
な
い
地
域
等
に
お
い
て
、
複
数
の

自
治
体
が
共
同
し
て
利
用
者
支
援
事
業
を
実
施
す
る
際
に
は
、
都
道
府

県
は
、
広
域
調
整
等
の
機
能
を
担
い
、
全
て
の
子
育
て
家
庭
に
必
要
な

支
援
が
行
き
届
く
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

（
５
）
 
（
略
）

 
（
５
）
 
利
用
者
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
は
、
有
す
る
資
格
や
知
識
・
経
験

に
応
じ
て
、
本
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
共
通
し
て
必
要
と
な
る
知

識
や
技
術
を
身
に
つ
け
、
か
つ
常
に
資
質
、
技
能
等
を
維
持
向
上
さ
せ

る
た
め
、
子
育
て
支
援
員
研
修
実
施
要
綱
別
表
３
及
び
別
表
４
に
定
め

る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
及
び
現
任
研
修
そ
の
他
必
要
な
各
種
研
修

会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
受
講
に
努
め
る
こ
と
。
 

ま
た
、
実
施
主
体
は
、
利
用
者
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
た
め
の
 

各
種
研
修
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。
 

（
６
）
 
（
略
）

 
（
６
）
 
利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
児
童
虐
待
の
疑
い
が
あ
る
ケ

ー
ス
が
把
握
さ
れ
た
場
合
に
は
、
福
祉
事
務
所
若
し
く
は
児
童
相
談
所

又
は
児
童
委
員
、
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
早
期
対
応
が
図
ら

れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
７
）
 
（
略
）

 
（
７
）
 
障
害
児
等
を
養
育
す
る
家
庭
か
ら
の
相
談
等
に
つ
い
て
も
、
市
町
村

の
所
管
部
局
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所
等
と
連
携
し
、
適
切
な
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（
８
）
 
（
略
）

 

（
９
）
 
（
略
）

 

７
 
費
用
 

（
略
）

 

【
別
添
】
 

（
略
）
 

対
応
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
８
）
 
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支
援
事
業
等
の
選
択
に
つ
い
て

は
、
利
用
者
の
判
断
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
９
）
 
市
町
村
は
、
利
用
者
支
援
事
業
を
利
用
し
た
者
か
ら
の
苦
情
等
に
関

す
る
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
連
絡
先
に
つ
い
て
も
周

知
す
る
こ
と
。
 

７
 
費
用
 

利
用
者
支
援
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
国
は
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

【
別
添
】
 

・
 
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
 

・
 
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
 

・
 
妊
婦
健
康
診
査
 

・
 
産
婦
健
康
診
査
 

・
 
両
親
学
級
、
母
親
学
級
 

・
 
新
生
児
訪
問
指
導
、
妊
産
婦
訪
問
指
導
 

・
 
乳
幼
児
健
康
診
査
 

・
 
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
 

・
 
養
育
支
援
訪
問
事
業
 

・
 
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
 
等
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雇児発０５２９第１８号 

平成２６年５月２９日 

一次改正 雇児発０５２１第１３号 

平成２７年５月２１日 

二次改正 雇児発０４０３第１８号

平成２９年４月３日

三次改正 子 発 ０ ６ ２ ７ 第 ２ 号 
平成３０年６月２７日

各 都道府県知事 殿 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長    

地域子育て支援拠点事業の実施について 

児童福祉法（昭和２２年法律第６４号。以下「法」という。）第６条の３第６

項に基づき、市町村が実施する事業（以下「地域子育て支援拠点事業」という。）

について、今般、別紙のとおり「地域子育て支援拠点事業実施要綱」を定め、

平成２６年４月１日から適用することとしたので通知する。 

なお、管内市町村、関係機関、関係団体等に対して、周知徹底を図るととも

に、その運用に遺憾のないようにされたい。 

資料５
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別紙 

地域子育て支援拠点事業実施要綱 

１ 事業の目的 

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環 

境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の

親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流

等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援

機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援

することを目的とする。 

２ 実施主体 

実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 

なお、市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。 

３ 事業の内容 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての

相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業。 

４ 実施方法 

（１）基本事業 

次のア～エの取組を基本事業としてすべて実施すること。（ただし、

（２）の⑦に定める小規模型指定施設を除く。） 

ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

イ 子育て等に関する相談、援助の実施 

ウ 地域の子育て関連情報の提供 

エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） 

（２）一般型 
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① 事業内容 

常設の地域子育て支援拠点（以下「拠点施設」という。）を開設し、

子育て家庭の親とその子ども（主として概ね３歳未満の児童及び保護者）

（以下「子育て親子」という。）を対象として（１）に定める基本事業

を実施する。 

② 実施場所 

（ア）公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科

医院等の医療施設などの子育て親子が集う場として適した場所 

（イ）複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実

施すること。 

（ウ）概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の

広さを確保すること。 

③ 実施方法 

（ア）原則として週３日以上、かつ１日５時間以上開設すること。 

（イ）子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識

と経験を有する専任の者を２名以上配置すること。（非常勤職員で

も可。） 

（ウ）授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れ

て利用しても差し支えないような設備を有すること。 

④ 地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための

取組 

市町村以外の者が（１）に定める基本事業に加えて、子育て支援活動

の展開を図ることを目的として、次の（ア）～（エ）に掲げる取組のい

ずれかを実施するとともに、多様な子育て支援活動を通じて、関係機関

や子育て支援活動を行っているグループ等とネットワーク化を図り、連

携しながら、地域の子育て家庭に対し、よりきめ細かな支援を実施する

場合について、拠点施設の業務を円滑に実施するため、当事業の別途加

算の対象とする。 

なお、（１）に定める基本事業の運営主体が市町村であって、（ア）

～（エ）の運営を市町村以外の者への委託等によって行っている場合も
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当該加算の対象とする。 

（ア）拠点施設の開設場所（近接施設を含む。）を活用した一時預かり

事業（法第６条の３第７項に定める事業）またはこれに準じた事業

の実施 

（イ）拠点施設の開設場所（近接施設を含む。）を活用した放課後児童

健全育成事業（法第６条の３第２項に定める事業）またはこれに準

じた事業の実施 

（ウ）拠点施設を拠点とした乳児家庭全戸訪問事業（法第６条の３第４

項に定める事業）または養育支援訪問事業（法第６条の３第５項に

定める事業）の実施 

（エ）その他、拠点施設を拠点とした市町村独自の子育て支援事業（未

就学児をもつ家庭への訪問活動等）の実施 

⑤ 出張ひろば 

地域の実情や利用者のニーズにより、親子が集う場を常設することが 

困難な地域にあっては、次の（ア）～（ウ）に掲げる実施方法により、

公共施設等を活用した出張ひろばを実施することができるものとし、こ

の場合について別途加算の対象とする。 

（ア）開設日数は、週１～２日、かつ１日５時間以上とすること。 

（イ）一般型の職員が、必ず１名以上出張ひろばの職員を兼務すること。 

（ウ）実施場所は、年間を通して同じ場所で実施することが望ましい。 

ただし、地域の実情に応じて、複数の場所において実施すること

も差し支えないが、その場合には子育て親子のニーズや利便性に十

分配慮すること。 

⑥ 地域支援 

地域全体で、子どもの育ち・親の育ちを支援するため、地域の実情に 

応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関や子育て支援活動を実施す

る団体等と連携の構築を図るための以下に掲げるいずれかの取組を実

施する場合に別途加算の対象とする。 

ただし、「利用者支援事業の実施について」（平成２７年５月２１日 

府子本第８３号、２７文科初第２７０号、雇児発０５２１第１号）に定
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める利用者支援事業を同一の事業所で併せて実施する場合には、同事業

において措置することとし、加算の対象としない。 

（ア）高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施す

る取組 

（イ）地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育

ちを継続的に支援する取組 

（ウ）地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働によ

る地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行

う取組 

（エ）本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を

行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組 

⑦ 経過措置（小規模型指定施設） 

（ア）内容 

従来の地域子育て支援センター（小規模型指定施設）（以下「指

定施設」という。）については、以下の通り事業の対象とする。 

（イ）実施方法 

（ａ）原則として週５日以上、かつ１日５時間以上開設すること。 

（ｂ）開設時間は、子育て親子が利用しやすい時間帯とするよう配慮

すること。 

（ｃ）育児、保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有

する専任の者を１名以上配置すること。（非常勤職員でも可。） 

（ｄ）次の a～cの取組のうち２つ以上実施すること。 

a 育児不安等についての相談指導 

来所、電話及び家庭訪問など事前予約制の相談指導、指定施 

設内の交流スペースでの随時相談、公共的施設への出張相談な

ど地域のニーズに応じた効果的な実施を工夫すること。 

また、子育て親子の状況などに応じて適切な相談指導ができ

るよう実施計画を作成するとともに、定期又は随時の電話連絡

などによりその家庭の状況などの把握に努め、児童虐待など指

定施設単独での対応が困難な相談は、関係機関と連携を図り共
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通認識のもと適切な対応を図ること。 

b 子育てサークルや子育てボランティアの育成・支援 

子育てサークル及び子育てボランティアの育成のため、定期 

的に講習会などの企画、運営を行うこと。また、子育てサーク

ル及び子育てボランティアの活動状況の把握に努め、効果的な

活動ができるよう活動場所の提供、活動内容の支援に努めるこ

と。 

c 地域の保育資源の情報提供、地域の保育資源との連携・協

力体制の構築 

ベビーシッターなど地域の保育資源の活動状況を把握し、子

育て親子に対して様々な保育サービスに関する適切な情報の

提供、紹介などを行うこと。また、地域の保育資源及び市町村

と定期的に連絡を取り合うなど、連携・協力体制の確立に努め

ること。 

（ウ）保健相談 

（イ）の（ｄ）aの取組に加えて、実施可能な指定施設は、子育 

て親子の疾病の予防、健康の増進を図るため、看護師又は保健師等

による保健相談を実施することとし、この場合において、週３回程

度実施する場合については、別途加算の対象とする。 

（３）連携型 

① 事業内容 

効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児

童福祉施設・児童福祉事業を実施する施設（以下「連携施設」という。）

において、（１）に掲げる基本事業を実施する。 

② 実施場所 

（ア）児童館・児童センターにおける既設の遊戯室、相談室等であって

子育て親子が交流し、集う場として適した場所。 

（イ）概ね１０組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の

広さを確保すること。 

③ 実施方法 
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（ア）原則として週３日以上、かつ１日３時間以上開設すること。 

（イ）子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識

と経験を有する専任の者を１名以上配置すること。（非常勤職員で

も可。）ただし、連携施設に勤務している職員等のバックアップを

受けることができる体制を整えること。 

（ウ）授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れ

て利用しても支障が生じないような設備を有すること。  

④ 地域の子育て力を高める取組 

（１）に定める基本事業に加えて、地域の子育て力を高めることを目 

的として、中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成を

行う取組を実施する場合について、別途加算の対象とする。 

ただし、「利用者支援事業の実施について」（平成２７年５月２１日

府子本第８３号、２７文科初第２７０号、雇児発０５２１第１号）に定

める利用者支援事業を併せて実施する場合には、加算の対象としない。 

５ 留意事項 

（１）事業に従事する者（学生等ボランティアを含む。）は、子育て親子への

対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情

報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。 

（２）事業に従事する者は、事業に従事するにあたって、「子育て支援員研修

事業の実施について」（平成２７年５月２１日付雇児発０５２１第１８号）

の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」（以下「子育て支援員研修事業

実施要綱」という。）別表１に定める基本研修及び別表２－２の３に定め

る子育て支援員専門研修（地域子育て支援コース）の「地域子育て支援拠

点事業」に規定する内容の研修を修了していることが望ましい。 

（３）実施主体（委託先を含む。）は、事業に従事する者を子育て支援員研修

実施要綱別表３及び別表４に定めるフォローアップ研修及び現任研修そ

の他各種研修会やセミナー等へ積極的に参加させ、事業に従事する者の資

質、技能等の向上を図ること。 

（４）近隣地域の拠点施設は、互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行う
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よう努めるとともに、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委

員（主任児童委員）、医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実

施するよう努めること。 

６ 費用 

（１）本事業の実施に要する経費について、国は別に定めるところにより補助

するものとする。 

（２）事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものと

する。 
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援
員
研
修
 
子
育
て
支
援
員
研
修
 
（
略
）
 

５
補
助
率
 

別
表
１

 

（
直
接
補
助
事
業
）

 

１
区
分
 

２
種
目
 

３
基
準
額
 

４
対
象
経
費
 

子
育
て
支
援
員
研
修
 
子
育
て
支
援
員
研
修
 
（
略
）

 

事
業
 

事
業
 

職
員
の
資
質
向
上
・
 
保
育
の
質
の
向
上
の
 
（
略
）

 

５
補
助
率
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

事
業
 

事
業
 

職
員
の
資
質
向
上
・
 
保
育
の
質
の
向
上
の
 
（
略
）
 

人
材
確
保
等
研
修
事
 
た
め
の
研
修
等
事
業
 

業
 

（
略
）

 

人
材
確
保
等
研
修
事
 
た
め
の
研
修
等
事
業
 

業
 

保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
 
（
略
）

 
（
略
）

 

ア
ッ
プ
研
修
事
業
 

新
規
卒
業
者
の
確
保
 
（
略
）

 
（
略
）

 

、
就
業
継
続
支
援
事

業
 

多
様
な
保
育
研
修
事
 
（
略
）

 
（
略
）

 

業
 

放
課
後
児
童
支
援
員
 
（
略
）

 
（
略
）

 

等
研
修
事
業
 

保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
 
（
略
）
 

（
略
）

 

ア
ッ
プ
研
修
事
業
 

新
規
卒
業
者
の
確
保
 
（
略
）
 

（
略
）

 

、
就
業
継
続
支
援
事

業
 

多
様
な
保
育
研
修
事
 
（
略
）
 

（
略
）

 

業
 

放
課
後
児
童
支
援
員
 
（
略
）
 

（
略
）

 

等
研
修
事
業
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
 
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
額
 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・

 
１
／
２
 

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事

業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研

修
事
業
 

別
表
２
 
（
略
）

 

修
事
業
に
必
要
な
報
酬
、
賃
金
、
報
償
費
、
共
済
費
、
旅
費
、

需
用
費
（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
光

熱
水
費
）
、
役
務
費
（
通
信
運
搬
費
、
広
告
料
）
、
委
託
料
、

使
用
料
及
び
賃
借
料
、
備
品
購
入
費
、
負
担
金
、
補
助
及
び
交

付
金
（
負
担
金
、
補
助
金
）
（
た
だ
し
、
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業
実
施
要
綱

」
の
５
に
定
め
る
研
修
受
講
者
の
実
費
負
担
相
当
額
等
を
除
く

。
）
 

業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・

援
助
を
行
う
会
員
研

修
事
業
 

別
表
２
 
（
略
）

 

、
共
済
費
、
旅
費
、
需
用
費
（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
食
糧
費

、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費
）
、
役
務
費
（
通
信
運
搬
費
、
広

告
料
）
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
、
備
品
購
入
費
、
負

担
金
、
補
助
及
び
交
付
金
（
負
担
金
、
補
助
金
）
（
た
だ
し
、

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

・
援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
の
５
に
定
め
る
研

修
受
講
者
の
実
費
負
担
相
当
額
等
を
除
く
。
）
 

（
略
）

 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業
に
必
要
な
報
酬
、
賃
金
、
報
償
費

（
略
）

 
（
略
）
 

（
略
）

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
 
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
額
 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
 
１
／
２
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 別紙様式第１                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       

都道府県・市町村 名　　　　　

歳　出　予　算　科　目
交付決定
の額

科目予算現額収入済額科目予算現額
うち国庫補
助金相当額

支出済額
うち国庫補
助金相当額

      　円        円        円        円        円        円        円

　（記載上の注意）

　１．「科目」は、国の歳出予算科目の区分に対応する部分まで区分して記載すること。

　２．「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減額等の区分を明らかにして記載すること。

　３．「備考」は、参考となるべき事項を適宜記載すること。

補助率

（元号）　　年度子 ど も ・ 子 育 て 支 援 体 制 整 備 総 合 推 進 事 業 費 補 助 金 調 書

国

地　　方　　公　　共　　団　　体

備    考
歳        入歳        出

 別紙様式第１                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       

都道府県・市町村 名　　　　　

歳　出　予　算　科　目
交付決定
の額

科目予算現額収入済額科目予算現額
うち国庫補
助金相当額

支出済額
うち国庫補
助金相当額

      　円        円        円        円        円        円        円

　（記載上の注意）

　１．「科目」は、国の歳出予算科目の区分に対応する部分まで区分して記載すること。

　２．「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減額等の区分を明らかにして記載すること。

　３．「備考」は、参考となるべき事項を適宜記載すること。

補助率

平成　　年度子 ど も ・ 子 育 て 支 援 体 制 整 備 総 合 推 進 事 業 費 補 助 金 調 書

国

地　　方　　公　　共　　団　　体

備    考
歳        入歳        出
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別
紙
様
式
第
２

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 
町
 
村
 
長

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

交
付
申
請
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
次
に
よ
り
国
庫
補
助
金
を
交
付
さ
れ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
す
る
。

１
 
国
庫
補
助
金
交
付
申
請
額
 

 
 
 
金
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
円

 

子
 育

 て
 支

 援
 員

 研
 修

 事
 業

 
 

  
 
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
 
 
金
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

 

２
 
（
元
号
）
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
所
要
額
調
書

 

（
別
表
１
）

 

３
 
（
元
号
）
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
内
訳
書
（
別
表
２
）

 

（
添
付
書
類
）

 

（
１
）

 
当
該
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
（
見
込
）
書
、
抄
本
（
当
該
補
助
事
業
の
支
出
予
定
額
を
備
考
欄
に
明
記

す
る
こ
と
。
）

 

（
２
）

 
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料

別
紙
様
式
第
２

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 
町
 
村
 
長

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

交
付
申
請
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
次
に
よ
り
国
庫
補
助
金
を
交
付
さ
れ
る
よ
う
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
す
る
。

１
 
国
庫
補
助
金
交
付
申
請
額
 

 
 
 
金
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
円

 

子
 育

 て
 支

 援
 員

 研
 修

 事
 業

 
 

  
 
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
 
 
金
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

 

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
所
要
額
調
書

 

（
別
表
１
）

 

３
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
内
訳
書
（
別
表
２
）

 

（
添
付
書
類
）

 

（
１
）

 
当
該
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
（
見
込
）
書
、
抄
本
（
当
該
補
助
事
業
の
支
出
予
定
額
を
備
考
欄
に
明
記

す
る
こ
と
。
）

 
（
２
）

 
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
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別表１（別紙様式第２関係）

（都道府県・市町村名）

区　　分総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
（Ａ－Ｂ）

対象経費の
支出予定額

基準額選定額国庫補助基本額国庫補助所要額

ＡＢＣＤＥＦＧＨ

円円円円円円円円

1/2

子育て支援員研修事
業

※１※２

※１※２

（記載上の注意）

　１　Ｅ欄には、厚生労働大臣が必要と認めた額を記入すること。

　２　Ｆ欄には、各事業ごとにＣ欄、Ｄ欄及びＥ欄とを比較して、最も少ない額を記入すること。

　３　Ｇ欄にはＦ欄の同額を記入すること。

　４　Ｈ欄には、Ｇ欄の額に１／２を乗じた額を記載すること。（事業ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。）

　５　保育士等キャリアアップ研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の３－５により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　６　多様な保育研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の５－３により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　

多様な保育研修事業
（直接補助事業分）

（元号）　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金所要額調書

新規卒業者の確保、就業継続支援事業

事　　業　　名

保育士等キャリアアップ研修事業
（間接補助事業分）

多様な保育研修事業
（間接補助事業分）

ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー・援
助を行う会員研修事業

合　　　　　　　計

子育て支援員研修事業

小　　　　計

保育士等キャリアアップ研修事業
（直接補助事業分）

放課後児童支援員等研修事業

保育の質の向上のための研修等事業
職員の資質向上・人
材確保等研修事業

別表１（別紙様式第２関係）

（都道府県・市町村名）

区　　分総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
（Ａ－Ｂ）

対象経費の
支出予定額

基準額選定額国庫補助基本額国庫補助所要額

ＡＢＣＤＥＦＧＨ

円円円円円円円円

1/2

子育て支援員研修事
業

00000

00000

00000

※１※２

00

00000

00000

※１※２

00

00000

00000

0

0

（記載上の注意）

　１　Ｅ欄には、厚生労働大臣が必要と認めた額を記入すること。

　２　Ｆ欄には、各事業ごとにＣ欄、Ｄ欄及びＥ欄とを比較して、最も少ない額を記入すること。

　３　Ｇ欄にはＦ欄の同額を記入すること。

　４　Ｈ欄には、Ｇ欄の額に１／２を乗じた額を記載すること。（事業ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。）

　５　保育士等キャリアアップ研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の３－５により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　６　多様な保育研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の５－３により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　

多様な保育研修事業
（直接補助事業分）

平成　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金所要額調書

新規卒業者の確保、就業継続支援事業

保育士等キャリアアップ研修事業
（間接補助事業分）

多様な保育研修事業
（間接補助事業分）

保育士等キャリアアップ研修事業
（直接補助事業分）

放課後児童支援員等研修事業

保育の質の向上のための研修等事業
職員の資質向上・人
材確保等研修事業

事　　業　　名

ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー研
修事業

合　　　　　　　計

子育て支援員研修事業

小　　　　計
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別表２（別紙様式第２関係）

１．子育て支援員研修事業 （総括表）
（都道府県・市町村名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

回人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．①欄は、「基本」・「地域保育」・「地域子育て支援」・「放課後児童」・「社会的養護」・「フォローアップ・現任」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

2．②欄は、①欄が「地域保育」・「地域子育て支援」の場合のみ記載すること。

①欄が「地域保育」の場合には、「地域型保育」・「一時預かり」・「ファミサポ」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を変えて記載すること。）

①欄が「地域子育て支援」の場合には、「利用者支援（基本型）」・「利用者支援（特定型）」・「地域子育て支援拠点」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

3．④欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

4．⑥欄は、実施延べ回数を記載すること。

5．⑦欄は、研修受講（予定）者の実人員数を記載すること。

6．⑧欄は、⑨、⑩、⑪欄の額の合計となること。

⑧欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

（元号）　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金内訳書

研修受講
（予定）者数

研修実施事業者（所）名 コース等名分野名

対象経費の支出予定額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他
研修開催場所

直営・委託
の別

開催
（予定）
回数

円 回人 か所円円 円

No

合計

別表２（別紙様式第２関係）

１．子育て支援員研修事業 （総括表）
（都道府県・市町村名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

回人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．①欄は、「基本」・「地域保育」・「地域子育て支援」・「放課後児童」・「社会的養護」・「フォローアップ・現任」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

2．②欄は、①欄が「地域保育」・「地域子育て支援」の場合のみ記載すること。

①欄が「地域保育」の場合には、「地域型保育」・「一時預かり」・「ファミサポ」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を変えて記載すること。）

①欄が「地域子育て支援」の場合には、「利用者支援（基本型）」・「利用者支援（特定型）」・「地域子育て支援拠点」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

3．④欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

4．⑥欄は、実施延べ回数を記載すること。

5．⑦欄は、研修受講（予定）者の実人員数を記載すること。

6．⑧欄は、⑨、⑩、⑪欄の額の合計となること。

⑧欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

か所

平成　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金内訳書

研修受講
（予定）者数

0

研修実施事業者（所）名 コース等名分野名

0

対象経費の支出予定額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他

開催
（予定）
回数

研修開催場所
直営・委託

の別

0

円

0

0

回

000

人

00

円円 円

No

合計0

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
２
関
係
）
 

１
－
１
．
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
（
個
票
－
基
本
研
修
）
～
５
－
３
．
多
様
な
保
育
研
修
事
業
（
間
接
補
助
事
業
分
）
国
庫
補
助
金
所
要
額

明
細
書
 
（
略
）
 

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
２
関
係
）
 

１
－
１
．
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
（
個
票
－
基
本
研
修
）
～
５
－
３
．
多
様
な
保
育
研
修
事
業
（
間
接
補
助
事
業
分
）
国
庫
補
助
金
所
要
額

明
細
書
 
（
略
）
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別表２（別紙様式第２関係）

６．放課後児童支援員等研修事業　（総括表）

（１）放課後児童支援員認定資格研修事業

（都道府県・指定都市名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

回人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．②欄は、①欄が「委託」の場合に、その委託先を記入すること。

2．③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

3．④欄は、実施延べ回数を記載すること。

4．⑤欄は、研修受講（予定）者の実人員数を記載すること。

5．⑥欄は、⑦、⑧、⑨欄の額の合計となること。

回人円円円円

合計
か所

開催
（予定）
回数

研修受講
（予定）者数

対象経費の支出予定額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他 No
運営形態

（直営・委託の別）
委託先研修開催場所

別表２（別紙様式第２関係）

６．放課後児童支援員等研修事業　（総括表）

（１）放課後児童支援員認定資格研修事業

（都道府県名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

回人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．②欄は、①欄が「委託」の場合に、その委託先を記入すること。

2．③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

3．④欄は、実施延べ回数を記載すること。

4．⑤欄は、研修受講（予定）者の実人員数を記載すること。

5．⑥欄は、⑦、⑧、⑨欄の額の合計となること。

回人円円円円

合計
か所

開催
（予定）
回数

研修受講
（予定）者数

対象経費の支出予定額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他 No
運営形態

（直営・委託の別）
委託先研修開催場所

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
２
関
係
）
 

６
（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
～
６
（
４
）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業
（
個
票
）
 
（
略
）
 

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
２
関
係
）
 

６
（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
～
６
（
４
）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業
（
個
票
）
 
（
略
）
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別表２（別紙様式第２関係）

７．ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業（総括表）

（都道府県・市町村名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧

（記載上の注意）
１　研修各回毎に個別に記載すること。行が足りない場合、適宜追加して記載すること。

２　②欄は①欄が委託の場合、委託先名称を記載すること。

３　③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

４　④欄は、研修受講（予定）者の実人員数を記載すること。

５　⑤欄は該当する内容の研修を実施していれば○を記載すること(必須要件ではない）。

６　⑥欄は、⑦、⑧欄の額の合計となること。

　　⑥欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

円円円

円円 人円

合計

か所人

4

3

2

対象経費の支出予定額

研修会開催
経費

その他

1

Ｎｏ直営・委託の別委託先名称研修開催場所
研修受講

(予定）者数

「活動を安全に行うため
の研修」の実施

の有無

別表２（別紙様式第２関係）

７．ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー研修事業（総括表）

（都道府県名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧

（記載上の注意）
１　研修各回毎に個別に記載すること。行が足りない場合、適宜追加して記載すること。

２　②欄は①欄が委託の場合、委託先名称を記載すること。

３　③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

４　④欄は、研修受講（予定）者の実人員数を記載すること。

５　⑤欄は該当する内容の研修を実施していれば○を記載すること(必須要件ではない）。

６　⑥欄は、⑦、⑧欄の額の合計となること。

　　⑥欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

円円円

円円 人円

合計

か所人

4

3

2

対象経費の支出予定額

研修会開催
経費

その他

1

Ｎｏ直営・委託の別委託先名称研修開催場所
研修受講

(予定）者数

「活動を安全に行うため
の研修」の実施

の有無
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別
表
２
（別
紙
様
式
第
２
関
係
）

７
 フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業

 （
個
票
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業
計
画
書

(1
)
N
o.

(2
)
委
託
先
名
称

(3
)
研
修
開
催
場
所

(4
)
支
出
予
定
額
内
訳
表

費
 目

 対
象
経
費
の
支
出
予
定
額

 積
 算

 内
 訳

研 修 開 催 に 必 要 な 経 費

小
 計

そ の 他 必 要 な 経 費

小
 計

合
 計

（記
載
上
の
注
意
）

1.
本
表
は
、
「総
括
表
」の
各
行
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

2.
(1
)に
は
、
｢総
括
表
｣の
最
左
欄
の
通
し
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

3.
(4
）の
費
目
欄
の
各
経
費
の
小
計
は
、
「総
括
表
」の
⑦
欄
、
⑧
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
一
致
し
て
い
る
こ
と
。

別
紙
様
式
第
３

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
号

 

(単
位
：円
）

別
表
２
（別
紙
様
式
第
２
関
係
）

７
 フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業

 （
個
票
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業
計
画
書

(1
)
N
o.

(2
)
委
託
先
名
称

(3
)
研
修
開
催
場
所

(4
)
支
出
予
定
額
内
訳
表

費
 目

 対
象
経
費
の
支
出
予
定
額

 積
 算

 内
 訳

研 修 開 催 に 必 要 な 経 費

小
 計

そ の 他 必 要 な 経 費

小
 計

合
 計

（記
載
上
の
注
意
）

1.
本
表
は
、
「総
括
表
」の
各
行
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

2.
(1
)に
は
、
｢総
括
表
｣の
最
左
欄
の
通
し
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

3.
(4
）の
費
目
欄
の
各
経
費
の
小
計
は
、
「総
括
表
」の
⑦
欄
、
⑧
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
一
致
し
て
い
る
こ
と
。

(単
位
：円
）
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（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

道
府
県
知
事
 
印

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
申
請
書
を
受
理
し
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
適
正
と
認

め
ら
れ
る
の
で
提
出
す
る
。

 

（
添
付
書
類
）

 

１
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
所
要
額
市
町
村
別

内
訳
表

 

２
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分

別
紙
様
式
第
３

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

道
府
県
知
事
 
印

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
申
請
書
を
受
理
し
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
適
正
と
認

め
ら
れ
る
の
で
提
出
す
る
。

 

（
添
付
書
類
）

 

１
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
所
要
額
市
町
村
別

内
訳
表

 

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分
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（
別
紙
様
式
第
３
・
４
関
係
）

（
元
号
）
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
所
要
額
市
町
村
別
内
訳
表

都
道
府
県
名

市
町
村
名

（
別
紙
様
式
第
３
・
４
関
係
）

平
成

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
所
要
額
市
町
村
別
内
訳
表

都
道
府
県
名

市
町
村
名

合
計
（
  
  
  
  
 市
町
村
分
）

合
計
（
  
  
  
  
 市
町
村
分
）

国
庫
補
助
所
要
額

国
庫
補
助
所
要
額

0
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別
紙
様
式
第
４

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

東
京
都
知
事
 
 
印

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
申
請
書
を
受
理
し
た
の
で
提
出
す
る
。

（
添
付
書
類
）

 

１
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
所
要
額
市
町
村
別

内
訳
表

 

２
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分

別
紙
様
式
第
４

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

東
京
都
知
事
 
 
印

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
申
請
書
を
受
理
し
た
の
で
提
出
す
る
。

（
添
付
書
類
）

 

１
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
所
要
額
市
町
村
別

内
訳
表

 

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分
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別
紙
様
式
第
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
番
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
号
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書

 

市
 
町
 
村
 
名
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
第
 
 
号
で
申
請
の
あ
っ
た
（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
 

体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る

 

予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条
 

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
［
（
修
正
の
場
合
）
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
修
正
の
う
え
］
（
元
号
）
○
年
 

○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
を
も
っ
て
次
の
と
お
り
交
付
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
の
で
、
 

同
法
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
。
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

都
道
府
県
知
事
 
 
印

１
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
 

厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
の
別
紙
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
 

総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
要
綱
」
（
以
下
「
交
付
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
３
に
規
定
す
る
事
業
で

 

あ
り
、
そ
の
内
容
は
（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 

 
日
第
 
 
号
申
請
書
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

２
 
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
補
助
金
の
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
事
業
の
内
容
が
変
更
さ
れ
た
 

場
合
に
お
い
て
、
事
業
に
要
す
る
経
費
又
は
補
助
金
の
額
が
変
更
さ
れ
る
と
き
は
、
別
に
通
知
す
る
と
こ
ろ

 

に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

事
業
に
要
す
る
経
費
 
 

 
 
 

 
金
 
 
 

 
 
 
円
 

補
 
助
 
金
 
の
 
額
 

 
 

 
 
 
金
 
 

 
 
 

 
円

３
 
事
業
に
要
す
る
経
費
の
配
分
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
補
助
金
の
区
分
は
、
（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
 
日
 

第
 
 
号
申
請
書
の
所
要
額
調
書
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。

４
 
 
こ
の
補
助
金
の
額
の
決
定
は
、
交
付
要
綱
の
４
に
定
め
る
交
付
額
の
算
定
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
 

る
。
 

５
 
こ
の
補
助
金
は
、
交
付
要
綱
の
５
に
規
定
す
る
事
項
を
条
件
と
し
て
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

６
 
事
業
に
係
る
事
業
実
績
報
告
は
、
交
付
要
綱
の
1
0
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
。
 

７
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
条
件
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
９
条
第
１
項
の
規
 

定
に
よ
る
申
請
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
限
は
、
（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 

 
日
と
す
る
。
 

別
紙
様
式
第
５
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
番
 

 
 
 

 
 
 

 
 
号
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書

 

市
 
町
 
村
 
名
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
第
 

 
号
で
申
請
の
あ
っ
た
平
成
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
 

総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執

 

行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条
第
１
項
の
 

規
定
に
よ
り
、
［
（
修
正
の
場
合
）
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
修
正
の
う
え
］
平
成
○
年
○
月
○
日
厚
生
 

労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
を
も
っ
て
次
の
と
お
り
交
付
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
８
条
の

 

規
定
に
よ
り
通
知
す
る
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

都
道
府
県
知
事
 
 
印

１
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
厚
生
 

労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
の
別
紙
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
 

推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
要
綱
」
（
以
下
「
交
付
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
３
に
規
定
す
る
事
業
で
あ
り
、

 

そ
の
内
容
は
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
第
 
 
号
申
請
書
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

２
 
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
補
助
金
の
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
事
業
の
内
容
が
変
更
さ
れ
た
 

場
合
に
お
い
て
、
事
業
に
要
す
る
経
費
又
は
補
助
金
の
額
が
変
更
さ
れ
る
と
き
は
、
別
に
通
知
す
る
と
こ
ろ

 

に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

事
業
に
要
す
る
経
費
 
 

 
 
 

 
金
 
 
 

 
 
 
円
 

補
 
助
 
金
 
の
 
額
 

 
 

 
 
 
金
 
 

 
 
 

 
円

３
 
 
こ
の
補
助
金
の
額
の
決
定
は
、
交
付
要
綱
の
４
に
定
め
る
交
付
額
の
算
定
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
 

る
。
 

４
 
こ
の
補
助
金
は
、
交
付
要
綱
の
５
に
規
定
す
る
事
項
を
条
件
と
し
て
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

５
 
事
業
に
係
る
事
業
実
績
報
告
は
、
交
付
要
綱
の
1
0
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
。
 

６
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
条
件
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
９
条
第
１
項
の
規
 

定
に
よ
る
申
請
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
限
は
、
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
と
す
る
。
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別
紙
様
式
第
６

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 番
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 
町
 
村
 
長

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

変
更
交
付
申
請
に
つ
い
て

 

（
元
号
）
 
年

 
月
 
日
厚
生
労
働
省
発
子
 

 
 
第

 
号
を
も
っ
て
交
付
決
定
を
受
け
た
標
記
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
事
業
内
容
を
変
更
し
た
い
の
で
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
す
る
。

 

１
 
国
庫
補
助
金
交
付
申
請
額
 

 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

 

子
 
育
 
て

 
支
 
援
 
員
 
研
 
修
 
事
 
業

  
 
金
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業

  
 金

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
円

２
 
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

 

３
 
（
元
号
）
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
変
更
所
要
額
調
書

 

（
別
表
１
）

 

４
 
（
元
号
）
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
内
訳
書
（
別
表
２
）

 

（
添
付
書
類
）

 

（
１
）

 
当
該
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
（
見
込
）
書
、
抄
本
（
当
該
補
助
事
業
の
支
出
予
定
額
を
備

考
欄
に
明
記
す
る
こ
と
。
）

 

（
２
）

 
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料

別
紙
様
式
第
６

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 
町
 
村
 
長

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

変
更
交
付
申
請
に
つ
い
て

 

平
成
 
年
 
月
 
日
厚
生
労
働
省
発
子
 
 
 
第
 
号
を
も
っ
て
交
付
決
定
を
受
け
た
標
記
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
事
業
内
容
を
変
更
し
た
い
の
で
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
す
る
。

 

１
 
国
庫
補
助
金
交
付
申
請
額
 

 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

 

子
 
育
 
て
 
支
 
援
 
員
 
研
 
修
 
事
 
業

  
 
金
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
円

職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業

  
 金

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
円

２
 
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

 

３
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
変
更
所
要
額
調
書

 

（
別
表
１
）

 

４
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
内
訳
書
（
別
表
２
）

 

（
添
付
書
類
）

 

（
１
）

 
当
該
年
度
の
歳
入
歳
出
予
算
（
見
込
）
書
、
抄
本
（
当
該
補
助
事
業
の
支
出
予
定
額
を
備

考
欄
に
明
記
す
る
こ
と
。
）

 

（
２
）

 
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
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別表１（別紙様式第６関係）

（都道府県・市町村名）

区　　分総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
（Ａ－Ｂ）

対象経費の
支出予定額

基準額選定額国庫補助基本額国庫補助所要額既交付決定額
差引追加

交付（一部取消）
所要額

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪ

円円円円円円円円円円

1/2

子育て支援員研修事
業

※１※２

※１※２

（記載上の注意）

　１　Ｅ欄には、厚生労働大臣が必要と認めた額を記入すること。

　２　Ｆ欄には、各事業ごとにＣ欄、Ｄ欄及びＥ欄とを比較して、最も少ない額を記入すること。

　３　Ｇ欄にはＦ欄の同額を記入すること。

　４　Ｈ欄には、Ｇ欄の額に１／２を乗じた額を記載すること。（事業ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。）

　５　保育士等キャリアアップ研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の３－５により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　６　多様な保育研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の５－３により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

保育士等キャリアアップ研修事業
（間接補助事業分）

多様な保育研修事業
（間接補助事業分）

新規卒業者の確保、就業継続支援事業

保育士等キャリアアップ研修事業
（直接補助事業分）

職員の資質向上・人
材確保等研修事業

ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー・援
助を行う会員研修事業

　

（元号）　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金変更所要額調書

事　　業　　名

保育の質の向上のための研修等事業

子育て支援員研修事業

多様な保育研修事業
（直接補助事業分）

放課後児童支援員等研修事業

合　　　　　　　計

小　　　　計

注）別表２は、別紙様式２別表２を準用すること

別表１（別紙様式第６関係）

（都道府県・市町村名）

区　　分総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
（Ａ－Ｂ）

対象経費の
支出予定額

基準額選定額国庫補助基本額国庫補助所要額既交付決定額
差引追加

交付（一部取消）
所要額

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪ

円円円円円円円円円円

1/2

子育て支援員研修事
業

00000

00000

00000

※１※２

0

00000

00000

※１※２

0

00000

00000

000

000

（記載上の注意）

　１　Ｅ欄には、厚生労働大臣が必要と認めた額を記入すること。

　２　Ｆ欄には、各事業ごとにＣ欄、Ｄ欄及びＥ欄とを比較して、最も少ない額を記入すること。

　３　Ｇ欄にはＦ欄の同額を記入すること。

　４　Ｈ欄には、Ｇ欄の額に１／２を乗じた額を記載すること。（事業ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。）

　５　保育士等キャリアアップ研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の３－５により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　６　多様な保育研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の５－３により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

子育て支援員研修事業

多様な保育研修事業
（直接補助事業分）

放課後児童支援員等研修事業

合　　　　　　　計

小　　　　計

多様な保育研修事業
（間接補助事業分）

新規卒業者の確保、就業継続支援事業

保育士等キャリアアップ研修事業
（直接補助事業分）

職員の資質向上・人
材確保等研修事業

ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー研
修事業

保育士等キャリアアップ研修事業
（間接補助事業分）

　

平成　　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金変更所要額調書

事　　業　　名

保育の質の向上のための研修等事業

注）別表２は、別紙様式２別表２を準用すること
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別
紙
様
式
第
７
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
番
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
号
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

道
府
県
知
事
 
印

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の
 

変
更
交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
変
更
申
請
書
を
受
理
し
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
適
正

と
認
め
ら
れ
る
の
で
提
出
す
る
。
 

（
添
付
書
類
）
 

１
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
変
更
所
要
額
市

町
村
別
内
訳
表
 

２
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
変
更
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分

別
紙
様
式
第
７
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
番
 
 
 

 
 
 

 
 
 
号
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

道
府
県
知
事
 
印

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の
 

変
更
交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
変
更
申
請
書
を
受
理
し
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
適
正

と
認
め
ら
れ
る
の
で
提
出
す
る
。
 

（
添
付
書
類
）
 

１
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
変
更
所
要
額
市
町
村

別
内
訳
表
 

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
変
更
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分
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（
別
紙
様
式
第
７
・
８
関
係
）

（
元
号
）
 

  
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
変
更
所
要
額
市
町
村
別
内
訳
表

都
道
府
県
名

差
引
追
加
交
付

市
町
村
名

 
国
庫
補
助
所
要
額

 
既
交
付
決
定
額

（
一
部
取
消
）
所
要
額

合
計
（
  
  
  
  
 市
町
村
分
）

※
変
更
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
市
町
村
分
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

（
別
紙
様
式
第
７
・
８
関
係
）

平
成

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
変
更
所
要
額
市
町
村
別
内
訳
表

都
道
府
県
名

差
引
追
加
交
付

市
町
村
名

 
国
庫
補
助
所
要
額

 
既
交
付
決
定
額

（
一
部
取
消
）
所
要
額

合
計
（
  
  
  
  
 市
町
村
分
）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※
変
更
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
市
町
村
分
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

0
0

－129－



別
紙
様
式
第
８

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 番

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
号
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

東
京
都
知
事
 
 
印

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の
 

変
更
交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
変
更
申
請
書
を
受
理
し
た
の
で
提
出
す
る
。

（
添
付
書
類
）
 

１
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
変
更
所
要
額

市
町
村
別
内
訳
表
 

２
 
（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
変
更
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分

別
紙
様
式
第
８
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 番

 
 

 
 
 
 

 
 
 
号
 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

東
京
都
知
事
 
 
印

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の
 

変
更
交
付
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
 

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
変
更
申
請
書
を
受
理
し
た
の
で
提
出
す
る
。

（
添
付
書
類
）
 

１
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
変
更
所
要
額
市
町
村

別
内
訳
表
 

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
変
更
交
付
申
請
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分
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別
紙
様
式
第
９

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 番
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金

 

変
更
交
付
決
定
通
知
書

 

市
 町

 村
 名

  
  

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
第
 
 
号
で
交
付
決
定
の
通
知
を
し
た
（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子

 

育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
（
元
号
）

 

年
 

 
月
 

 
日
第
 
 
号
申
請
に
基
づ
き
、
（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第

○
号
を
も
っ
て
、
決
定
の
内
容
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
の
で
通
知
す
る
。

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

都
道
府
県
知
事

  
印

 

１
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第

 

○
号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
の
別
紙
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金

 

交
付
要
綱
」
の
３
に
規
定
す
る
事
業
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 

 
日
第
 
 
号
申

 

請
書
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

２
 
こ
の
補
助
金
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

今
 
回
 
交
 
付
 
決
 
定
 
額
 

 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

前
 
回
 
交
 
付
 
決
 
定
 
額
 

 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

差
 引

 追
 加

 （
減
少
）
額

 
 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

３
 
事
業
に
要
す
る
経
費
の
配
分
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
補
助
金
の
区
分
は
、
（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
 

日
 
 
第
 
 
号
申
請
書
の
所
要
額
調
書
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。

４
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
条
件
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の

 

執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の

 

取
下
げ
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
限
は
、
（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
と
す
る
。

 

別
紙
様
式
第
９

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金

 

変
更
交
付
決
定
通
知
書

 

市
 町

 村
 名

  
  

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
第
 

 
号
で
交
付
決
定
の
通
知
を
し
た
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支

 

援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
 
 
年

 

月
 
 
日
第
 

 
号
申
請
に
基
づ
き
、
平
成
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
を
も
っ

て
、
決
定
の
内
容
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
の
で
通
知
す
る
。

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

都
道
府
県
知
事

  
印

 

１
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号

 

厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
の
別
紙
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付

 

要
綱
」
の
３
に
規
定
す
る
事
業
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
第
 

 
号
申
請
書
記
載

 

の
と
お
り
で
あ
る
。

 

２
 
こ
の
補
助
金
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

今
 
回
 
交
 
付
 
決
 
定
 
額
 

 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

前
 
回
 
交
 
付
 
決
 
定
 
額
 

 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

差
 引

 追
 加

 （
減
少
）
額

 
 
 
金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

３
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
条
件
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
 

執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の

 

取
下
げ
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
期
限
は
、
平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
と
す
る
。
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別
紙
様
式
第
１
０
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 番
  

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 町

 村
 長

（
元
号
）

 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金

 

の
事
業
実
績
報
告
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
実
績
を
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
報
告
す
る
。

１
 
（
元
号
）
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
書
（
別
表
１
）

 

２
 
（
元
号
）
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
内
訳
書
（
別
表
２
）

 

添
付
書
類

（
１
）

 
当
該
年
度
の
歳
入
歳
出
決
算
（
見
込
）
書
、
抄
本
（
当
該
補
助
事
業
の
支
出
済
額
を
備
考
欄
に

明
記
す
る
こ
と
。
）

 

（
２
）

 
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料

別
紙
様
式
第
１
０
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 番
 
 
 

 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 町

 村
 長

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金

 

の
事
業
実
績
報
告
に
つ
い
て

 

標
記
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
実
績
を
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
報
告
す
る
。

１
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
書
（
別
表
１
）

 

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
内
訳
書
（
別
表
２
）

 

添
付
書
類

（
１
）

 
当
該
年
度
の
歳
入
歳
出
決
算
（
見
込
）
書
、
抄
本
（
当
該
補
助
事
業
の
支
出
済
額
を
備
考
欄
に

明
記
す
る
こ
と
。
）

 

（
２
）

 
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
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別表１（別紙様式第１０関係）

区　　分総事業費
寄　付　金

その他の収入額
差引額

（Ａ－Ｂ）
対象経費の
実支出額

基準額選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

国庫補助金
交付決定額

国庫補助金
受入済額

差引
過不足額
（Ｊ－Ｈ）

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫ

円円円円円円円円円円円

1/2

子育て支援員研修
事業

※１※２

※１※２

（記載上の注意）

　１　Ｅ欄には、本通知に定める基準額又は厚生労働大臣が必要と認めた額を記入すること。

　２　Ｆ欄には、各事業ごとにＣ欄、Ｄ欄及びＥ欄とを比較して、最も少ない額を記入すること。

　３　Ｇ欄にはＦ欄の同額を記入すること。

　４　Ｈ欄には、Ｇ欄の額に１／２を乗じた額を記載すること。（事業ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。）

　５　保育士等キャリアアップ研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の３－５により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　６　多様な保育研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の５－３により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

多様な保育研修事業
（間接補助事業分）

小　　　　計

職員の資質向上・
人材確保等研修事
業

合　　　　　　　計

子育て支援員研修事業

放課後児童支援員等研修事業

新規卒業者の確保、就業継続支援事業

ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー・
援助を行う会員研修事業

保育士等キャリアアップ研修事業
（間接補助事業分）

（都道府県・市町村名）

（元号）　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業業費国庫補助金精算書

多様な保育研修事業
（間接補助事業分）

　

事　　業　　名

保育の質の向上のための研修等事業

保育士等キャリアアップ研修事業
（直接補助事業分）

別表１（別紙様式第１０関係）

区　　分総事業費
寄　付　金

その他の収入額
差引額

（Ａ－Ｂ）
対象経費の
実支出額

基準額選定額
国庫補助
基本額

国庫補助
所要額

国庫補助金
交付決定額

国庫補助金
受入済額

差引
過不足額
（Ｊ－Ｈ）

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫ

円円円円円円円円円円円

1/2

子育て支援員研修
事業

000000

000000

000000

※１※２

000

000
0

00

000
0

00

※１※２

000

000
0

00

000000

0000

0000

（記載上の注意）

　１　Ｅ欄には、本通知に定める基準額又は厚生労働大臣が必要と認めた額を記入すること。

　２　Ｆ欄には、各事業ごとにＣ欄、Ｄ欄及びＥ欄とを比較して、最も少ない額を記入すること。

　３　Ｇ欄にはＦ欄の同額を記入すること。

　４　Ｈ欄には、Ｇ欄の額に１／２を乗じた額を記載すること。（事業ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。）

　５　保育士等キャリアアップ研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の３－５により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

　６　多様な保育研修事業（間接補助事業分）のＧ欄及びＨ欄には、別表２の５－３により算出した額（※１及び※２）を記入すること。

平成　　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業業費国庫補助金精算書
　

事　　業　　名

保育の質の向上のための研修等事業

保育士等キャリアアップ研修事業
（直接補助事業分）

保育士等キャリアアップ研修事業
（間接補助事業分）

（都道府県・市町村名）

合　　　　　　　計

子育て支援員研修事業

放課後児童支援員等研修事業

新規卒業者の確保、就業継続支援事業

ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー
研修事業

多様な保育研修事業
（直接補助事業分）

小　　　　計

職員の資質向上・
人材確保等研修事
業

多様な保育研修事業
（間接補助事業分）
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別表２（別紙様式第１０関係）

１．子育て支援員研修事業 （総括表）
（都道府県・市町村名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫

回人人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．①欄は、「基本」・「地域保育」・「地域子育て支援」・「放課後児童」・「社会的養護」・「フォローアップ・現任」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

2．②欄は、①欄が「地域保育」・「地域子育て支援」の場合のみ記載すること。

①欄が「地域保育」の場合には、「地域型保育」・「一時預かり」・「ファミサポ」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を変えて記載すること。）

①欄が「地域子育て支援」の場合には、「利用者支援（基本型）」・「利用者支援（特定型）」・「地域子育て支援拠点」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

3．④欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

4．⑥欄は、実施延べ回数を記載すること。

5．⑦欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

6．⑧欄は、受講者のうち、修了証明書、修了証書の交付をした者の人数を記載すること。

の実人員数を記載すること。（従事予定者を含む）

7．⑨欄は、⑩、⑪、⑫欄の額の合計となること。

⑨欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

人円円円円

合計
回人

開催
回数

研修受講者数

対象経費の実支出額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他
認定者数

か所

（元号）　　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金内訳書

No研修実施事業者（所）名研修開催場所
直営・委託

の別
コース等名分野名

別表２（別紙様式第１０関係）

１．子育て支援員研修事業 （総括表）
（都道府県・市町村名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫

回人人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．①欄は、「基本」・「地域保育」・「地域子育て支援」・「放課後児童」・「社会的養護」・「フォローアップ・現任」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

2．②欄は、①欄が「地域保育」・「地域子育て支援」の場合のみ記載すること。

①欄が「地域保育」の場合には、「地域型保育」・「一時預かり」・「ファミサポ」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を変えて記載すること。）

①欄が「地域子育て支援」の場合には、「利用者支援（基本型）」・「利用者支援（特定型）」・「地域子育て支援拠点」の別を記載すること。（複数該当する場合は行を分けて記載すること。）

3．④欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

4．⑥欄は、実施延べ回数を記載すること。

5．⑦欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

6．⑧欄は、受講者のうち、修了証明書、修了証書の交付をした者の人数を記載すること。

の実人員数を記載すること。（従事予定者を含む）

7．⑨欄は、⑩、⑪、⑫欄の額の合計となること。

⑨欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

か所

平成　　　年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金内訳書

No研修実施事業者（所）名研修開催場所
直営・委託

の別
コース等名分野名

開催
回数

研修受講者数

対象経費の実支出額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他
認定者数

0

0

0

0

0

合計
回人円円円円

000000 0

人

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
１
０
関
係
）

 

１
－
１
．
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
（
個
票
－
基
本
研
修
）
～
５
－
３
．
多
様
な
保
育
研
修
事
業
（
間
接
補
助
事
業
分
）
国
庫
補
助
金
所
要
額

明
細
書
 
（
略
）
 

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
１
０
関
係
）
 

１
－
１
．
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
（
個
票
－
基
本
研
修
）
～
５
－
３
．
多
様
な
保
育
研
修
事
業
（
間
接
補
助
事
業
分
）
国
庫
補
助
金
所
要
額

明
細
書
 
（
略
）
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別表２（別紙様式第１０関係）

６．放課後児童支援員等研修事業　（総括表）

（１）放課後児童支援員認定資格研修事業

（都道府県・指定都市名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

回人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．②欄は、①欄が「委託」の場合に、その委託先を記入すること。

2．③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

3．④欄は、実施延べ回数を記載すること。

4．⑤欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

5．⑥欄は、⑦、⑧、⑨欄の額の合計となること。

回人円円円円

合計
か所

開催
回数

研修受講
者数

対象経費の実支出額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他 No
運営形態

（直営・委託の別）
委託先研修開催場所

別表２（別紙様式第１０関係）

６．放課後児童支援員等研修事業　（総括表）

（１）放課後児童支援員認定資格研修事業

（都道府県名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

回人円円円円

1

2

3

4

5

（記載上の注意）

1．②欄は、①欄が「委託」の場合に、その委託先を記入すること。

2．③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

3．④欄は、実施延べ回数を記載すること。

4．⑤欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

5．⑥欄は、⑦、⑧、⑨欄の額の合計となること。

回人円円円円

合計
か所

開催
回数

研修受講
者数

対象経費の実支出額

研修会開催
経費

認定事務等
経費

その他 No
運営形態

（直営・委託の別）
委託先研修開催場所

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
１
０
関
係
）
 

６
（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
～
６
（
４
）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業
（
個
票
）

 
（
略
）
 

別
表
２
（
別
紙
様
式
第
１
０
関
係
）
 

６
（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業
～
６
（
４
）
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業
（
個
票
）
 
（
略
）
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別表２（別紙様式第１０関係）

７．ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー・援助を行う会員研修事業（総括表）

（都道府県・市町村名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧

（記載上の注意）
１　研修各回毎に個別に記載すること。行が足りない場合、適宜追加して記載すること。

２　②欄は①欄が委託の場合、委託先名称を記載すること。

３　③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

４　④欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

５　⑤欄は該当する内容の研修を実施していれば○を記載すること(必須要件ではない）。

６　⑥欄は、⑦、⑧欄の額の合計となること。

　　⑥欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

円円円

合計

か所人

4

3

2

円円

対象経費の実支出額

研修会開催
経費

その他

1

人円

Ｎｏ直営・委託の別委託先名称研修開催場所
研修受講

者数

「活動を安全に行うため
の研修」の実施

の有無

別表２（別紙様式第１０関係）

７．ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー研修事業（総括表）

（都道府県名）

計

①②③④⑤⑥⑦⑧

（記載上の注意）
１　研修各回毎に個別に記載すること。行が足りない場合、適宜追加して記載すること。

２　②欄は①欄が委託の場合、委託先名称を記載すること。

３　③欄は、研修を開催する施設名及び住所を記載すること。

４　④欄は、研修受講者の実人員数を記載すること。

５　⑤欄は該当する内容の研修を実施していれば○を記載すること(必須要件ではない）。

６　⑥欄は、⑦、⑧欄の額の合計となること。

　　⑥欄の合計額は、別表１のD欄と一致していること。

円円円

合計

か所人

4

3

2

円円

対象経費の実支出額

研修会開催
経費

その他

1

人円

Ｎｏ直営・委託の別委託先名称研修開催場所
研修受講

者数

「活動を安全に行うため
の研修」の実施

の有無
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別
表
２
（別
紙
様
式
第
１
０
関
係
）

７
 フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業

 （
個
票
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業
実
績
報
告
書

(1
)
N
o.

(2
)
委
託
先
名
称

(3
)
研
修
開
催
場
所

(4
)
実
支
出
額
内
訳
表

費
 目

 対
象
経
費
の
実
支
出
額

 積
 算

 内
 訳

研 修 開 催 に 必 要 な 経 費

小
 計

そ の 他 必 要 な 経 費

小
 計

合
 計

（記
載
上
の
注
意
）

1.
本
表
は
、
「総
括
表
」の
各
行
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

2.
(1
)に
は
、
｢総
括
表
｣の
最
左
欄
の
通
し
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

3.
(4
）の
費
目
欄
の
各
経
費
の
小
計
は
、
「総
括
表
」の
⑦
欄
、
⑧
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
一
致
し
て
い
る
こ
と
。

(単
位
：円
）

別
表
２
（別
紙
様
式
第
１
０
関
係
）

７
 フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業

 （
個
票
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業
実
績
報
告
書

(1
)
N
o.

(2
)
委
託
先
名
称

(3
)
研
修
開
催
場
所

(4
)
実
支
出
額
内
訳
表

費
 目

 対
象
経
費
の
実
支
出
額

 積
 算

 内
 訳

研 修 開 催 に 必 要 な 経 費

小
 計

そ の 他 必 要 な 経 費

小
 計

合
 計

（記
載
上
の
注
意
）

1.
本
表
は
、
「総
括
表
」の
各
行
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

2.
(1
)に
は
、
｢総
括
表
｣の
最
左
欄
の
通
し
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

3.
(4
）の
費
目
欄
の
各
経
費
の
小
計
は
、
「総
括
表
」の
⑦
欄
、
⑧
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
一
致
し
て
い
る
こ
と
。

(単
位
：円
）
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別
紙
様
式
第
１
１

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 番

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

道
府
県
知
事
 
印

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

事
業
実
績
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
に
よ
り
交
付
決
定
さ
れ
た
（
元
号
）

年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村

 

の
事
業
実
績
報
告
書
を
受
理
し
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
適
正
と
認
め
ら
れ
る
の
で
提
出
す
る
。

 

（
添
付
書
類
）

 

１
 
（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
額
市
町
村

別
内
訳
表

２
 
（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
事
業
実
績
報
告
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分

別
紙
様
式
第
１
１

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

道
府
県
知
事
 
印

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

事
業
実
績
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

平
成
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
に
よ
り
交
付
決
定
さ
れ
た
平
成
 
 
年
度
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
事

 

業
実
績
報
告
書
を
受
理
し
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
結
果
適
正
と
認
め
ら
れ
る
の
で
提
出
す
る
。

 

（
添
付
書
類
）

 

１
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
額
市
町
村

別
内
訳
表

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
事
業
実
績
報
告
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分
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（
別
紙
様
式
第
１
１
・
１
２
関
係
）

（
元
号
）
 

  
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
額
市
町
村
別
内
訳
表

都
道
府
県
名

国
庫
補
助
金

 
国
庫
補
助
金

市
町
村
名

 
国
庫
補
助
所
要
額

（
別
紙
様
式
第
１
１
・
１
２
関
係
）

平
成

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
額
市
町
村
別
内
訳
表

都
道
府
県
名

国
庫
補
助
金

 
国
庫
補
助
金

市
町
村
名

 
国
庫
補
助
所
要
額

合
計
（
  

  
  

  
 市
町
村
分
）

0
0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合
計
（
  

  
  

  
 市
町
村
分
）

※
「
返
納
額
」
欄
に
は
、
返
納
金
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
額
を
、
返
納
金
が
な
い
場
合
は
「
0
」
を
記
入
す
る
こ
と
。

※
「
返
納
額
」
欄
に
は
、
返
納
金
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
額
を
、
返
納
金
が
な
い
場
合
は
「
0
」
を
記
入
す
る
こ
と
。

返
納
額

交
付
決
定
額

 
受
入
済
額

返
納
額

交
付
決
定
額

 
受
入
済
額
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別
紙
様
式
第
１
２

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
番
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

東
京
都
知
事
 
印

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

事
業
実
績
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
に
よ
り
交
付
決
定
さ
れ
た
（
元
号
）

年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り

 

市
町
村
の
事
業
実
績
報
告
書
を
受
理
し
た
の
で
提
出
す
る
。

 

（
添
付
書
類
）

 

１
 
（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
額

市
町
村
別
内
訳
表

 

２
 
（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
事
業
実
績
報

告
書

 
●
●
市
 
外
●
市
町
村
分

別
紙
様
式
第
１
２

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
番
 
 

 
 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 

 
年
 
 
月
 
 
日

厚
生
労
働
大
臣

  
殿

東
京
都
知
事
 
印

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
の

 

事
業
実
績
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

 

平
成
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
に
よ
り
交
付
決
定
さ
れ
た
平
成
 
 
年
度
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
市
町
村
の
事
業
実

 

績
報
告
書
を
受
理
し
た
の
で
提
出
す
る
。

 

（
添
付
書
類
）

 

１
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
精
算
額
市
町
村
別

内
訳
表

 

２
 
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
補
助
金
事
業
実
績
報
告
書

●
●
市
 
外
●
市
町
村
分
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別
紙
様
式
第
１
３
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 番
 
 
 

 
 
 

 
 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
額
確
定
通
知
書

 

市
 
町
 
村
 
名

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
厚
生
労
働
省
発
子
第
 

 
号
を
も
っ
て
交
付
決
定
の
通
知
を
し
た
（
元
号
）

 

年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
（
元
号
）
 
 
年
 

 

月
 
 
日
第
 

 
号
事
業
実
績
報
告
に
基
づ
き
（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○

号
を
も
っ
て
、
交
付
額
を
金
 
 
円
に
確
定
さ
れ
た
の
で
通
知
す
る
。

 

（
な
お
確
定
の
結
果
、
超
過
交
付
と
な
っ
た
金
 

 
円
に
つ
い
て
は
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適

 

正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
（
元
号
）
 
 
月
 
 

 

年
 
 
日
ま
で
に
返
還
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
併
せ
て
通
知
す
る
。
）

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

都
道
府
県
知
事
 
印

（
施
行
注
意
）

 
（
 
）
内
の
字
句
は
返
還
が
生
じ
た
市
町
村
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

別
紙
様
式
第
１
３
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 番
 
 
 

 
 
 

 
 
 
号

 

平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
額
確
定
通
知
書

 

市
 
町
 
村
 
名

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
厚
生
労
働
省
発
子
第
 
 
号
を
も
っ
て
交
付
決
定
の
通
知
を
し
た
平
成
 
 

 

年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
 
 
年
 
 
月
 

 

日
第
 

 
号
事
業
実
績
報
告
に
基
づ
き
平
成
○
年
○
月
○
日
厚
生
労
働
省
発
子
○
○
○
○
第
○
号
を
も
っ

て
、
交
付
額
を
金
 
 
円
に
確
定
さ
れ
た
の
で
通
知
す
る
。

 

（
な
お
確
定
の
結
果
、
超
過
交
付
と
な
っ
た
金
 

 
円
に
つ
い
て
は
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適

 

正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
 
 
月
 
 

 

年
 
 
日
ま
で
に
返
還
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
併
せ
て
通
知
す
る
。
）

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

都
道
府
県
知
事
 
印

（
施
行
注
意
）

 

（
 
）
内
の
字
句
は
返
還
が
生
じ
た
市
町
村
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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別
紙
様
式
第
１
４
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 番
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
号

 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日

厚
 
生
 
労
 
働
 
大
 
臣

  
  

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 
町
 
村
 
長

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額
報
告
書

 

（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 
 
日
第
 

 
 
号
で
交
付
決
定
を
受
け
た
（
元
号
）
 

 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
つ
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国

 

庫
補
助
金
交
付
要
綱
５
（
８
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
報
告
す
る
。

 

記
 

１
 
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
第
１
５
条

 

に
基
づ
く
額
の
確
定
額
又
は
事
業
実
績
報
告
に
よ
る
精
算
額

 

金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

２
 
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
に
よ
り
確
定
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
額
に
係
る
仕
入
控
除
税
額

 

(
要
国
庫
補
助
金
等
返
還
相
当
額
) 

金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

３
 
添
 
付
 
書
 
類

 

記
載
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
（
確
定
申
告
書
の
写
し
、
課
税
売
上
割
合
等
が
把
握
で
き
る
資
料
、

特
定
収
入
の
割
合
を
確
認
で
き
る
資
料
）
を
添
付
す
る
。
 

別
紙
様
式
第
１
４
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
番
 

 
 
 

 
 
 

 
 
号

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

厚
 
生
 
労
 
働
 
大
 
臣

  
  

  
殿

都
道
府
県
知
事

印
 

市
 
町
 
村
 
長

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額
報
告
書

 

平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
第
 
 
 
号
で
交
付
決
定
を
受
け
た
平
成
 
 
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
つ
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国

 

庫
補
助
金
交
付
要
綱
５
（
８
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
報
告
す
る
。

 

記
 

１
 
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
第
１
５
条

 

に
基
づ
く
額
の
確
定
額
又
は
事
業
実
績
報
告
に
よ
る
精
算
額

 

金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

２
 
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
に
よ
り
確
定
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
額
に
係
る
仕
入
控
除
税
額

 

(
要
国
庫
補
助
金
等
返
還
相
当
額
)
 

金
 
 
 

 
 
 

 
円

 

３
 
添
 
付
 
書
 
類

 

記
載
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
（
確
定
申
告
書
の
写
し
、
課
税
売
上
割
合
等
が
把
握
で
き
る
資
料
、

特
定
収
入
の
割
合
を
確
認
で
き
る
資
料
）
を
添
付
す
る
。
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「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

雇
児
発
05
21
第
18
号
 

平
成
27
年
５
月
21
日
 

第
一
次
改
正
 
 
雇
児
発
 0
7
0
4
 第
５
号
 

平
成
 2
8
 年
７
月
４
日
 

第
二
次
改
正
 
 
雇
児
発

 0
33
0 
第

 ７
 
号
 

平
成
 2
9 
年
３
月
 3
0 
日

 

第
三
次
改
正
 
 
雇
児
発

 
※

 
第

 
※

 
号
 

平
成
※
年
※
月
※
日
 

各
 
都
 道

 府
 県

 知
 
事
 
殿

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

標
記
の
件
に
つ
い
て
、
今
般
、
別
紙
の
と
お
り
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
 2
7
 年
４
月
１
日
よ

り
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
対
し
て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実

施
に
期
さ
れ
た
い
。
 

雇
児
発
05
21
第
18
号
 

平
成
27
年
５
月
21
日
 

第
一
次
改
正
 
 
雇
児
発
 0
7
0
4
 第
５
号
 

平
成
 2
8
 年
７
月
４
日
 

第
二
次
改
正
 
 
雇
児
発

 0
33
0 
第

 ７
 号

 

平
成
 2
9 
年
３
月
 3
0 
日

 

各
 
都
 道

 府
 県

 知
 事

 
殿

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

標
記
の
件
に
つ
い
て
、
今
般
、
別
紙
の
と
お
り
「
子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
 2
7
 年
４
月
１
日
よ

り
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
対
し
て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実

施
に
期
さ
れ
た
い
。
 

資料７
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別
 
紙

 

子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱

 

１
．
趣
旨
・
目
的
 
（
略
）
 

２
．
子
育
て
支
援
員
 

子
育
て
支
援
員
と
は
、
本
要
綱
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
第
5
9
条
の
２
第
１
項
で
定
め
る
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
う
ち
、
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
（
「
企
業

主
導
型
保
育
事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
２
９
年
４
月
２
７
日
府
子
本
第
3
7
0
号
・
雇
児
発
0
4
2
7
第
２
号
）
の
別
紙

「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
実
施
要
綱
」
の
第
２
の
２
に
定
め
る
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
実
施
主
体
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
５
の
（
３
）
で
定
め
る
基
本
研
修
及
び
専
門
研
修

（
５
の
（
３
）
の
イ
の
（
イ
）
に
定
め
る
４
コ
ー
ス
（
「
地
域
保
育
コ
ー
ス
」
及
び
「
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス
」
に
つ
い
て

は
各
分
類
）
の
い
ず
れ
か
１
つ
。
た
だ
し
、
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
の
実
施
主
体
が
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
４
の
（
1
2
）

を
対
象
と
し
た
「
地
域
保
育
コ
ー
ス
」
の
う
ち
の
「
地
域
型
保
育
」
に
限
る
。
）
（
以
下
「
子
育
て
支
援
員
研
修
」
と
い
う
。
）

の
全
科
目
を
修
了
し
、
「
子
育
て
支
援
員
研
修
修
了
証
書
」
（
以
下
「
修
了
証
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
、
子
育
て
支
援
員
と
し
て
子
育
て
支
援
分
野
の
各
事
業
等
に
従
事
す
る
上
で
必
要
な
知
識
や
技
術
等
を
修
得
し
た
と
認
め

ら
れ
る
者
で
あ
る
。
 

３
～
1
4
 
（
略
）

 

別
 
紙

 

子
育
て
支
援
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

１
．
趣
旨
・
目
的
 
（
略
）
 

２
．
子
育
て
支
援
員
 

子
育
て
支
援
員
と
は
、
本
要
綱
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
第
5
9
条
の
２
第
１
項
で
定
め
る
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
の
う
ち
、
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
（
「
企
業

主
導
型
保
育
事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
２
８
年
５
月
２
日
府
子
本
第
3
0
5
号
・
雇
児
発
0
5
0
2
第
１
号
）
の
別
紙
「
企

業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
実
施
要
綱
」
の
第
２
の
２
に
定
め
る
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

実
施
主
体
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
５
の
（
３
）
で
定
め
る
基
本
研
修
及
び
専
門
研
修
（
５

の
（
３
）
の
イ
の
（
イ
）
に
定
め
る
４
コ
ー
ス
（
「
地
域
保
育
コ
ー
ス
」
及
び
「
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス
」
に
つ
い
て
は
各

分
類
）
の
い
ず
れ
か
１
つ
。
た
だ
し
、
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
の
実
施
主
体
が
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
４
の
（
1
2
）
を
対

象
と
し
た
「
地
域
保
育
コ
ー
ス
」
の
う
ち
の
「
地
域
型
保
育
」
に
限
る
。
）
（
以
下
「
子
育
て
支
援
員
研
修
」
と
い
う
。
）
の

全
科
目
を
修
了
し
、
「
子
育
て
支
援
員
研
修
修
了
証
書
」
（
以
下
「
修
了
証
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、

子
育
て
支
援
員
と
し
て
子
育
て
支
援
分
野
の
各
事
業
等
に
従
事
す
る
上
で
必
要
な
知
識
や
技
術
等
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ

る
者
で
あ
る
。
 

３
～
1
4
 
（
略
）
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（
別
紙
様
式
例
１
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
 

修
了
証
明
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
を
 

修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 
 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
 

（
別
紙
様
式
例
１
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
 

修
了
証
明
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
を
 

修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
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（
別
紙
様
式
例
２
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
 

修
了
証
明
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
を
 

修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 
 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
表
 
○
 
○
 
○
 
○
 

（
別
紙
様
式
例
２
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
 

修
了
証
明
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
）
を
 

修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
表
 
○
 
○
 
○
 
○
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（
別
紙
様
式
例
３
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
 

証
し
ま
す
。
 

修
了
コ
ー
ス
等
：

（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 
 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
 

（
別
紙
様
式
例
３
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
 

証
し
ま
す
。
 

修
了
コ
ー
ス
等
：

平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
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（
別
紙
様
式
例
４
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
 

証
し
ま
す
。
 

修
了
コ
ー
ス
等
：

（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 
 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
表
 
○
 
○
 
○
 
○
 

（
別
紙
様
式
例
４
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
 

証
し
ま
す
。
 

修
了
コ
ー
ス
等
：

平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
表
 
○
 
○
 
○
 
○
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（
別
紙
様
式
例
５
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
・
専
門
 

研
修
）
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

受
講
コ
ー
ス
等
名

一
部
修
了
科
目
名

（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 
 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
 

（
別
紙
様
式
例
５
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
・
専
門
 

研
修
）
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

受
講
コ
ー
ス
等
名

一
部
修
了
科
目
名

平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
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（
別
紙
様
式
例
６
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
・
専
門
 

研
修
）
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

受
講
コ
ー
ス
等
名

一
部
修
了
科
目
名

（
元
号
）
 

 
年
 

 
月
 
 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
表
 
○
 
○
 
○
 
○
 

（
別
添
１
）
～
（
別
表
４
）
 
（
略
）
 

（
別
紙
様
式
例
６
）
 

第
 

 
 
 

 
号
 

子
育
て
支
援
員
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 

 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
子
育
て
支
援
員
研
修
（
基
本
研
修
・
専
門
 

研
修
）
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

受
講
コ
ー
ス
等
名

一
部
修
了
科
目
名

平
成
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
表
 
○
 
○
 
○
 
○
 

（
別
添
１
）
～
（
別
表
４
）
 
（
略
）
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「
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

雇
児
発
05
21
第
19
号
 

平
成
27
年
５
月
21
日
 

第
一
次
改
正
 
雇
児
発
0
9
1
2
第
1
号
 
 

平
成
28
年
9
月
12
日
 

第
二
次
改
正
 
雇
児
発
0
4
0
3
第
3
0
号
 

平
成
2
9
年
4
月
3
日
 

第
三
次
改
正
  
子
発
 
0
7
3
0 
第
 
2 
号

 

平
成
30
年
7
月
30
日
 

第
四
次
改
正
  
子
 
発
 
※
 
第
 
※
 
号
 

平
成
※
年
※
月
※
日

各
 
 
都
 
道
 
府
 
県
 
知
 
事
 
 
殿
 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
推
進
に
当
た
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
を
始
め
と
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３

法
に
基
づ
き
、
質
の
高
い
保
育
及
び
地
域
型
保
育
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
担
い
手
と
な
る
職
員
の
資
質
向
上
及
び
人
材
確
保
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
下
記
の
と
お
り
、
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
を
実
施
し
、
平
成
 2
7
年
４
月
１
日

よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
対
し
て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ

円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ
た
い
。
 

記
 

１
 
事
業
の
種
類
 

（
１
）
保
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
等
事
業
 
 
 
 

 

（
２
）
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
事
業
 

（
３
）
新
規
卒
業
者
の
確
保
、
就
業
継
続
支
援
事
業
 

（
４
）
多
様
な
保
育
研
修
事
業
 

（
５
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
 

（
６
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業
 

雇
児
発
05
21
第
19
号
 

平
成
27
年
５
月
21
日
 

第
一
次
改
正
 
雇
児
発
0
9
1
2
第
1
号
 
 

平
成
28
年
9
月
12
日
 

第
二
次
改
正
 
雇
児
発
0
4
0
3
第
3
0
号
 

平
成
2
9
年
4
月
3
日
 

第
三
次
改
正
 
 子
発
07
30
第
2
号
 

平
成
30
年
7
月
30
日
 

各
 
 
都
 
道
 
府
 
県
 
知
 
事
 
 
殿
 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
推
進
に
当
た
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
を
始
め
と
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３

法
に
基
づ
き
、
質
の
高
い
保
育
及
び
地
域
型
保
育
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
担
い
手
と
な
る
職
員
の
資
質
向
上
及
び
人
材
確
保
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
下
記
の
と
お
り
、
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
を
実
施
し
、
平
成
 2
7
 年
４
月
１
日

よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。
 

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
対
し
て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ

円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ
た
い
。
 

記
 

１
 
事
業
の
種
類
 

（
１
）
保
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
等
事
業
 
 
 
 
 

（
２
）
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
事
業
 

（
３
）
新
規
卒
業
者
の
確
保
、
就
業
継
続
支
援
事
業
 

（
４
）
多
様
な
保
育
研
修
事
業
 

（
５
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
 
 
 
 
 
 
 

（
６
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業
 

資料８
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２
 
事
業
の
実
施
 

事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（
１
）
保
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
等
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
１
）
 
 

（
２
）
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
事
業
（
別
添
２
）
 
 
 
 

（
３
）
新
規
卒
業
者
の
確
保
、
就
業
継
続
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
３
）
 
 
 

（
４
）
多
様
な
保
育
研
修
事
業
（
別
添
４
）
 

（
５
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
５
）
 

（
６
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

（
別
添
６
）
 

別
添
１
～
別
添
３
 
（
略
）
 

別
添
４
 
１
～
1
3
 
（
略
）
 

２
 
事
業
の
実
施
 

事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

（
１
）
保
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
等
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
１
）
 
 

（
２
）
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
事
業
（
別
添
２
）
 
 
 
 

（
３
）
新
規
卒
業
者
の
確
保
、
就
業
継
続
支
援
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
３
）
 
 
 

（
４
）
多
様
な
保
育
研
修
事
業
（
別
添
４
）
 

（
５
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
５
）
 

（
６
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
６
）
 

別
添
１
～
別
添
３
 
（
略
）
 

別
添
４
 
１
～
1
3
 
（
略
）
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（
別
紙
様
式
例
１
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

修
 
了
 
証
 
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
 

（
別
紙
様
式
例
１
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

修
 
了
 
証
 
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
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（
別
紙
様
式
例
２
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

修
 
了
 
証
 
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）

代
 
表
 
○
 
○
 
○
 
○

（
別
紙
様
式
例
２
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

修
 
了
 
証
 
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）

代
 
表
 
○
 
○
 
○
 
○
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（
別
紙
様
式
例
３
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

〇
〇
〇
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

一
 
部
 
修
 
了
 
科
 
目
 
名
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
 

（
別
紙
様
式
例
３
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

〇
〇
〇
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

一
 
部
 
修
 
了
 
科
 
目
 
名
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

○
○
○
知
事
・
長
 

○
○
○
○
○
○
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（
別
紙
様
式
例
４
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

〇
〇
〇
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

一
 
部
 
修
 
了
 
科
 
目
 
名
 

（
元
号
）
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
 
表
 
○
 
○
 
○
 
○

（
別
添
１
）
～
（
別
表
４
）
 
（
略
）
 

（
別
紙
様
式
例
４
）
 

第
 
 
 
 
 
号
 

〇
〇
〇
研
修
一
部
科
目
修
了
証
書
 

氏
 
 
名
 

生
年
月
日
 

あ
な
た
は
、
「
職
員
の
資
質
の
向
上
・
人
材
確
保
等
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
５
月
 

2
1
日
雇
児
発
0
5
2
1
第
1
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
別
添
４
「
多
様
な
保
育
研
 

修
事
業
実
施
要
綱
」
に
定
め
る
〇
〇
〇
研
修
の
一
部
の
科
目
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
し
ま
す
。
 

一
 
部
 
修
 
了
 
科
 
目
 
名
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
指
定
さ
れ
た
事
業
者
名
）
 

代
 
表
 
○
 
○
 
○
 
○

（
別
添
１
）
～
（
別
表
４
）
 
（
略
）
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別
添
５
 
 

放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

Ⅰ
 
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
等
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
 

１
 
趣
旨
・
目
的
 

本
事
業
は
、「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
平
成
2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第
6
3
 

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
基
準
第
1
0
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後

児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
と
な
る
基
本
的
生
活
習
慣
の
習
得
の
援
助
、
自
立
に
向
け
た
支
援
、
家
庭
と
連
携
し
た
生
活

支
援
等
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
、
有
資
格
者
と
な
る
た
め
の
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
市
長
が
行

う
研
修
（
以
下
「
認
定
資
格
研
修
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

認
定
資
格
研
修
は
、
一
定
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
基
準
第
 1
0
 条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
補
完
し
、
新
た
に
策
定
し
た
基
準
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成
 2
7
 年
３
月

3
1
 日
雇
児
発
 0
3
3
1
 第

 3
4
 号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し

て
の
役
割
及
び
育
成
支
援
の
内
容
等
の
共
通
の
理
解
を
得
る
た
め
、
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
及

び
技
能
の
習
得
と
そ
れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
や
心
得
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施

す
る
も
の
で
あ
る
。
 

２
 
実
施
主
体
 

認
定
資
格
研
修
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
（
以
下
、
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
都
道
府
県
は
、
認
定
資
格
研
修
を
実
施
す
る
上
で
適
当
と
認
め
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
、
民
間
団
体
等
に
事
業
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
指
定
都
市
は
、
認
定
資
格
研
修
を
実
施

す
る
上
で
適
当
と
認
め
る
民
間
団
体
等
に
事
業
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
実
施
内
容
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
定
員
 

１
回
の
認
定
資
格
研
修
の
定
員
は
、
お
お
む
ね
1
0
0
名
程
度
ま
で
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
認
定
資
格
研
修
の
効
果
に
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
都
道
府
県
等
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
回
数
や
研

修
会
場
の
規
模
等
を
考
慮
し
て
、
お
お
む
ね
1
0
0
名
程
度
を
上
回
る
定
員
を
設
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

（
３
）
研
修
項
目
・
科
目
及
び
研
修
時
間
数
（
2
4
時
間
）
等
 

研
修
項
目
、
研
修
科
目
及
び
研
修
時
間
数
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お
り
と
し
、
都
道
府
県
等
の
実
情
に
応

じ
て
研
修
科
目
等
を
追
加
し
て
実
施
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

ま
た
、
授
業
形
態
は
、
適
宜
演
習
を
取
り
入
れ
た
り
す
る
な
ど
し
て
学
び
を
深
め
る
よ
う
に
工
夫
し
な
が
ら
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

特
に
、
講
師
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
別
紙
の
講
師
要
件
を
参
考
と
し
て
、
認
定
資
格
研
修
を
適
切
に
実
施
、

指
導
で
き
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

（
４
）
研
修
期
間
等
 

１
回
の
認
定
資
格
研
修
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
２
～
３
か
月
以
内
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
等
の
実
情
に
応
じ
て
２
期
に
分
け
て
実
施
す
る
な
ど
６
か
月
の
範
囲
内
で
実
施
し
て
も

別
添
５
 
 

放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

Ⅰ
 
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
 

１
 
趣
旨
・
目
的
 

本
事
業
は
、「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
平
成
26
年
厚
生
労
働
省
令
第
63
 

号
。
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
基
準
第
1
0
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後

児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
と
な
る
基
本
的
生
活
習
慣
の
習
得
の
援
助
、
自
立
に
向
け
た
支
援
、
家
庭
と
連
携
し
た
生
活

支
援
等
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
、
有
資
格
者
と
な
る
た
め
の
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（
以
下
「
認
定

資
格
研
修
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

認
定
資
格
研
修
は
、
一
定
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
基
準
第
 1
0
 条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
補
完
し
、
新
た
に
策
定
し
た
基
準
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（
平
成
 2
7
 年
３
月

3
1
 日
雇
児
発
 0
3
3
1
 第

 3
4
 号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し

て
の
役
割
及
び
育
成
支
援
の
内
容
等
の
共
通
の
理
解
を
得
る
た
め
、
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
及
び

技
能
の
習
得
と
そ
れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
や
心
得
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す

る
も
の
で
あ
る
。
 

２
 
実
施
主
体
 

認
定
資
格
研
修
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
都
道
府
県
が
認
定
資
格
研
修
を
実
施
す
る
上
で
適
当
と
認
め
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、

民
間
団
体
等
に
事
業
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
実
施
内
容
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
定
員
 

１
回
の
認
定
資
格
研
修
の
定
員
は
、
お
お
む
ね
1
0
0
名
程
度
ま
で
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
認
定
資
格
研
修
の
効
果
に
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
回
数
や
研
修

会
場
の
規
模
等
を
考
慮
し
て
、
お
お
む
ね
1
0
0
名
程
度
を
上
回
る
定
員
を
設
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

（
３
）
研
修
項
目
・
科
目
及
び
研
修
時
間
数
（
2
4
時
間
）
等
 

研
修
項
目
、
研
修
科
目
及
び
研
修
時
間
数
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お
り
と
し
、
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ

て
研
修
科
目
等
を
追
加
し
て
実
施
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

ま
た
、
授
業
形
態
は
、
適
宜
演
習
を
取
り
入
れ
た
り
す
る
な
ど
し
て
学
び
を
深
め
る
よ
う
に
工
夫
し
な
が
ら
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

特
に
、
講
師
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
別
紙
の
講
師
要
件
を
参
考
と
し
て
、
認
定
資
格
研
修
を
適
切
に
実
施
、

指
導
で
き
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

（
４
）
研
修
期
間
等
 

１
回
の
認
定
資
格
研
修
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
２
～
３
か
月
以
内
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
て
２
期
に
分
け
て
実
施
す
る
な
ど
６
か
月
の
範
囲
内
で
実
施
し
て
も
差
し
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差
し
支
え
な
い
。
 

ま
た
、
認
定
資
格
研
修
の
時
間
帯
及
び
曜
日
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
等
の
実
情
に
応
じ
て
受
講
者
が

受
講
し
や
す
い
よ
う
適
宜
工
夫
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
５
）
 
（
略
）
 

（
６
）
科
目
の
一
部
免
除
 

都
道
府
県
等
は
、
既
に
取
得
し
て
い
る
資
格
等
に
応
じ
て
、
以
下
の
と
お
り
、
研
修
科
目
の
一
部
に
つ
い
て
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
基
準
第
1
0
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

別
紙
の
「
２
－
④
 
子
ど
も
の
発
達
理
解
」
、
「
２
－
⑤
 
児
童
期
（
６
歳
～
12
歳
）
の
生
活
と
発
達
」
、

「
２
－
⑥
 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解
」
、
「
２
－
⑦
 
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理
解
」
 

イ
 
基
準
第
1
0
条
第
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

別
紙
の
「
２
－
⑥
 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解
」
、
「
２
－
⑦
 
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理

解
」
 

ウ
 
基
準
第
1
0
条
第
３
項
第
４
号
に
規
定
す
る
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

別
紙
の
「
２
－
④
 
子
ど
も
の
発
達
理
解
」
、
「
２
－
⑤
 
児
童
期
（
６
歳
～
1
2
歳
）
の
生
活
と
発
達
」
 

（
７
）
既
修
了
科
目
の
取
扱
い
 

受
講
者
が
認
定
資
格
研
修
受
講
中
に
、
他
の
都
道
府
県
等
に
転
居
し
た
場
合
や
病
気
等
の
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
認
定
資
格
研
修
の
一
部
を
欠
席
し
た
場
合
等
に
お
け
る
既
修
了
科
目
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
既
に

履
修
し
た
も
の
と
み
な
し
、
認
定
資
格
研
修
を
実
施
し
た
都
道
府
県
等
は
、
受
講
者
に
対
し
「
放
課
後
児
童
支
援

員
認
定
資
格
研
修
一
部
科
目
修
了
証
」
（
様
式
第
１
号
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

（
８
）
修
了
評
価
 

認
定
資
格
研
修
の
修
了
評
価
に
つ
い
て
は
、
研
修
修
了
者
の
質
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
適
正
に
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
り
、
都
道
府
県
等
は
、
例
え
ば
、
１
日
単
位
で
レ
ポ
ー
ト
又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
る
な
ど
、

各
受
講
者
が
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
と
そ

れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
や
心
得
の
認
識
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
受
講
者
が
提
出
す
る
レ
ポ
ー
ト
又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に
は
、
科
目
の
履
修
又
は
認
定
資
格
研
修
全
体

を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と
、
理
解
し
た
こ
と
、
今
後
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
研
修
講
師
の
評
価
な
ど
を
記
載

し
て
も
ら
う
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
レ
ポ
ー
ト
又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
自
体
に
理
解
度
の
評
価
（
判
定
）
を
行
 

っ
て
、
科
目
履
修
の
可
否
を
決
定
す
る
こ
と
ま
で
は
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

４
 
実
施
手
続
 

（
１
）
受
講
の
申
込
み
及
び
受
講
資
格
等
の
確
認
 

ア
 
受
講
の
申
込
み
及
び
受
講
資
格
の
確
認

都
道
府
県
等
は
、
受
講
希
望
者
が
受
講
の
申
込
み
を
す
る
に
当
た
り
、
受
講
希
望
者
が
希
望
す
る
認
定
資
格

研
修
の
実
施
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
等
に
受
講
申
込
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
都
道
府
県
は
、
受
講
希
望
者
が
受
講
の
申
込
み
を
す
る
に
当
た
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

所
を
所
管
す
る
市
町
村
を
経
由
さ
せ
て
、
受
講
申
込
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、

基
準
第
 
1
0
 
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
、
各
種
資
格
証
や
修
了

証
明
書
、
実
務
経
験
証
明
書
の
原
本
若
し
く
は
そ
の
写
し
等
に
よ
り
、
確
実
に
要
件
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
し
て
、
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
な
工
夫

が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
基
準
第
1
0
条
第
３
項
第
９
号
に
該
当
す
る
か
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が

認
定
し
た
こ
と
の
証
し
を
添
付
さ
せ
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
な
お
、
受
講
者
が
５
の
（
４
）
ア
～

支
え
な
い
。
 

ま
た
、
認
定
資
格
研
修
の
時
間
帯
及
び
曜
日
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
て
受
講
者
が
受

講
し
や
す
い
よ
う
適
宜
工
夫
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
５
）
 
（
略
）
 

（
６
）
科
目
の
一
部
免
除
 

都
道
府
県
は
、
既
に
取
得
し
て
い
る
資
格
等
に
応
じ
て
、
以
下
の
と
お
り
、
研
修
科
目
の
一
部
に
つ
い
て
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
基
準
第
1
0
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

別
紙
の
「
２
－
④
 
子
ど
も
の
発
達
理
解
」
、
「
２
－
⑤
 
児
童
期
（
６
歳
～
12
歳
）
の
生
活
と
発
達
」
、

「
２
－
⑥
 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解
」
、
「
２
－
⑦
 
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理
解
」
 

イ
 
基
準
第
1
0
条
第
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

別
紙
の
「
２
－
⑥
 
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解
」
、
「
２
－
⑦
 
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理

解
」
 

ウ
 
基
準
第
1
0
条
第
３
項
第
４
号
に
規
定
す
る
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

別
紙
の
「
２
－
④
 
子
ど
も
の
発
達
理
解
」
、
「
２
－
⑤
 
児
童
期
（
６
歳
～
1
2
歳
）
の
生
活
と
発
達
」
 

（
７
）
既
修
了
科
目
の
取
扱
い
 

受
講
者
が
認
定
資
格
研
修
受
講
中
に
、
他
の
都
道
府
県
に
転
居
し
た
場
合
や
病
気
等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
認
定
資
格
研
修
の
一
部
を
欠
席
し
た
場
合
等
に
お
け
る
既
修
了
科
目
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
既
に
履
修
し

た
も
の
と
み
な
し
、
認
定
資
格
研
修
を
実
施
し
た
都
道
府
県
は
、
受
講
者
に
対
し
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資

格
研
修
一
部
科
目
修
了
証
」
（
様
式
第
１
号
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

（
８
）
修
了
評
価
 

認
定
資
格
研
修
の
修
了
評
価
に
つ
い
て
は
、
研
修
修
了
者
の
質
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
適
正
に
行
わ
れ
る
 

必
要
が
あ
り
、
都
道
府
県
は
、
例
え
ば
、
１
日
単
位
で
レ
ポ
ー
ト
又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
る
な
ど
、

各
受
講
者
が
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
と
そ

れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
や
心
得
の
認
識
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
受
講
者
が
提
出
す
る
レ
ポ
ー
ト
又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に
は
、
科
目
の
履
修
又
は
認
定
資
格
研
修
全
体

を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と
、
理
解
し
た
こ
と
、
今
後
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
研
修
講
師
の
評
価
な
ど
を
記
載

し
て
も
ら
う
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
レ
ポ
ー
ト
又
は
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
自
体
に
理
解
度
の
評
価
（
判
定
）
を
行
 

っ
て
、
科
目
履
修
の
可
否
を
決
定
す
る
こ
と
ま
で
は
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

４
 
実
施
手
続
 

（
１
）
受
講
の
申
込
み
及
び
受
講
資
格
等
の
確
認
 

ア
 
受
講
の
申
込
み
及
び
受
講
資
格
の
確
認

都
道
府
県
は
、
受
講
希
望
者
が
受
講
の
申
込
み
を
す
る
に
当
た
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
を
所
管

す
る
市
町
村
を
経
由
さ
せ
て
、
受
講
申
込
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
基
準
第

1
0
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
、
各
種
資
格
証
や
修
了
証
明
書
、

実
務
経
験
証
明
書
の
原
本
若
し
く
は
そ
の
写
し
等
に
よ
り
、
確
実
に
要
件
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
し
て
、
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
で
あ

る
。
な
お
、
基
準
第
10
条
第
３
項
第
９
号
に
該
当
す
る
か
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
認
定
し
た
こ

と
の
証
し
を
添
付
さ
せ
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
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エ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
都
道
府
県
等
は
関
係
す
る
市
町
村
と
協
議
の
う
え
、

受
講
の
適
否
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

イ
 
受
講
者
本
人
の
確
認

都
道
府
県
等
は
、
受
講
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
住
民
票
の
写
し
、
健
康
保

険
証
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
の
公
的
機
関
発
行
の
証
明
書
等
を
提
出
又
は
提
示
さ
せ
、
本
人
確
認
を

行
う
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
①
及
び
②
の
確
認
を
行
う
に
際
し
て
は
、
受
講
希
望
者
に
対
し
て
、
募
集
時
等
に
必
要
な
情
報
を
事

前
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

（
２
）
受
講
場
所
 

認
定
資
格
研
修
の
受
講
場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
現
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
は
そ
の
勤
務

地
の
都
道
府
県
等
で
、
そ
れ
以
外
の
者
は
現
住
所
地
の
都
道
府
県
等
で
受
講
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
３
）
修
了
の
認
定
・
修
了
証
の
交
付
 

都
道
府
県
等
は
、
認
定
資
格
研
修
の
全
科
目
を
履
修
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
習
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
修
了
の
認
定
を
行
い
、
全
国
共
通
の
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定

資
格
研
修
修
了
証
」
［
賞
状
形
式
及
び
携
帯
用
形
式
］
（
様
式
第
２
号
）
を
都
道
府
県
知
事
名
又
は
指
定
都
市
市

長
名
で
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
修
了
の
認
定
及
び
修
了
証
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
 
認
定
等
事
務
 

（
１
）
認
定
者
名
簿
の
作
成
 

都
道
府
県
は
、
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」
を
交
付
し
た
者
の
必
要
事
項
【
氏
名
、
生
年

月
日
、
現
住
所
又
は
連
絡
先
、
修
了
年
月
日
、
修
了
証
番
号
等
】
を
記
載
し
た
「
○
○
都
道
府
県
放
課
後
児
童
支

援
員
認
定
者
名
簿
」
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

指
定
都
市
は
、
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」
を
交
付
し
た
者
の
必
要
事
項
【
氏
名
、
生
年

月
日
、
現
住
所
又
は
連
絡
先
、
修
了
年
月
日
、
修
了
証
番
号
等
】
を
記
載
し
た
「
○
○
市
放
課
後
児
童
支
援
員
認

定
者
名
簿
」
を
作
成
し
、
所
在
の
都
道
府
県
に
速
や
か
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
報
告
を
受
け
た
都
道
府
県
は
、

上
記
の
「
○
○
都
道
府
県
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
者
名
簿
」
に
指
定
都
市
か
ら
報
告
さ
れ
た
「
○
○
市
放
課
後

児
童
支
援
員
認
定
者
名
簿
」
の
内
容
を
反
映
さ
せ
、
指
定
都
市
が
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」

を
交
付
し
た
者
も
含
め
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
認
定
者
名
簿
の
管
理
 

都
道
府
県
等
は
、
認
定
者
名
簿
を
管
理
す
る
に
際
し
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意
し
て
、
安
全
か
つ
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
永
年
保
存
と
し
、
修
了
証
の
再
交
付
等
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
３
）
修
了
証
の
再
交
付
等
 

都
道
府
県
等
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
認
定
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
（
氏
名
、
現
住
所
又
は
連
絡
先
）

に
変
更
が
生
じ
た
こ
と
、
又
は
修
了
証
を
紛
失
（
又
は
汚
損
）
し
た
こ
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
際
に
は
、
速
や
か

に
、
修
了
証
の
再
交
付
等
の
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
変
更
内
容
等
を
所
在

の
都
道
府
県
に
速
や
か
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
４
）
認
定
の
取
消
 

都
道
府
県
等
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
認
定
 

者
名
簿
か
ら
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
当
該
者
を
認
定
者
名
簿

イ
 
受
講
者
本
人
の
確
認

都
道
府
県
は
、
受
講
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
住
民
票
の
写
し
、
健
康
保
険

証
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
の
公
的
機
関
発
行
の
証
明
書
等
を
提
出
又
は
提
示
さ
せ
、
本
人
確
認
を
行

う
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
①
及
び
②
の
確
認
を
行
う
に
際
し
て
は
、
受
講
希
望
者
に
対
し
て
、
募
集
時
等
に
必
要
な
情
報
を
事

前
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

（
２
）
受
講
場
所
 

認
定
資
格
研
修
の
受
講
場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
現
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
し
て
い
る
者
は
そ
の
勤
務

地
の
都
道
府
県
で
、
そ
れ
以
外
の
者
は
現
住
所
地
の
都
道
府
県
で
受
講
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
３
）
修
了
の
認
定
・
修
了
証
の
交
付
 

都
道
府
県
は
、
認
定
資
格
研
修
の
全
科
目
を
履
修
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
必
要
な
知
識
及
び
技
能
 

を
習
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
修
了
の
認
定
を
行
い
、
全
国
共
通
の
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資

格
研
修
修
了
証
」
［
賞
状
形
式
及
び
携
帯
用
形
式
］
（
様
式
第
２
号
）
を
都
道
府
県
知
事
名
で
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。
 

た
だ
し
、
修
了
の
認
定
及
び
修
了
証
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
 
認
定
等
事
務
 

（
１
）
認
定
者
名
簿
の
作
成
 

都
道
府
県
は
、
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」
を
交
付
し
た
者
の
必
要
事
項
【
氏
名
、
生
年

月
日
、
現
住
所
又
は
連
絡
先
、
修
了
年
月
日
、
修
了
証
番
号
等
】
を
記
載
し
た
「
○
○
都
道
府
県
放
課
後
児
童
支

援
員
認
定
者
名
簿
」
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
認
定
者
名
簿
の
管
理
 

都
道
府
県
は
、
認
定
者
名
簿
を
管
理
す
る
に
際
し
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意
し
て
、
安
全
か
つ
適
切
 

な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
永
年
保
存
と
し
、
修
了
証
の
再
交
付
等
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。
 

（
３
）
修
了
証
の
再
交
付
等
 

都
道
府
県
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
認
定
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
（
氏
名
、
現
住
所
又
は
連
絡
先
）
に

変
更
が
生
じ
た
こ
と
、
又
は
修
了
証
を
紛
失
（
又
は
汚
損
）
し
た
こ
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
際
に
は
、
速
や
か
に
、

修
了
証
の
再
交
付
等
の
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
４
）
認
定
の
取
消
 

都
道
府
県
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
を
認
定
者

名
簿
か
ら
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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か
ら
削
除
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
所
在
の
都
道
府
県
に
速
や
か
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ
い
て
認
定
を
受
け
た
場
合

イ
 
虐
待
等
の
禁
止
（
基
準
第
1
2
条
）
に
違
反
し
た
場
合

ウ
 
秘
密
保
持
義
務
（
基
準
第
1
6
条
第
１
項
）
に
違
反
し
た
場
合

エ
 
そ
の
他
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
信
用
失
墜
行
為
を
行
っ
た
場
合
 
な
ど

６
 
留
意
事
項
 

（
１
）
都
道
府
県
は
、
認
定
資
格
研
修
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
管
内
の
市
町
村
や
関
係
団
体
等
と
十
分
な
連
携
を
図
り
、

効
果
的
で
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
特
に
、
指
定
都
市
が
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て

は
、
都
道
府
県
と
指
定
都
市
の
間
で
研
修
実
施
に
つ
い
て
十
分
協
議
を
行
い
、
地
域
に
よ
っ
て
研
修
が
受
講
で
き

な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
都
道
府
県
等
又
は
本
事
業
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
事
業
実
施
上
知
り
得
た
研
修
受
講
者
に
係
る
秘
密
の
保
持

に
つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

７
 
（
略
）
 

８
 
費
用
の
補
助
 

国
は
、
都
道
府
県
等
に
対
し
て
、
認
定
資
格
研
修
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ
い
て
認
定
を
受
け
た
場
合

イ
 
虐
待
等
の
禁
止
（
基
準
第
1
2
条
）
に
違
反
し
た
場
合

ウ
 
秘
密
保
持
義
務
（
基
準
第
1
6
条
第
１
項
）
に
違
反
し
た
場
合

エ
 
そ
の
他
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
信
用
失
墜
行
為
を
行
っ
た
場
合
 
な
ど

６
 
留
意
事
項
 

（
１
）
都
道
府
県
は
、
認
定
資
格
研
修
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
管
内
の
市
町
村
や
関
係
団
体
等
と
十
分
な
連
携
を
図
り
、

効
果
的
で
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
都
道
府
県
又
は
本
事
業
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
事
業
実
施
上
知
り
得
た
研
修
受
講
者
に
係
る
秘
密
の
保
持
に

つ
い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

７
 
（
略
）
 

８
 
費
用
の
補
助
 

国
は
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
認
定
資
格
研
修
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
様
式
第
１
号
：
用
紙
規
格
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型
）
 

第
○
○
○
○
○
○
○
号

 

放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
一
部
科
目
修
了
証

 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
生

 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

26
 年
厚
生
労
働

省
令
第

63
 号
）
第

10
 条
第
３
項
に
規
定
す
る
研
修
に
お
い
て
、
次
の
研
修
科
目
を
修
了

 

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

 

○
研
修
科
目
名
：

年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

都
道
府
県
知
事
名
又
は
指
定
都
市
市
長
名
 

 

（
様
式
第
１
号
：
用
紙
規
格
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型
）
 

第
○
○
○
○
○
○
○
号

 

放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
一
部
科
目
修
了
証

 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
生

 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

26
 年
厚
生
労
働

省
令
第

63
 号
）
第

10
 条
第
３
項
に
規
定
す
る
研
修
に
お
い
て
、
次
の
研
修
科
目
を
修
了

 

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

 

○
研
修
科
目
名
：

年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

都
道
府
県
知
事
名
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（
様
式
第
２
号
－
①
：
用
紙
規
格
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型
）
 

第
○
○
○
○
○
○
○
号
 

放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
生
 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
2
6
年
厚
生
労
働

省
令
第
6
3
号
）
第
1
0
条
第
３
項
に
規
定
す
る
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

都
道
府
県
知
事
名
又
は
指
定
都
市
市
長
名
 
 

（
様
式
第
２
号
－
①
：
用
紙
規
格
は
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
型
）
 

第
○
○
○
○
○
○
○
号
 

放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
生
 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
2
6
年
厚
生
労
働

省
令
第
6
3
号
）
第
1
0
条
第
３
項
に
規
定
す
る
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

都
道
府
県
知
事
名
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（
様
式
第
２
号
－
②
）
 

第
○
○
○
○
○
○
○
号
 

放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
 

（
携
帯
用
）
 

氏
 
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
月
 
日
生
 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
2
6
年
厚
生
労
働

省
令
第
6
3
号
）
第
1
0
条
第
３
項
に
規
定
す

る
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

年
 
月

 
日
 

都
道
府
県
知
事
名
又
は
指
定
都
市
市
長
名
 

（
様
式
第
２
号
－
②
）
 

第
○
○
○
○
○
○
○
号
 

放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
 

（
携
帯
用
）
 

氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
月
 
日
生
 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
2
6
年
厚
生
労
働

省
令
第
6
3
号
）
第
1
0
条
第
３
項
に
規
定
す

る
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

年
 
月
 
日
 

都
道
府
県
知
事
名
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別
 
紙

 

放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
等
認
定
資
格
研
修
の

 

項
目
・
科
目
、
時
間
数
、
ね
ら
い
、
主
な
内
容
及
び
講
師
要
件
等
 

【
研
修
項
目
・
科
目
と
研
修
時
間
数
（
1
6
科
目
2
4
時
間
〈
9
0
分
×
1
6
〉
）
】
 

１
～
６
 
（
略
）
 
 

別
 
紙

 

放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
の
 

項
目
・
科
目
、
時
間
数
、
ね
ら
い
、
主
な
内
容
及
び
講
師
要
件
等
 

【
研
修
項
目
・
科
目
と
研
修
時
間
数
（
1
6
科
目
2
4
時
間
〈
9
0
分
×
1
6
〉
）
】
 

１
～
６
 
（
略
）
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項
目
名
 

１
．
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
の
理
解

 

科
目
名
 

１
－
①
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
及
び
制
度
内
容

 

時
間
数
 

項
目
名
 

１
．
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
の
理
解
 

科
目
名
 

１
－
①
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
及
び
制
度
内
容
 

時
間
数
 

ね
○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
の
目
的
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。
 

ね
○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
の
目
的
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

 

ら
 
○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。
 

い
○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
法
律
、
政
省
令
及
び
通
知
等
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。
 

 

○
主
に
、
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
２
項
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

ポ
 

関
す
る
基
準
第
５
条
第
１
項
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
第
１
章
の
２
及
び
放
課
後
児
童

イ
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
内
容
に
基
づ
い

ら
 
○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。
 

い
○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
法
律
、
政
省
令
及
び
通
知
等
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。
 

 

○
主
に
、
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
２
項
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

ポ
 

関
す
る
基
準
第
５
条
第
１
項
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
第
１
章
の
２
及
び
放
課
後
児
童

イ
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
（
都
道
府
県
等
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
内
容
に
基
づ

ト
 

て
学
び
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
、
役
割
及
び
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
促

す
。
 

○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
及
び
役
割
 

・
児
童
福
祉
法
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
け
る

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
 

・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運

営
指
針
に
お
け
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割
 

○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
内
容
 

・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
と
市
町
村
が
定
め
る
設
備
及

主
び
運
営
に
関
す
る
基
準
条
例
の
役
割
 

ト
 

い
て
学
び
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
、
役
割
及
び
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
を

促
す
。
 

○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
及
び
役
割
 

・
児
童
福
祉
法
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
け
る

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
 

・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運

営
指
針
に
お
け
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
役
割
 

○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
内
容
 

・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
と
市
町
村
が
定
め
る
設
備
及

主
び
運
営
に
関
す
る
基
準
条
例
の
役
割
 

内 容
・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
構
成
と
事
業
運
営
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項
 

内 容
・
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
構
成
と
事
業
運
営
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項
 

講 師 要 件 備 考

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
の
内
容
 

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
の
役
割

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
の
構
成
と
主
な
内
容

○
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
の
内
容
 

・
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
制
度
の
目
的

・
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
の
主
な
内
容

ア
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
事
務
を
担
当
し
て
い
る
行
政
担
当
職
員
 

講 師 要 件 備 考

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
の
内
容
 

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
の
役
割

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
の
構
成
と
主
な
内
容

○
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
の
内
容
 

・
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
制
度
の
目
的

・
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
事
業
の
主
な
内
容

ア
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
事
務
を
担
当
し
て
い
る
行
政
担
当
職
員
 

科
目
名
１
－
②
～
③
 
（
略
）
 

項
目
名
２
～
６
 
（
略
）
 

Ⅱ
～
Ⅳ
 
（
略
）
 

項
目
名
２
～
６
 
（
略
）
 

Ⅱ
～
Ⅳ
 
（
略
）
 

1
.
5
時
間
（
9
0
分
）
 

ン な

1
.
5
時
間
（
9
0
分
）
 

ン な

科
目
名
１
－
②
～
③
 
（
略
）
 

－165－



別
添
６
 
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
援
助
を
行
う
会
員
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
目
的
 

子
ど
も
子
育
て
支
援
法
(
平
成
 2
4
 年
法
律
第

 6
5
 号
)
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
問
題
を
抱
え
た
親
や
障
害
児
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
困
難
ケ
ー
ス
の
増

加
、
依
頼
内
容
の
多
様
化
等
に
伴
い
、
相
互
援
助
活
動
の
調
整
等
を
行
う
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
役
割
に
関
し
て
重
要
性
・

専
門
性
が
増
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
現
在
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
業
務
を
行
う
者
、
又
は
 

預
か
り
・
送
迎
の
援
助
を
行
う
会
員
に
対
し
て
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
質
の
向
上
を
図
り
、
フ
ァ
ミ
リ
 

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

２
 
実
施
主
体
 

実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
な
お
、
都
道
府
県
又
は
市
町

村
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
の
内
容
を
熟
知
し
、
４
に
掲
げ
る
「
研
修
の
実
施
方
法
及
び
内
容
」

に
即
し
て
研
修
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
委
託
研
修
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し

て
、
事
業
を
委
託
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
対
象
者
 

（
１
）
平
成
2
6
年
５
月
2
9
日
雇
児
発
0
5
2
9
第
1
7
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
子
育
て
援
助

活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
実
施
要
綱
」
（
以
下
「
事
業
実
施
要
綱
」
と
い

う
。
）
の
３
（
１
）
④
の
ア
に
定
め
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
 

（
２
）
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
1
4
項
に
規
定
す
る
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
 

４
 
研
修
の
実
施
方
法
及
び
内
容
 

（
１
）
研
修
日
程
等
 

研
修
の
開
催
日
、
時
間
帯
等
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
・
市
町
村
又
は
委
託
研
修
事
業
者
が
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
、
受
講
者
が
受
講
し
や
す
い
よ
う
適
宜
配
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
及
び
援
助
を
行
う
会
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
適
切
な
時
期
・
回
数
の
実
施

に
努
め
る
こ
と
。
 

（
２
）
講
師
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
や
技
術
に
つ
い
て
、
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
及
び
援
助
を
行
う
会
員
に
伝
え
る
ノ
ウ
ハ
ウ
等
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

（
３
）
研
修
内
容
 

①
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
へ
の
研
修

研
修
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
現
在
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
事
項
へ
の
対
応
等
が
学
べ
る
内
容

と
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
必
要
に
応
じ
、
講
義
だ
け
で
は
な
く
、
演
習
的
な
内
容
を
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
以
下
の
ア
～
ウ
に
代
表
的
な
研
修
内
容
に
つ
い
て
例
示
す
る
の
で
、
内
容
を
検
討
す
る
際
の
参
考
と
さ
れ
た
い
。

た
だ
し
、
下
記
イ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
実
情
に
応
じ
、
当
該
年
度
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
１
回
実
施
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。
）
 

ア
（
例
１
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
現
状
把
握
の
た
め
の
研
修
 

別
添
６
 
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

１
 
目
的
 

子
ど
も
子
育
て
支
援
法
(
平
成
 2
4
 年
法
律
第
 6
5
 号
)
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
問
題
を
抱
え
た
親
や
障
害
児
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
困
難
ケ
ー
ス
の
増

加
、
依
頼
内
容
の
多
様
化
等
に
伴
い
、
相
互
援
助
活
動
の
調
整
等
を
行
う
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
役
割
に
関
し
て
重
要
性
・

専
門
性
が
増
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
現
在
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
者

に
対
し
て
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
質
の
向
上
を
図
り
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
の
効

果
的
な
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

２
 
実
施
主
体
 

実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
と
す
る
。
な
お
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業
の
内
容
を
熟
知
し
、
４
に
掲
げ
る
「
研
修
の
実
施
方
法
及
び
内
容
」
に
即
し
て
研
修
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
委
託
研
修
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
事
業
を
委
託
で
き
る
も
の
と

す
る
。
 

３
 
対
象
者
 

平
成
26
年
５
月
29
日
雇
児
発
05
2
9
第
1
7
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
子
育
て
援
助
活
動

支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
実
施
要
綱
」
の
３
の
（
１
）
④
の
ア
に
定
め
る
フ
ァ
ミ
リ

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
 

４
 
研
修
の
実
施
方
法
及
び
内
容
 

（
１
）
研
修
日
程
等
 

研
修
の
開
催
日
、
時
間
帯
等
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
又
は
委
託
研
修
事
業
者
が
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
て
、
受
講
者
が
受
講
し
や
す
い
よ
う
適
宜
配
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
質
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
適
切
な
時
期
・
回
数
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

（
２
）
講
師
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
や
技
術
に
つ
い
て
、
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
に
伝
え
る
ノ
ウ
ハ
ウ
等
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

（
３
）
研
修
内
容
 

研
修
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
現
在
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
事
項
へ
の
対
応
等
が
学
べ
る
内
容

と
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
必
要
に
応
じ
、
講
義
だ
け
で
は
な
く
、
演
習
的
な
内
容
を
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
以
下
の
①
～
③
に
代
表
的
な
研
修
内
容
に
つ
い
て
例
示
す
る
の
で
、
内
容
を
検
討
す
る
際
の
参
考
と
さ
れ
た
い
。
た

だ
し
、
下
記
②
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
実
情
に
応
じ
、
当
該
年
度
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
１
回
実
施
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。
）
 

①
（
例
１
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
現
状
把
握
の
た
め
の
研
修
 

－166－



（
内
容
：
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
現
況
や
課
題
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
、
国
の
施
策
や
子
育
て
支

援
の
現
状
に
係
る
情
報
提
供
等
）
 

イ
（
例
２
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
安
全
に
行
う
た
め
の
研
修
 

（
内
容
：
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
活
動
中
の
事
故
防
止
策
、
緊
急
時
の
対
応
、
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
検
証
、

補
償
保
険
の
し
く
み
等
）
 

ウ
（
例
３
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
会
員
と
の
関
わ
り
方
に
係
る
研
修
 

（
内
容
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
、
問
題
の
あ
る
家
庭
と
の
関
わ
り
方
等
）
 

②
援
助
を
行
う
会
員
へ
の
研
修
 

援
助
を
行
う
会
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
、
又
は
課
題
や
事
例
の
共
有
等
 

を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
実
施
要
綱
の
３
（
１
）
④
の
ケ
に
定
め
る
援
助
を
行
う
会
員
へ
の
講
習
の
経
費
に
つ

い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
の
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事

業
）
の
運
営
費
と
し
て
交
付
申
請
を
行
う
場
合
は
、
補
助
の
対
象
と
し
な
い
。
 

５
 
（
略
）
 

６
 
留
意
事
項
 

（
１
）
都
道
府
県
・
市
町
村
又
は
委
託
研
修
事
業
者
は
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
管
内
の
関
係
機
関
や
施
設
、

関
係
団
体
等
と
十
分
連
携
し
、
効
果
的
で
円
滑
な
事
業
の
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
都
道
府
県
・
市
町
村
又
は
委
託
研
修
事
業
者
は
、
事
業
実
施
上
知
り
得
た
受
講
者
に
係
る
秘
密
の
保
持
に
つ
い

て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

７
 
費
用
の
補
助
 

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
事
業
の
た
め
に
支
出
し
た
経
費
に
つ
い
て
、
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
内
容
：
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
現
況
や
課
題
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
、
国
の
施
策
や
子
育
て
支

援
の
現
状
に
係
る
情
報
提
供
等
）
 

②
（
例
２
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
安
全
に
行
う
た
め
の
研
修
 

（
内
容
：
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
活
動
中
の
事
故
防
止
策
、
緊
急
時
の
対
応
、
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
検
証
、

補
償
保
険
の
し
く
み
等
）
 

③
（
例
３
）
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
会
員
と
の
関
わ
り
方
に
係
る
研
修
 

（
内
容
：
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
、
問
題
の
あ
る
家
庭
と
の
関
わ
り
方
等
）
 

５
 
（
略
）
 

６
 
留
意
事
項
 

（
１
）
都
道
府
県
・
指
定
都
市
又
は
委
託
研
修
事
業
者
は
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
管
内
の
関
係
機
関
や
施
設
、

関
係
団
体
等
と
十
分
連
携
し
、
効
果
的
で
円
滑
な
事
業
の
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
都
道
府
県
・
指
定
都
市
又
は
委
託
研
修
事
業
者
は
、
事
業
実
施
上
知
り
得
た
受
講
者
に
係
る
秘
密
の
保
持
に
つ

い
て
、
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

７
 
費
用
の
補
助
 

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
が
事
業
の
た
め
に
支
出
し
た
経
費
に
つ
い
て
、
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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